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平成25年知立市議会３月定例会企画文教委員会 

 

 

  １．招集年月日  平成25年３月15日（金） 午前10時00分 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（８名） 

     安江 清美     田中  健     山﨑りょうじ   池田 滋彦 

     神谷 文明     水野  浩     久田 義章    高橋 憲二 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     企 画 部 長   清水 清久      協 働 推 進 課 長   山口 義勝 

     企 画 政 策 課 長   加古 和市      総 務 部 長   今井  尚 

     総 務 課 長   岩瀬 博史      安 心 安 全 課 長   高瀬 季治 

     税 務 課 長   小笠原忠利      会 計 管 理 者   鈴木 健一 

     監査委員事務局長   高木 洋幸      教 育 長   川合 基弘 

     教 育 部 長   野村 清貴      教 育 庶 務 課 長   石川 典枝 

     学 校 教 育 課 長   宇野 成佳      生涯学習スポーツ課長   水嶋  広 

     文 化 課 長   寺田 和彦 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   成田 春夫      副 主 幹   池田 立志 

     議 事 係   加藤 智也 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第１号 知立市まちづくり基本条例の一部を改正する条例        原案可決 

     議案第２号 知立市総合計画審議会条例の一部を改正する条例          〃 

     議案第３号 知立市基金条例の一部を改正する条例               〃 

     議案第４号 
 知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例を 

 定める条例の一部を改正する条例 
 〃 

     議案第５号 
 知立市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

 の特例を定める条例の一部を改正する条例 
   〃 

     議案第６号 

 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策 

 を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係 

 条例の整理に関する条例 

   〃 

     議案第７号 
 知立市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

 る条例の一部を改正する条例 
  〃 

     議案第14号 知立市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例       〃 

     議案第27号 平成24年度知立市一般会計補正予算（第５号）           〃 

     議案第32号 平成25年度知立市一般会計予算                  〃 
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     議案第35号 平成25年度知立市土地取得特別会計予算              〃 

     議案第39号 平成24年度知立市一般会計補正予算（第６号）                     〃 
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――――――――――――――――――――――― 

午前９時58分開会 

○山﨑委員長 

 それでは、定足数に達していますので、ただい

まより企画文教委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託されました案件は12件、すなわ

ち議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第

４号、議案第５号、議案第６号、議案第７号、議

案第14号、議案第27号、議案第32号、議案第35号、

議案第39号です。これらの案件を逐次議題としま

す。 

 議案第１号 知立市まちづくり基本条例の一部

を改正する条例の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第１号について、挙手により採決します。 

 議案第１号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第１号 知立

市まちづくり基本条例の一部を改正する条例の件

は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第２号 知立市総合計画審議会条例の一部

を改正する条例の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○安江委員 

 議案第２号 知立市総合計画審議会条例の一部

を改正する条例について、改正内容１、委員の選

出対象から市議会議員を除くとありますが、総合

計画の策定決定における議会とのかかわり方を整

理と明示されています。この文言から、過去にお

いてかかわりにおいて問題になったことなどがあ

ったと推測されますが、もしあれば、どのような

ことが問題となり今回ここに至ったのかをお聞か

せ願いたいと思います。お願いします。 

○企画部長 

 問題ということはありませんでした。ちょっと

基本的なことなんですが、国の見解も市議会議員

が審議会等に参加することについては違法ではな

いが適当ではないという考え方を示しておりまし

て、また、全国市議会議長会の意見からも、これ

は平成10年ですけども、民主主義な地方制度の趣

旨に反し、適当ではないという意見がございまし

て、本知立市議会におきましても、平成17年でし

たか、法で定めのあるもの以外は審議会に参画す

べきでないというような市議会からもそういうお

話がございまして、今回総合計画のほうでも自治

法の改正により議決要件がなくなったということ

で、今回市議会議員の参加というところを削除す

るという形の改正をするものでございます。 

 委員おっしゃるような、問題があったからとい

うことではございません。 

○安江委員 

 ありがとうございます。 

 もう一つ、ちょっと理解できなかったものです

からお答え願いたいんですけど、県議も名を連ね

てみえますよね。県議についてはいかがでしょう

かね、ちょっとお答え願いたいんですけど。 

○企画部長 

 私の認識では、県会議員は入ってないという認

識でございます。学識経験者でということで、県

会議員というあて職ではないというふうに思って

おります。 

○清水副市長 

 少し補足をさせていただきます。 

 今回こういう形で審議会の委員の、いわゆるあ
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て職というような形で市議会の議員が入っていた

ものを削除するということでございます。 

 これについては、今、企画部長が申し上げまし

たように、地方の二元代表制という中での考え方

として、やはり議会で御議論をいただく、議決を

いただくと、そういうことになっておりますので、

そういった策定の過程で議会の議員にそこに加わ

っていただくというのは、最終的にはそういう議

会の議決をお願いする二元代表制のそういう考え

方の中では適当ではないんではないかという、い

ろんな全国の市議会議長会等からもそういうお話

もあって、当市議会においても適正にそれに対応

するというようなことで平成17年のときに一度整

理をしていただいたという記憶がございます。 

 その過程の中では、総合計画の審議会委員は引

き続きというようなことで現在あるわけですけど

も、今回改めて地方自治法の規定の改正もござい

ましたので、改めて整理をさせていただくという

ことが第１点、それから、県議会議員については、

特に県議会議員をあて職で委員にするというよう

なことは、この文言の条例の中にもございません。

必要に応じて学識経験者なりそういったお立場で

参画していただくことはあり得るのかなと。第５

次の総合計画の審議会においては参画をしていた

だいていたと、こういうふうに思っております。 

○田中健委員 

 それでは、関連して、一つだけ質問させていた

だきます。 

 今回のこの一部改正というのは、今回自治法が

改正で第96条第２項ですね、議決事件の拡大に伴

って今回議会改革特別委員会で基本条例というも

のを知立市議会の総意で提出の予定でありますけ

れども、その中で議決事件の拡大ということで、

この総合計画についても議会のほうで議決事件と

して取り扱うという中で、審議会に参加して、な

おかつ議決にかかわるというのがダブルスタンダ

ードでおかしいんじゃないかという意見の中で、

今回こういった流れで議会のほうの意向もあって

改正されるという経緯と聞いております。 

 その中で、今回、逆に制作過程の中に関与しな

い中で、ちょっと関連になって恐縮なんですが、

疑念になるのが、どの時点でその計画が議会のほ

うに開示されるのか。 

 今までは途中過程でも知る機会があったんです

が、今回は議案としてあがってくるまで見れない

ということになっても決してまずいわけで、その

今プロセスの中で当局としては、どのように議会

のほうとコンセンサスとりながら進めていくかと

いうことを今、考えがあったらお聞かせください。 

○企画政策課長 

 議案の提出につきましては、平成26年の12月と

いうふうに予定しておりますが、それまでに私ど

ものほうで、今回策定に当たっては多くの市民の

方を参加していただき、協働していただいて策定

していこうという予定で考えております。 

 発表のできる段階を少しずつ考えながら今進ん

でおる進捗状況は、常に議会のほうにも文書等で

また報告をさせていただきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 総合計画審議会の条例については、今、田中健

委員御指摘のように市議会の議決事件にすると。

従来は総合計画は議決事件じゃなかったのでね、

私たちも審議会委員に参画をさせていただきまし

たし、私も３回の総合計画にわたって参画をさせ

ていただいたんですが、その参画した思いから申

し上げますと、今回、議会側が全部引くわけです。 

 そうなりますと、コンサルの提案が相当色濃く

出てきて、それが全体の流れを決めてしまうんで

はないかと、こういう懸念を若干持つわけです。

つまり、今回も総合計画審議のための審査委員会

みたいなものをつくって、まちづくり委員会と呼

ぶんですか、呼称はともかく、そういうものも予

算計上されておりますし、そのほかに審議会その

ものも立ち上げていくということなんですが、例

えば市政の基本的な諸事項について基礎的な知識

がないと、なかなか総合計画の審査に入れないと

いうことがあるわけですね。 

 各種団体の方々や、あるいは公募委員もおみえ
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になって参画されるんですが、基礎的なデータが

十分伝わっていないというようなこともあって、

そこから議論を構築しなきゃならんと。そうなる

とコンサルが一通りにものを出してきますから政

策決定は審議会あるいは議会が決めるわけですが、

出てきますので、その当否を議論するに当たって

基礎的な知識がないと、なかなかこの議論に参加

できないと、こういう弊害があるんではないかな

と。従来は市議会議員が五、六人、基本的には各

会派から入るというような形で、しかもそれが議

論の途中で分散会というか、分科会というかね、

そこの中にそれぞれ入って、その中でリーダーシ

ップ的役割を果たしてきたということだと思うん

ですね。その機能が抜けてしまうということにな

りますと、審議会委員の選考を含めて、相当地方

自治行政に造詣のある人を選任されないと、なか

なかうまくいかないのではないか。審議会として

の本来の役割を果たせないんではないか、こうい

う危惧を若干持つわけですね。このあたり、どう

いうふうに認識されているんでしょうか。 

○企画政策課長 

 これまでは市議会議員の方が６名ほどですか、

入ってみえました。そこに教育委員会、農業委員

会、社会教育審議会、男女共同参画推進懇話会、

更生保護女性会、あとは市内の公共団体のほうか

ら区長会、社会福祉協議会、身障者福祉協議会、

そんなような団体からということで１名ずつ、ま

た、学識経験者、商工会、先ほど出ました県議会

議員の方ということでの学識経験者、そしてまた、

顧問として大学の教授、公募市民として４名とい

うことで、これまではそういう形になっておった

わけですが、条例で20名以内ということがうたわ

れておりますので、議会の議員の今現在これまで

は第５次のときにおいては６名でお願いしておっ

たわけですが、残りの議員を除いた中で、先ほど

申し上げた各団体のほうから、また、これまでも

第５次の総合計画にも携わっていただいた学識経

験者の方とか、そういった方を含めて構成してま

いりたいというふうに考えております。 

 また、審議会のメンバーそういう形になってお

りますが、審議会に諮るまでのメンバーは、極力

市民のほうから参画していただきまして、今あり

ますまちづくり委員会のメンバーの方も含めまし

て、一度市のほうから公募をいたしまして、多く

の市民の委員を集めて部会をつくって協議してい

きたいと。そこで練ったものを審議会で諮ってい

ただくというような方向をとっていきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 審議会にかける前段階で、何というふうに読ん

だらいいのか知りませんけども、審議会のための

検討会というようなものが先回も立ち上がりまし

たね。そこから何人か審議会にも入っていただき

ました。そういう人々が長年、長年というか下準

備の過程で議論してきたことなんかも会場で吐露

されて議論が進んだという思いがあるんですね。 

 ただ、先ほど言われた審議会のメンバーにせよ、

新しく審議会のための検討会へ委嘱されて入られ

る方々にせよ、専門的な知識は一程度あるかもし

れませんけども、それは例えば福祉なら福祉団体

は、その分野についてはかかわってみえるとかね、

あるいは区長ならコミュニティー活動について一

定の造詣があるとか、要するに専門店的な知識は

おありだろうというふうに思うし、現にそうだと

思うんですが、総合計画というものを全体に練り

上げていく上で、やはり総合調整する総合的な判

断というものが当然必要になるわけですね。 

 そういう意味では、今まで市議会の議員が議決

事件でない段階で入るのがいいかどうかいろいろ

議論はあったと思うんですけども、それなりの役

割を果たしてきたんではないかというふうに私自

身は、一部自負しながらそう思ってるんですが、

今回はそれはすっぽり抜けるということですので、

私が先ほどから心配しておるのは、コンサル誘導

型の計画づくりにならないように、そこは事務当

局も十分議論が煮えるようなですね、市民の目線

で議論が煮えるような、そういう運営に心がける

必要があるというふうに思っているわけです。 

 手続、手段、人選、それはいろいろそういう中



- 6 - 

で問題があろうかと思うんですが、その辺の基本

的な考え方はどうなんですか。 

○企画政策課長 

 コンサルということで私どものほうも、今後プ

ロポーザルをしてコンサルを決めていくわけでご

ざいますが、決してそのコンサルに全てをお任せ

するということではなく、コンサルはあくまでも

今回まだ名称のほうも正式には決まっておりませ

んが、市民の方の仮にまちづくり委員会という名

称で立ち上げたものの、ほんとに手となり足とな

るようなお手伝いをしていただくという方向で考

えておりますので、決してコンサル主導でやって

いくという気持ちは毛頭ございません。 

 あくまでもアンケート調査等々の細かい業務等

についてはコンサルのほうにお任せするわけです

が、私ども職員、また市民一緒になってつくって

いくということを第一に考えております。お願い

いたします。 

○高橋委員 

 ぜひ基本的な点を間違いないようにですね、ど

こにでもある方程式を知立市にやや要素を変えて

当てはめてジ・エンドという総合計画であっては

まずいというぐあいに常々思っているのでね、な

かなかその域を出ないという側面も否定できない

問題があると思うんですが、ぜひそこは住民の英

知、市の幹部団の皆さんの英知を傾注してつくっ

て元をつくっていただきたいというふうに思うん

です。 

 そういう中で、私が審議会をやって感じてきた

一つは、顧問ですね、一般的な学識経験で委嘱さ

れるという方ではなくて、先回も大学の先生がお

一人顧問でありましたし、もう一方、これは委託

ということだったでしょうかね。公団に住んでみ

える先生が、鈴木先生だったですか、ちょっと私、

名前不正確でほんとに失礼するんですが、的確な

御指導が随所でありました。知立市のことも一程

度勉強された上で的確な御指導が随所にあった。

やっぱりその分野の役割というのは非常に大きい

んではないかというふうに思うんですね。ここら

あたりの人選を含めてどういうふうに考えていら

っしゃるのか。どうでしょう。 

○企画政策課長 

 今、委員のおっしゃるとおり、やはりそこで顧

問としての最終的な意見をいただくということは

審議会にとっても大きなものとなるかと思います。 

 まだ顧問をまたメンバーをどのような方という

ことはまだ先行しておりませんが、今後選考して

いくに当たっては、第５次総合計画の策定に携わ

っていただいた方も含め、また、なかなか選考も

難しいかと思うんですけど、各大学の専門な方と

か、そういった教授の方にも一遍私どものほうで

選考させていただいて、市にとってほんとにすば

らしい方をお招きしたいというふうに考えており

ます。 

○高橋委員 

 そういうことで、ぜひ対応していただきたいん

ですが、今回は、先ほどありましたように、議会

側のいわば要望で総合計画を議決事件にするとい

う、これは大事な議会側の一つの決断なんですが、

これによって審議会のメンバーが、きょう提案さ

れておるような形で変更されてきているというふ

うに思うんです。 

 それで問題は、議会と総合計画をつくり上げて

いく過程でのかかわりですね、さっき田中健委員

もふれていただいたんですが、ずっとそれぞれ審

議会やってみえて、成案がまとまって、本日ただ

いまこれを上程しますと。告示行為が１週間前で

すという対応は、実は議会も考えてないわけでし

て、これは議会側もどういうスタンスで審議会が

議論していく過程の中に、どういうスタンスでキ

ャッチボールやっていくのかということを議会改

革特別委員会を軸に今検討中なんですが、私がこ

の間提案したのは、いわば政策委員会、政策検討

会ですか、そこへ総合計画そのものを原案を我々

も真っ正面から受けて、そこでどんといただいて、

それを市議会の中の分科会、いわば常任委員会で

すね、ここに分割して検討を深めていったらどう

だということを私は提案してるんですが、そうい

う中でキャッチボールをやると、時々。議会側の

意見はこの段階ではこうですよと、あるいは中間
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的に審議会が出されてきた方向について、議会は

その方向についてはこういう意見ですよといって

キャッチボールしながら、これはまさに二元代表

ですから、しながら、よりよい成案を得る努力を

し、最終的には議会の議決という行為をもって、

最終的には皆さんが原案をまとめられて、議会は

その原案を受けて最終的には議会の議決をやると

いう構えで我々もやらんとまずいじゃないかとい

うことを決意しているわけですが、その辺のキャ

ッチボールの理事者側の思いといいますかね、こ

れをつくっていく上での理事者側の考えといいま

すかね、この辺は議会とのかかわりについて、ど

ういう御所見をお持ちなのか。今、私が申し上げ

たようなことについて、大いに結構と、受け入れ

て頑張りましょうというスタンスに立っていただ

けるのかどうか、どうでしょうか。 

○企画政策課長 

 まだ私どものほうで決裁をとっておるわけでは

ございませんが、一応事務局のほうが考えておる

のは、今、委員のおっしゃったとおり、いろんな

ところでキャッチボールをする場を設置したいな

と、設けたいなと。それが仮に議会からの要望で

あれば、そこへ職員が出かけていって報告するの

もまたいいかなと。 

 また、今考えておるのは、いろんな部会をつく

るわけでございますが、そういった部会の代表者

にも出席願えれば、そういった方からの報告も議

員の方々の前で報告するのはありかなというふう

に考えております。 

 また、これはちょっと違うかも知れませんが、

今議員の皆様方がやってみえます議会報告会もそ

ういった場でも仮に職員が発表できるような場が

あれば職員が発表してもいいのかなと。 

 また、あと、市民の方には、やはり常に進捗状

況のほうを報告してまいりたいと思っております

ので、ホームページや最近はやりのツイッターと

かフェイスブック等を利用したＳＮＳですか、そ

ういったものを利用して、少しでも早く市民の方

にも情報提供していきたいなというふうに考えて

おります。 

○高橋委員 

 副市長、どうでしょう。今、担当の課長がおっ

しゃったんですが。 

○清水副市長 

 まだ具体化はというところでございますが、先

ほど課長が申しましたように、いろんな策定の過

程もいろんなところで一つ一つの節目があるのか

なというふうにも思いますので、少なくともそう

いった節目では議会のほうにもそういったことの

投げかけをさせていただいて、私たちもそこでお

話、報告をさせていただいたり意見をお聞きする

というような場面があってもいいのじゃないのか。

これはぜひ必要だなというふうに思っております

ので、先ほど課長が申したような内容を具体化す

るように一度検討していきたいと思っております。 

○山﨑委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第２号について、挙手により採決します。 

 議案第２号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第２号 知立

市総合計画審議会条例の一部を改正する条例の件

は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第３号 知立市基金条例の一部を改正する
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条例の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 基金条例につきましては、本会議で私も相当発

言をさせていただきました。本会議の議論の到達

にたちまして、改めて本条例をお出しになった理

由についてお聞かせいただきたい。 

○企画政策課長 

 本会議と重複するところがあるかと思いますが、

お許しください。 

 今回の条例提案につきましては、私どもの企画

政策課のほうが土地開発公社の事務局を持ってお

ります。都市計画課より知立環状線の整備に伴い、

土地の先行買収したいという依頼がありまして、

公社のほうでは借入先として土地開発基金をとい

うふうに考えました。 

 これに至った件につきましては、実は、平成16

年ですか、随分前の話になりますが、少し案件が

変わりますが、一部駅周の関係で土地の先行取得

ということがありまして、市のほうとしては、土

地開発公社のほうが資金調達をするのは市中銀行

という案で議会のほうにも提出をさせていただい

たわけでございますが、議会のほうより、そのと

きの都市計画整備基金を利用して運用してはどう

かというお話があり、その後、市のほうも検討し

た中で、基金のほうを無償で貸し付けるという形

の運用に変わったという経緯がございました。 

 また、そういったことも少し私どものほうも研

究し、また、近隣各市においても岡崎市、豊田市、

みよし市においては今回条例改正をさせていただ

きますような既に条例になっておりまして、基金

を土地開発公社に無償で貸し付けると、運用して

くという方法をとっとる市もあるということも研

究もさせていただきました。 

 そういった中で、今回はこの基金条例を一部改

正しまして、無償で土地開発公社に貸し付け、そ

の金利をその分だけ財政としては、通常で考えれ

ば貸していただく金利よりも預け入れる金利のほ

うが当然のことながら低いということで、今現在、

基金のほうには４億8,000万円という現金があり、

定期預金で積み立てておりますが、その預金利息

よりも新たに市中銀行で借り上げていく金額のほ

うが当然高いものだというふうに試算をしまして、

今回このような提案をさせていただいております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 私、改めて基金条例を勉強させていただいたわ

けですが、この基金条例には、当然のことながら

基金条例の管理について、基金に属する現金は金

融機関への預金、その他最も確実かつ有効な方法

により保管しなければならない。第２項、基金に

属する現金は必要に応じ確実かつ有利な有価証券

にかえることができる、こういうふうに基金条例

第４条で明確になっております。 

 また、第３条では、基金の名称、設置目的等も

明らかになっております。これは地方自治法の基

金の運用に関する条項を受けた当市の条例ですね。 

 つまり、基金というものについては、ここに申

し上げたように、最も有利で、なおかつ有効な手

段と方法によってこれを管理しなければならない。

これは基金の持っている宿命であるし、基金の持

っている限界といいますか、性格そのものなんで

すね。 

 それで本会議でもそのあたりが一番の論点にな

りました。今、担当課長からお話がありましたが、

これは開発公社から考えると、実にうまい話なん

です。開発公社の立場に立つと、あなたは開発公

社の事務局もやってみえるのでね、開発公社から

すれば４億2,200万円の金を市中から借りると、

一般的にはそういう行為をしますよね。そしたら

そこには、本会議でもありましたように、何がし

かの金利がつく。この金利は、土地の値段にオン

されて上乗せされて、市の一般会計が再取得する

ときに土地の単価にその金利を乗せて売却するわ

けですね。 

 ところが、開発公社は今回無利息のお金を基金

から借りることができれば、開発公社にとっては、

とてもありがたい話ですよ。それは再取得する段

階で市にとっても金利の乗らない単価で買えると

いうことでは、それはそういう意味ではありがた
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い話かもしれない。 

 しかし、この条例は、基金そのものの有用性に

ついてふれているわけです。基金そのものの有用

性と管理のあり方について言っとるわけですので、

今回基金の側からいえば基金は利息を生まないん

ですよ。基金は貸し付けた分、無利子ですから、

基金からいえば利息を生まない。だから基金から

いえば、極めて不利な運用になるということです

よね。だから、そこを混然一体として考えますと

最終的にうまきゃいいんじゃないですかと。ここ

に飛躍と論理のすりかえがあると、私はそういう

ふうに思うんですね。 

 つまり、開発公社というのは、公拡法に基づい

て市が設立する、いわば外郭団体でありますし、

その資金調達も本会議で述べたように、40億円の

限度額で市中から借りなさいよと、利息はこれ以

下でやりなさいよと明確になってるんですね。そ

の開発公社は市そのものではない。 

 しかし、再取得の段階で市の一般会計の支払い

の行為が生まれてくる。したがって、無利子のお

金であっても、それを借りたほうが得ではないか、

こうなるんですが、基金条例第３条、第４条、と

りわけ第４条を見ますと、利息を生まないような

運用はまずいということになるんじゃないですか、

これ。答弁求めたいと思います。 

○企画政策課長 

 第４条には、委員のおっしゃるとおり、そうい

った形で方法で保管しなければならないというふ

うにございます。基金だけのことを考えれば、当

然のことながら、こういった方法で預け入れたま

まのほうがいいのかなというふうには思うんです

が、そこを私どものほうは、オール知立市という

ふうに考えた中で、委員のおっしゃられることと

私の話は食い違いがあるかもしれませんが、私ど

ものほうは、土地開発公社のほうが買い上げて先

行取得をして、後々一般会計から買い戻す際、そ

こで利息が生じないほうが市にとっては全体的に

考えれば有利であるというふうに考えて行ったと

ころでございます。 

○高橋委員 

 だから、第４条はそういうふうには書いてない

でしょうということを言っておるわけです。基金

というものが利息を生まないような運用のほうが

いいと。今回の条例改正は、利息を生まなくても

最終的に市が支払うときの、その支払いの金額に

それが転換され、カウントされておればいいんだ

という運用の仕方なんですよ。 

 しかし、それは基金は金利を生まない預け方の

ほうがいいのか悪いのかといったら、それは金利

を生まない預け方のほうが悪いに決まっておるじ

ゃないですか。第４条というのは、そういうこと

が書いてあるんですよ。 

 だから、開発公社の立場、知立市のもっと高い

見地に立てば192万円でしたか、差し引きすると

それはよくわかりませんけれども、利息と金利に

よりますけど、もうかるという理屈なんですが、

しかし、基金は別な活用をすれば、もっと別な仕

事をするかもしれない。これは奨学基金と違いま

して、これを積んだ利息を運用する果実を運用し

て仕事をするという運用基金でないということは

本会議でも言われまして、それは明らかですよ。

だから、もともとこの基金をほかへ預け入れると

いうこの運用に使うこと自身が、これはもともと

おかしな話なんですよね。 

 だから、奨学基金ならば運用すること、果実を

大いにつくっていただいて、これを運用すること

が市の目的ですから貸し付けは当然なんですが、

本土地開発基金というのはそういう基金ではない

のにもかかわらず、とりあえず使わないだろうと。

担保されてるからいいだろうという大前提の上に

立って利息を生まないほうへ運用するというのは、

私は二重の意味で正しい運用ではないと。本会議

終わりまして、いろいろ勉強をしてみると、どう

もそこらあたりがチェック機関の我々としての基

本的な対応ではないのかなという思いが非常に強

くなりました。 

 そこで、もう一つお尋ねしたいんですが、もし

再取得がおくれるというような場合に、どうなる

んですか。戻していただけるんですか、基金のほ

うへ。 
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○企画政策課長 

 再取得がおくれた場合、戻せるかどうかという

ことは、多分非常に難しいかなと。基金へ返って

くるのもおくれてくるのではないかなというふう

に考えます。もちろんそのときの一般会計のほう

の財政状況がどういうふうになっておるかという

ことがわかりませんですが、ちょっと難しいので

はないかなというふうには考えます。 

 それから、前者でお話のあった件でございます

が、今回この土地開発基金というのは、一応資金

運用基金ということで別表第２にありますように、

運用目的が土地を取得するためというふうになっ

ております。もちろんこれは土地開発基金が特別

会計のほうで運用していくということになってお

りますので、特別会計のほうで取得するためとい

うふうにはなっとるかと思いますが、今回この基

金のほう自体が目的がそういう形になっておりま

すので、そこも考えまして、同じように土地開発

公社で土地を先行取得するために使っていくとい

うことで、また、先ほど申し上げましたように、

他市のほうでは、そのような方法を既に行ってお

るということも研究した中でわかりましたもので

すから、このような提案をさせていただいており

ます。 

○高橋委員 

 企画政策課長、それは違いますよ。土地開発基

金というのは、土地開発基金として土地を求める。

本来なら一般会計が買うべきなんですが、行政財

産として買う場合も含めてね。だけども一般会計

が積んであって、なかなかその土地を買う資金が

ないという場合は土地開発基金で買うんですよ。

そういう基金として４億8,000万円取ってある。

それがこの基金の目的ですよ。直接土地を買いに

いくんです、これ。 

 だけど今回は、結果的に土地を買うことにつな

がってはいるけれども、土地を買うのは開発公社

でしょう。基金が直接買われるなら結構ですよ。

今回１億6,000万円でしたか、開発側の１億5,000

万円の分を、いや、開発公社じゃなくてもいいじ

ゃないかと。直接この基金が買えば利息はないわ

けですから、基金が直接買えばいいわけですから。

金はあるわけですから買いましょうというときに

ここが買うわけです。 

 ところが、これがダイレクトに買っちゃうと、

国庫補助がつかないので、そういう仕組みになっ

てるのでという説明のもとでね、だから開発公社

でしょうがない、買って、そしてしばらく温めて

国庫補助が本予算についた段階で本予算についた

枠の中で買い戻していくと、こういう手法をとる

ということは本会議で言われましたよね。 

 だから、それは土地を買うという行為につなが

っていることは否定しませんけども、この基金と

いうのは、一般会計が厳しいときにダイレクトで

買いに行くための基金ですよ。そのために設置さ

れた基金です。これを土地を買うからといって開

発公社に運用基金として貸し付けてもいいなんて

ことはね、今回条例で改正されますが、それはこ

の基金の本質からいったらね、本質とは違う話。

だからそれは問題じゃないかということなんです

よ。 

 もう一つ大事なことをおっしゃったんですが、

平成29年までですか、説明では。平成29年まで貸

してくださいよと。ところが、再取得できないと、

一般会計で。公社に残ります、土地が。そうする

と公社に土地が残るということは基金のほうへお

金が戻らんということですよ。それが再取得がう

まくいかければ平成29年が平成30年になったり、

平成31年になったりしますよと、あり得るという

お話をされたけど、こんな危ない貸し付けなんか

はできないじゃないですか。どうですか。 

○企画政策課長 

 おっしゃるとおりだと思います。先ほど難しい

と申し上げましたが、当然のことながら、貸し付

けたお金を約束どおりお返ししていただくのが当

たり前のことでございますので、そういったこと

を確認をとった上で覚書も結んでいかないかんの

かなというふうに思います。 

○高橋委員 

 債務負担行為がありますよね、当初予算で、平

成29年まで。これは何のために債務負担行為、議
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決するんですか。 

○企画政策課長 

 知立環状線の整備事業ということでの債務負担

行為のことかと思いますが、これは当然のことな

がら、ここにありますように、議会でこの予算案

をお認めいただければ、このように執行せないか

んということになりますので、一番最初申し上げ

ました私の発言に対しては訂正をさせていただき

ます。 

○高橋委員 

 どこを訂正するということですか。 

○企画政策課長 

 市のほうからの払い戻しが遅くなったというと

ころでございます。遅くなるということに対して

でございます。 

○高橋委員 

 だからね、一般会計が土地取得特別会計に対し

て債務を保証するんですよ、これは。いろいろ事

情があって再取得できないと。開発公社に土地が

相当残ってしまったと。その残った土地には土地

開発基金を原資にして買った土地があると。全部

買うわけですから、土地が再取得できなければ特

別会計基金へ戻せないじゃないですか、借りたお

金を。その場合には一般会計が責任を持って債務

を保証しますよと。だから、どんな場合があって

も平成29年には一般会計の財政調整基金を切り崩

してでも土地開発基金に責任を持ちますよと。こ

の債務をここで議決するということでしょう。だ

から、一応保証されるというわけですよ。ただし、

それは一般会計から出さないかんわけでしょう、

これ。 

 だから、一般会計がえらいもんだから、開発公

社の腹を借りて、しかも開発基金で無利子のお金

を入れてやるけども、再取得がうまくいかんかっ

た場合には一般会計が自腹を切って埋めますよと

いう話なんだわ。これは市という人格が幾つもお

って、お互いに回し合いっこしておると、責任と

債務、こういう構造じゃないですか。 

○企画政策課長 

 人格が幾つかということでございます。当然公

社もまた市のほうが役員初め、全て市の職員でや

っておりますし、一般会計も、また特別会計も同

じような全て市が運営しておるということになり

ますので委員のおっしゃるとおりかと思うんです

が、今回のこの債務負担についても御指摘のあり

ましたように、当然、債務が保証されておるわけ

ではございますので、平成29年には一般会計のほ

うからその分は基金のほうへ必ず返さなければな

らないというふうに考えます。 

○高橋委員 

 平成29年までは４億8,000万円、そのうち４億

2,200万円。それは最高値が４億2,200万円ですか

ら、毎年度末が４億2,200万円債務が残るという

わけじゃありませんけど、平成29年まで金を貸す

というわけですよ。 

 ところが、一般会計はどうなってるかというと、

平成24年度では給食センターの跡地売りましたが

ね、２億6,000万円。平成25年度も一部普通財産

の処分が土地取得の土地売り払い収入の中に入っ

てますよね。 

 つまり、一般会計は、金がないものですから、

普通財産を売却して、それを財源にしてお金を回

して運営しているわけでしょう。南保育園どうす

るんですかと。これも売却したいと。ちょっと待

ってくださいと。我が町内の要求どうしてくれる

んですかと田中健委員が本会議場で立ちはだかっ

たわけですけども、普通財産処分して、要するに、

タコは自分の足を食べながら生きながらえておる

というような図式。別な言葉では自転車操業とい

う言葉が当てはまるのかどうか知りませんけど、

片方では先人が営々として育み、蓄え、そしてつ

くってきてくれた公有財産をですね、今直接使途

がないからということは事実なんですが、それを

売って、そしてお金にかえておるわけでしょう。

長持にあった親からお嫁のときにもらってきたも

のを質に入れてお金を回して明日の食費に充てと

る、一つの例でいうとね、片方ではそういう実態

があるわけでしょう。 

 そのときに４億2,200万円を平成29年までお貸

ししましょうと。利率の差もあるかもしれません
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けども、貸しと借りの利率差によって約200万円、

５年間で浮きますよと。これはちょっと重さと長

さを比べていらっしゃるようでして、私は、この

４億8,000万円の基金をもう少し弾力的に使うよ

うにこそ頭を使うべきではないのかと。これは平

成29年まで向こうへ渡したらふたがされちゃうわ

けでしょう。ふたがされちゃって使えないわけで

しょう。そんなことよりは、あの４億8,000万円

をもうちょっと運用して活用したほうが市民の立

場にもなるし、190万円を超えるような大きな仕

事ができるかもしれない。私は、どうもこの現実

の財政運営と知立市の台所の実態について、ちぐ

はぐなことをやってみえるなというふうに言わざ

るを得ないですね。どうでしょうか。 

 片方、普通財産売りまくりながらやろうという

わけでしょう。片方じゃあ、お貸ししますと。私

は理解できないんですが、どうですか。 

○企画政策課長 

 まず初めに、普通財産のほうを売却したものを

一般財源のほうに投入して使い切っておるという

ことではございません。今回の給食センター跡地

は子ども施設整備基金のほうで積み立てる、また、

予算で２億円しか取っておりませんでしたので

6,000万円ほど浮いたわけでございますが、6,000

万円のものを一般財源で全て使っちゃうというこ

とではなく、今後学校を初め、施設の保全計画の

ほうでできましたら基金をつくっていきたいなと

いうふうに考えておりますし、また来年度、平成

25年度においても山屋敷町とか県警の宿舎跡地、

そこを売却していく予定で今考えております。両

方で予算上では6,800万円ほど計上させていただ

いておりますが、そういったものについても決し

て先代から受け継いだものを現金にして使い切っ

ちゃうということは考えておりません。全てこれ

も基金で保全計画等のほうへ積んでいきたいなと

いうふうに考えております。 

 それと、またもう一点の話でございますが、私

どものほうも、当然のことながら市中銀行で借り

て貸し出しても特に本来土地開発公社は市中銀行

でお金を借り入れて先行取得していくということ

が原則というふうになっておりますので、そうい

った方法をとるのも、当然のことながら当たり前

のケースかと思うんですけど、私たちのほうで、

事務局のほうでといいますか、企画政策課のほう

で検討した中で、たまたま昔、知立市でそういっ

た例がございましたものですから、それも参考に

していただきました。 

 平成16年には真逆のことをやっておりました。

私どものほうは市中銀行で借りたいと。議会のほ

うでは基金のほうを無利息で運用したらどうだと

いう話がありまして、そういったことも勉強しま

した。そういった中では、今回やったことが決し

て市にとって無駄なことではないというふうに考

えております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 平成16年のときはね、どれだけの期間だったで

すか、債務を保証したのは。 

○企画政策課長 

 年数は覚えておりませんが、条例をまた新たに

改正し直したのが、平成16年に改正した後に平成

21年だったですか、平成24年だったかな。今回３

年間ですか、３年でございます。 

○高橋委員 

 代替地を買うのに基金が残っている。この基金

というのは使い道が明確なんですよ。何年にどん

だけ切り崩さなあかんということも明確になっと

るんです、長期財政計画でね、企画政策課長たち

がつくってくださっとる長期財政計画で基金が今、

土地と現金を合わせて30億円あるんですか。これ

をどういうふうに切り崩していくのかということ

は手に取るように明確になったじゃないですか。 

 そういう流れの中で暫定的にしばらく暫時使わ

せてもらいたいと。連立が終わる平成35年までに

は相当時間があると。平成16年の話という流れの

中でできてきたものであって、今回とは議論を同

じ土俵に乗せるのは、手続は同じようなことです

が、考え方、同じではないというふうにはっきり

申し上げておきたいんですね。 

 それで、さっきもありましたように、再取得が
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かなわない場合に土地開発基金にお金を返せない

ので、その分を一般会計が債務保証すると。これ

は必ずしも一般会計で保証しなくても、お金を借

りかえればいいんですよ、開発公社が。土地開発

基金のお金を返して碧信で借りられればいいんで

す。同じ金額を。それで済むんですよ。結果的に

債務を保証したと。 

 碧信に対しては開発公社が借りるわけですが、

この碧信に対する開発公社の借入については市が

債務を保証しておるわけでしょう。40億円の借り

入れ限度額について市が債務を保証しておるわけ

ですよ。だから、お金を回すことによって一般会

計から直接出さなくても市中の銀行からのお金に

借りかえれば、それはできるわけです。 

 私が問題にしているのは、そういう手練手管の

手法のイロハについて議論しているのではなくて、

もともとのこの開発基金が今言われるような当市

の財政状況で普通財産を売って次々にばらまいて

おるなんてことは私は言ってませんよ。しかし、

普通財産を売らなかったら、明日のあさっての予

算編成がおぼつかないという環境にお互いがある

ということの認識の上に基金をとりあえずつくり

ながら、今普通財産を売って、そこの価値の置き

かえやっておるという、これは深刻な事態なんで

すよ、一方では。 

 その一方で、この開発基金に前からいろんな議

論があって、早くその開発基金も一つの方法とし

ては公共施設の保全計画のほうへ具体的に使える

金にしたらどうかと。保全計画を前倒しにするこ

とによって経費が34億円浮くというのが学校側の

提案じゃないですか。そのためにちゃんとお金が

充当できれば５年間で200億円程度の利率の差の

この内容よりもはるかに大きな有効な価値を生み

出すかもしれない。それは可能性としては、これ

から検証することによって生まれてくる可能性が

あるじゃないですか。私は、そういうことを申し

上げているわけですね。 

 そういう意味で、企画部長が本件については禁

じ手だと、ノーマルとは言えないと、これは極め

て常識的な御発言。教育長のお言葉を借りるなら

ば、ならぬものはならぬということですよ。鉄道

がある、関連する環状線は何とかしなきゃならん。

そうはいっても曲げるべきものは曲げれませんと。

ならぬものはならんとおっしゃいました。私、教

育長の言葉をぴんと思い出しまして、これはなら

ぬものはならぬという、そういう性格のものだな

というふうに私はこの件については結論を出さざ

るを得ないと、ならぬものはならぬというふうに

痛感いたしました。企画部長、どうですか。私は

そう思ってますが。 

○企画部長 

 ちょっと議論がいろいろ散らばっている気もす

るんですが、ちょっと戻させていただくかもしれ

ません。 

 まず、この土地開発公社を使って、今回、知立

環状線の土地購入をするということの優位性とい

うのは御理解いただけると思うんです。まず、国

庫補助を得られるということ。土地取得特別会計

では、この国庫補助が得られませんので、この土

地開発公社を使う場合は公拡法で債務負担行為を

することというふうに定められておりますので、

今回、用地取得依頼契約ですか、そういう覚書を

結んで平成25年、平成26年でお金をお貸しし、平

成27年、平成28年、平成29年で返ってくると。ど

この土地をどういうことでというちゃんと書面で

覚書を結んで土地開発公社とこういう用地取得依

頼契約を結ぶということでございます。 

 今回、その土地開発公社を使うというのは、知

立環状線の用地取得あるいは補償におきまして地

権者が譲渡の意思があるということ、また、一度

に大量取得ということになります。それに一般会

計での予算立てができないこと、また、国庫補助

が得られるということで４億2,000万円の債務負

担行為を今、予算書で起こしております。 

 どれほどの効果額があるかということになりま

すと、利子でいいますと、利息の点ではさほど効

果額はないということでございますけども、国庫

補助という点では、私も数字をつかんでおりませ

んが、４億2,000万円だとすると２億円ほどの国

庫補助があるかもしれないんですね、最大でいい
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ますと。土地取得特別会計を使う限りは、そうい

う何億円という国庫補助がないかもしれないとい

うことで、土地開発公社を使う有意性については

御理解いただけると思うんですが、一方、基金条

例の一部を今回お出ししておる基金条例の一部改

正、これは土地開発基金にとっては、委員おっし

ゃるように有利なことじゃないほうに使おうとし

ているわけです。これは私、禁じ手というちょっ

と悪い表現しましたけども、これは自治法上の第

241条の２で、条例で定める特定の目的に応じ、

ここら辺もちょっと微妙なんですが、効率的に運

用という文言がありまして、土地開発基金だけを

とりますと、これは有効な運用ではございません

けども、効率的な運用をしたということで各市こ

れは別に法令には違反してないということで条例

化していると思います。土地開発基金運用規則と

いう規則で定めておるところもお聞きしておりま

す。 

 今回こういったことで、要は法律的なテクニッ

クでこういうことを定めておる部分も懸念も私は

ちょっとするわけでございますが、全体的にいい

ますと、そういうかなりの大きな国庫補助を得ら

れる手だてということで、今回この条例改正につ

いては御理解いただきたいと思っております。 

○山﨑委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午前11時00分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時08分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 企画部長が今、整理をしていただく向きの御発

言いただきました。私は、開発公社が環状線の先

行取得をすることを否定しているわけではありま

せん。国が平成25年度で３億円程度の事業費を認

めてくださって、国庫補助をつけてくだされば何

も開発公社を使う必要はありません。 

 しかし、１億5,000万円しか認定してくださら

ない。しかも売ってもいいよという方がそれ以上

にあるとすれば、この好期を逃したくないという

行政がそこに視点を置いて土地買収に入ろうとし

たのが今回の動機だとすれば、国庫補助がつく年

度まで先買いしてこれを留保するという措置をと

ることについてはあり得る話だなというぐあいに

思っております。だから開発公社を使われること

そのものを否定しているわけではありません。 

 ただ問題は、開発公社の資金をどこから調達す

るのかということが問題なんです。もともと開発

公社の資金というのは先行取得するという、つま

り先行取得するということは実力以上のことをや

るということなんですよ。つまり、知立市の開発

公社ができたのは昭和48年だね。何で開発公社が

必要になったか、そんなことは釈迦に説法で申し

上げるつもりはないけども、学校のラッシュです

よ。次々に学校をつくらないかんそのときに、学

校をつくるのに４億円か５億円かかるのに、全部

一般会計でその都度やっておったんでは財政がパ

ンクするので先行取得したんです。そのために開

発公社が必要だったんです。 

 開発公社がうまいのは、市中のお金を使えるん

ですよ。だから実力以上の仕事ができるんです。

だから先に土地を買ってね、そこへ学校をつくる。

土地は再取得しなくても学校できるわけです。開

発公社が持っておれば。そのかわり長く持てば金

利が多くなるので再取得に難儀が伴うということ

はあるんですが、そういう形で開発公社というの

はできてきた。つまり、実力以上の仕事をするた

めに開発公社というのは住民サービスのニーズの

度合いによって行動を起こす一つの器になってき

たんですね。それはちょっと余談の話ですが、だ

から今回でもね、私は開発公社がそういうニーズ

に合わせて先買いをするということを否定してい

るわけじゃないが、これは市中のお金でおやりに

なったらどうですかというのは原則だということ

ですよ。今度の提案はそうでなくて、それを特別

会計の今は直接使っていない基金を無利息のお金

で充当したいというところに私は原理原則の話を

させていただいておるということなんですね。 

 もうちょっと言いますと、そんなに先行して慌
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てて買わなくても、国庫補助の枠の中の事業対象

経費の中で毎年買っていかれればいいじゃないん

ですかという思いもあるんですよ。例えば今回が

１億5,000万円ですか、来年幾らになるかしりま

せんが、内示を受けた額の範囲で土地を買ってい

かれれば開発公社は使わなくてもいいわけですか

ら、この議論も起きないんですよね。大体本予算

で買って開発公社でも併用して土地を買うなんて

ことは今までなかったんじゃないですか。企画政

策課長、御承知ですか。話、余談になって恐縮な

んだけども、そんなことはなかったと思うんです

が、どうですか。 

○企画政策課長 

 私も存じません。 

○高橋委員 

 鉄道関連だからということで、いわば特異な事

態だというふうに思います。お金がないから、買

いたいけども、ことしはこれで辛抱してください

と。来年は何とかしますといって総務課長も駅周

の区画整理やってみえたでしょう。俺も早く買っ

てくれと。ちょっと待ってください。何ともなら

んのでお願いしますといって納得と理解を得なが

ら事業を回してみえた。環状線でもそうされれば

いいんですよ。何でそうやって双方でお買いにな

るのかちょっとわからんけども、しかし、これは

環状線ができ上がらないと三河線の高架の立ち上

がりとの関係があるので、むしろ縛られておると

いうことでしょう、多分、善意に解釈して。だか

ら売りたいという声が上がったときにはぱさっと

買いにいきたいと。その気持ちもわからんじゃな

いです。だから、これはこの開発公社を使って先

買いをされることを否定してるわけじゃない。そ

れも一つの例外的措置なんだけども、一つの行政

側の姿勢のあらわれだというふうには理解をいた

します。しかし、問題は、そのお金なんですよ。

どこで調達するか。ここで原則が少し逸脱がある

ということを申し上げておきますね。 

 これは知立市はそういうふうにはなっていない

からいいですけども、先ほど言ったような開発公

社というのは実力以上の仕事をするわけです。だ

から先買い、先買いで限度額までどんどん借りて

いっちゃうと、お金を。しかし、再取得はできな

いと。そうなると金利がどんどん膨らんできます

よ。お金が返せないわけですから、土地が売れな

いわけですから。そうなるとどうなるかというと、

当然一般会計を圧迫してきますよね。これが激し

くなったのが夕張市であり、全国各地で塩漬けの

土地だということで大問題になったんです。 

 だから開発公社というのはよしあしと、運用を

間違うと、どら息子を抱えるような仕事になると

いうことで我々も教訓を学んで、５年以上の塩漬

け土地は早くきれいにしてほしいということを今

までも何度も申し上げて今日きれいになりました

わね。 

 だから、知立市がその対象になるとは言いませ

んが、したがって、開発公社にあまりお金がじゃ

ぶじゃぶと注ぎ込まれるような仕組みはつくらん

ほうがいいというのが私の持論だし、多分この開

発公社、あの基金の運用についてもそういうこと

も意味して有効かつ的確な方法で管理するという

ことになっているんだろうというふうに思うわけ

です。そういう意味で、ならぬものはならぬとい

うふうに申し上げておきたいと思います。 

○田中健委員 

 先輩の後で大変恐縮ですが、市政会を代表とし

て確認させてください。 

 今の高橋委員と当局の議論を聞く中で、高橋委

員のおっしゃることも当然最もこれは市民が制度

に精通していれば感じる部分ではあるかと思いま

すが、先ほど部長が、そうとはいってもどうして

もこの手法を取らざるを得なかったという部分の

中で国庫補助金の話が出ました。我々としてもオ

ール知立という考え方の中で、知立市にとってプ

ラスマイナスで一番いい方法という部分の中で、

その4.2億円のうち現時点でわかってる範囲でど

れぐらいの国庫補助金がいただけるものか、もし

わかっている範囲があったらお聞かせいただきた

いなと思うんですが。 

○企画政策課長 

 試算をして担当課のほうからいただいたわけで
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ございませんが、約半分ぐらいではないかなとい

うふうには聞いております。 

 以上です。 

○田中健委員 

 確かに財政が厳しい我が市にとって、約２億円

という金額は、のどから手が出るほどほしい、そ

の中で先ほど部長訂正されましたが、禁じ手とは

一度までは口にしたほどの手法をとられるという

ことですが、ほんとにこの方法しかなかったのか、

その点だけ、もう一度だけ確認お願いします。 

○企画政策課長 

 今の委員の御質問は、開発公社でということで

ございましょうか。 

 私どものほうは、先ほど来、企画部長も申しま

したように、開発公社を利用してということで補

助金がいただければそんなありがたいことはない

ということで開発公社を第一というふうに考えて

おります。 

○山﨑委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第３号について、挙手により採決します。 

 議案第３号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第３号 知立

市基金条例の一部を改正する条例の件は、原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第４号 知立市特別職の職員で常勤のもの

の給与に関する条例の特例を定める条例の一部を

改正する条例の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第４号について、挙手により採決します。 

 議案第４号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第４号 知立

市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

の特例を定める条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第５号 知立市教育長の給与、勤務時間そ

の他の勤務条件に関する条例の特例を定める条例

の一部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 
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 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第５号について、挙手により採決します。 

 議案第５号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第５号 知立

市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する条例の特例を定める条例の一部を改正する条

例の件は、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第６号 地域社会における共生の実現に向

けた新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係

法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第６号について、挙手により採決します。 

 議案第６号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第６号 地域

社会における共生の実現に向けた新たな障害保健

福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の

件は、原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

 議案第７号 知立市特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○安江委員 

 それでは、議案第７号 知立市特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例についてお伺いします。 

 質疑での中島議員と重複するところがあるやも

しれませんが、お伺いいたします。 

 平成24年６月27日に開催されました第４回まち

づくり委員会において議題とされ、討議されまし

た。防犯交通アドバイザーの廃止について、ここ

に至るまでの経緯と、その理由について、また、

今まで存在してきました意義に対しての代替方策

というものを何かお考えでしょうか、お答え願い

ます。お願いいたします。 

○総務課長 

 防犯交通アドバイザーですが、今日まで嘱託員

というような位置づけの中で、報酬をお支払いし

ながらしかるべき、いわゆる知立市の抱える交通

安全ですとか、防犯に関しましてそれぞれ適切な

アドバイス等していただきまして、一定の意義が

あり効果もあったというふうに思っております。 

 今回、改めましてこの防犯交通アドバイザーを

この中ではなくしまして、さきの議会で御討議い

ただきました任期付きの職員ということで装いを

変えまして雇い入れるという形をとるために、今

般、ここの条項を外させていただいて任期付きと

いう形に身分を変えて雇うという形をとらさせて

いただくということですので、よろしくお願いし

たいというふうに思います。 

○安江委員 
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 続きまして、子供の権利擁護委員会委員につい

てはどのような活動がなされて、市民生活にどの

ように反映がなされるのでありましょうか、具体

的にお答えください。 

○総務課長 

 これに関しましては、このたび子ども条例が制

定されました。これに伴いまして、子供の権利と

擁護をする委員会を定めることになりました。そ

の中で、さまざまなそういった権利が侵害された

ような場合について、それについて御審議いただ

いて必要な措置、アドバイスをいただくという形

になります。よろしくお願いします。 

○高橋委員 

 今提案のことですが、子どもの権利擁護委員会、

これは所管が違ってるかもしれない。委員は子ど

も委員会という条例でうたわれておりますが、委

員の委嘱は済んだのでしょうか。 

○総務課長 

 私の知り得る限り、まだだというふうに思って

おります。 

○高橋委員 

 6,800円、それで条例の、非常勤特別職の報酬

の一覧表日額決定あるいは今あったように防犯ア

ドバイザーのような方々のこれは月給制なんです

があるんですが、6,800円、これは所管が違うの

で、ちょっと議論しにくいんですが、子ども条例

を議論したときに、この第21条、子ども権利擁護

委員会を設置するというこの理事の中に弁護士の

先生などに入っていただくというようなことも答

弁されていたと思うんですね。残念ながら、まだ

所管外だし、今どうなっていくのか、そこを総務

課長に聞くのはちょっとしんどいわけですけども、

日額6,800円という枠の中で処理できる人材なの

かどうか、そこをどういうふうに考えていらっし

ゃるのかということは前からの疑問なんですよね。

どうですか、そこは。委員になる方の職務もまだ

わからんのに日額6,800円ということでやってし

まっていいのかどうか、ここにちょっと私は報酬

の定め方にもう少し配慮ある議論と検討が要るん

じゃないかというふうに前から思っているんです

が、いかがでしょうか。 

○総務課長 

 御指摘の点、あるかと思います。 

 ただ、同じ委員会に御参画いただく委員のそれ

ぞれの背景があろうかと思います。御紹介のよう

な専門的な知識を有する方々、弁護士ですとかそ

ういった方々も出るでしょうし、一般の市民の方

もあろうかと思います。その中で、位置づけの中

で、同じ委員だから同じ金額ということもあろう

かと思いまして、現在までこういう形になってま

すけれども、同じ委員の中でも委員の位置づけの

中で報酬の額を変えるという考え方も一面ではあ

ろうかと思います。 

 ただ、これについては近隣各市も含めまして多

くの自治体がこのような形で同一の金額という形

で差をつけていないところのほうがはるかに多い

というふうに感じておりまして、非常に大きな課

題ではあるとは思いますけれども、今回、今まで

と同じような形の中で役割が同じ委員ということ

で日額、日額といっても朝から晩まで、御存じの

とおり御審議いただく時間というのが限られてお

りますので、その中で１日当たりの6,800円とい

うことで御理解を賜りたいというふうに思います。 

○高橋委員 

 例えば教育委員会、大学の先生もみえれば主婦

の方もみえる、ということですよね。日額規定に

今問題になっておるのが子どもの権利擁護委員会

の委員、これは保護者が入られるかもしれないで

す。あるいは大学の教授が臨床的な側面から入ら

れるかもしれない。あるいは子どもの権利にとい

うことで弁護士が入るかもわかりませんですしね、

しかし、それは一律6,800円だと。ここにはそう

いうものに参画される人々の人格的なその方の持

っておられる常識というか、キャパシティーとい

いますかね、そういうものから半分ボランティア

で自分の仕事が能力が生きるならという側面の受

けとめも相当あるんじゃないかというふうに思う

んですが、ただ、そういう点での日額をやってい

いのかどうかという点での悩ましさもある。 

 この前の議会で報償について企画部長が７段階
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に分かれているという御説明がありまして、ドク

ターから始まって大学の教授にずっとあってね、

弁護士があって、ランクづけして報償です、お礼

金についてのすみ分けをしているんだという趣旨

のことがありました。 

 そういったことからいうと、条例で日額を決め

ると、あるいは月額を決めると、こうなっている

ので今回の規則になるんだけども、あまり細かく

して問題だし、かといって大きくずぼっとやって

いけばいいということも問題だというふうに思う

ので、なかなか難しくて悩ましい問題だと思うん

ですが、基本的にはどうなんでしょうか、もうち

ょっと繊細、日額全部6,800円で、私さっきの総

合計画審議会を思い出すんですが、半日やって

6,800円ずつ口座へ振り込んでもらうとね、これ

どうかなと思いながら私、あえて甘んじて振り込

んでいただいておったんですが、私の感覚からい

うと半日6,800円というのは高額だなという感じ

がする。皆さんは知りませんけど、そういう受け

とめ方もあれば、俺のようなものが半日頑張って

6,800円かよと、こういう意識もあるかもしれな

い。そこは悩ましい問題だし、そのベースは一部

ボランティア精神も発揮しながらということある

んでしょうが、少し研究されていいテーマでない

かというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

これ、全部日額6,800円で統一されておるんです

か。 

○総務課長 

 御指摘の点については、それぞれ私どもも財政

にいたときもそういう感覚は持っておりました。

したがって、それぞれ各市の状況をあるまちでは

そういった疑念というか、疑問をお持ちになる際

に、やっぱり各市の状況をこういったものについ

ては調査をしながら、果たして自分のところのそ

ういった報酬が適切な額なのかどうなのかという

ことをそれぞれ県内の市町の状況調査をして額を

決めるというようなことをおとりになるケースも

ございます。 

 今回については、私ども、そこまで調査をして

おりませんでしたけれども、これについては御指

摘のあるように今後さまざまな委員会等が今後も

できるやもしれません。そういった中で、改めて

考えてまいりたいなというふうには感じておりま

す。 

○高橋委員 

 ぜひそういう視点をしっかりお持ちになってね、

今後対応していっていただくことが大事かという

ふうに思います。 

 もう一つ、さっき出ましたが、防犯交通アドバ

イザー、これはここから消えましたけども、今度

は任期付き短時間職員という形で非常勤特別職か

ら外れて任期付き短時間職員になったと。私もあ

のとき申し上げたんですが、任期付きの短時間な

んていう妙な職の採用をふやすべきではないとい

うことを申し上げたんですが、しかし、結果的に

交通アドバイザーは月額16万5,000円が再任用職

員並みの金額になる。しかもボーナスも年に２カ

月ぐらい出るということで相当待遇改善されたと

いうことになるんですね。 

 その待遇改善の側面は否定しないんですが、し

かし、考えてみましたら、本会議でも議論になっ

た徴税嘱託員というのは、場合によるともっと激

務ではないのかという思いが私にはあります。そ

れが14万9,000円で据え置かれていると、今回の

提案はね。名前は変わりましたけどもということ

についても矛盾を感じないわけじゃないんですけ

ども、担当課長、どういう思いでしょうか。 

○総務課長 

 確かに今回、国民健康保険税の徴収嘱託員とい

うものを廃止させていただいて、かわりに市税徴

収嘱託員ということで金額が同じという形で防犯

交通アドバイザーの金額と比べますと若干安い14

万9,000円程度の同じ金額で装いを変えたという

形でございます。 

 ただ、昨今の税の徴収の関係の嘱託員の方です

ね、以前は比較的隣戸ですとかそういったことも

あったというふうに聞いておりますけれども、今

からは最近は調査中心で、比重を調査を中心にや

っていく、そちらに重きを置いていくというふう

にも聞いておりますので、我々が以前持っていた
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イメージよりは労働の中身ですね、それが内容に

若干シフトして改善されていくのかなというふう

には私は感じております。 

○高橋委員 

 以前はもっと優遇してあげないかんかったけど

済んじゃった話なので、今度から大分軽なるよと、

これは本会議でそこは議論がありました。 

 ただ、私、交通アドバイザーが16万5,000円、

これをやめられて、今度は任期付き短時間職員に

なって事実上、年収が上がるわけですよ、この16

万5,000円よりもね。片方では、今、総務課長が

おっしゃったような向きの職務形態にはなるけれ

ども14万9,000円と。たまたま今回改正されてお

る職務がこの２つなので、この２つを比較して物

を言わざるを得んわけですが、もう一度、私は適

正な嘱託員のあり方、給与、報酬のあり方、これ

はかつて報酬をどうやって決めるんだという議論

がありまして、これは同じような職務の初任給を

ベースにして、ボーナス出さないわけですから年

間のボーナス分をくくった金額の月数にして、そ

れを月割にした金額なんだというのが当てはめ階

層と金額なんだというやり方でやってきましたが、

あれから時代も変わりましたし、むしろそれでや

ると減ってしまうよということになるかもしれま

せんが、その当てはめ給も含めて、一度検証して

いただいてもいい時期にきているんではないかと。

下げろということを言っているわけじゃないです

よ。交通アドバイザーがさっき言ったような形で

待遇改善されているわけですから、そういう側面

を考慮した上で、もう一度見直し再検討があって

もいいんではないかという感じがするんですが、

いかがですか。 

○総務課長 

 まさに委員がおっしゃることは的を射ておりま

して、私どもも10年程度だと思いますが、中身を

これは見直しをしておりません。おっしゃるよう

に、今現在で見直すと公務員の賃金は下がってお

るものですから、以前の基準をそのまま当てはめ

てやりますと、これは多分下がります。ですから、

その点も含めて中身については、私もそろそろ再

検証して、このままでいいのかということは改め

て踏みとどまってみて中身は検証する時期にはき

ておるのかなというふうには感じるところでござ

います。 

○山﨑委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第７号について、挙手により採決します。 

 議案第７号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第７号 知立

市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例の件は、原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第14号 知立市行政財産目的外使用料条例

の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終
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わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第14号について、挙手により採決します。 

 議案第14号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第14号 知立

市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条

例の件は、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第27号 平成24年度知立市一般会計補正予

算（第５号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○久田委員 

 議案第27号 平成24年度知立市一般会計補正予

算（第５号）に関しまして、若干お教え願いたい

と思います。 

 素朴な質問なんですが、補正予算書の27ページ、

土地売払収入が減額の１億5,000万円というふう

になっておりますが、ここら辺のことを御説明願

いたいと思います。 

○企画政策課長 

 こちらに関しましては、本会議の質疑の中にも

ありましたように、土地開発課のほうが保管して

おります土地ということになっております。 

○久田委員 

 わかりました。 

 次に、教育関係で81ページ、15節の工事請負費、

屋外施設営繕工事事業減額マイナス1,818万9,000

円が減額になっておりますが、ここら辺の内訳を

お願いしたいと思います。 

○生涯学習スポーツ課長 

 屋外施設営繕工事費1,818万9,000円の減でござ

います。これは多目的広場、いわゆる北林運動広

場の工事を行う計画でございます。国交省のほう

から借り受けをする形で建設工事をさせてしてお

ります。 

 そういった中で、国交省の土地という中で、い

ろいろ条件をつけられて工事をしております。そ

ういった中で、当初5,400万円の計上をさせてい

ただいております。 

 そうした中で、当初予算、当初の契約ですね、

3,134万2,000円、それの設計変更といたしまして

雑草の防止及び防草シートの追加等でございます。

その追加が343万8,000円でございます。それでほ

ぼ工事は終了しておりますが、入り口等の扉、こ

れは非常に重かったものですから、それを追加工

事といたしまして57万7,000円ほど追加をしてお

ります。そういった中での精査をいたしまして、

今申し上げました減額1,818万9,000円ということ

でございます。 

 この今回の工事費の一番大きなものといたしま

しては、当初移転先の整理が必要であったという

ことで、今回移転した先とは違う場所ではござい

ましたが、そちらの整備をするというような条件

がつけられておりました。そういった中で、いか

に安くこの工事ができないかということで国交省

のほうに交渉を重ねてまいりました中で、移転先

の変更をしていただきました。その中で移転先の

整備費がなくなったこと、また、整備工事の中で

側溝が既設にあるわけですが、それを強固なもの

に変えるという条件でありましたが、既設の今の

あるものをつけかえて移転できるというようなこ

との工法で認めていただいたことで減額となった

ような理由でございます。 

○久田委員 

 いろいろ精査して使い勝手のいいようにやって、

入り口の扉の追加工事等もやられて、そういう中

で1,800万円ぐらい浮いてきたということであり

ますね。 

 それで、関連ですけれども、この北林運動広場

は非常に聞いておると、なかなかゲートボールだ

とかグランドゴルフで老人会の方が活用されてい

て、利用促進というか、利用を持ってやってもら

うということでグランドゴルフの道具だとかゲー
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トボールの道具なんかを倉庫のほうに置いていた

だいて、結構使い勝手のいいようにしていただく

と、もっと利用促進ができると思うんですが、そ

こら辺はどのようにお考えでしょう。 

○生涯学習スポーツ課長 

 こちらのほう、11月に使用開始ということでさ

せていただいております。ちょっと昨日現在です

が、利用の状況を調べてまいりました。グランド

ゴルフが11回、ゲートボールが16回、ペタンクが

10回、その他で１回、計38回の利用がございまし

た。月数で見てみますと、かなりの利用が私ども

の当初予想するとあったのかなというふうにも思

っております。また、これからは暖かい運動がし

やすい季節になっていきますので、そういったこ

とも踏まえると利用がかなりふえていくのかなと

いうのは予想もしております。 

 そういった中で、今、御質問がございました器

具の整備というようなことかと思いますが、倉庫

を整備の中で設置をさせていただいております。

そういった中で、本来ここの利用につきましては、

場所を提供するというような、広場を提供すると

いうような中で整備をしてまいりまして、倉庫が

その方々の利用ということで設置をさせていただ

いております。ですから、今現在、私どものほう

で御用意しているものは、レーキであたりとか、

そういう面を整備するものを置いて利用をしてい

ただいている中でございます。それで今言った倉

庫の中には皆様方が持ち寄った道具あるいは備品

等が入れてありまして、そういったものを利用の

ときに鍵を提供して使っていただいているという

ふうでございます。 

 今後、そういったものの使い方の中を見きわめ

る中で、必要ということであれば予算の範囲内で

提供をしていけたらというふうには考えます。 

○久田委員 

 道具なんかはゲートボールだとかグランドゴル

フやる方が持ち寄って倉庫の中に入れておるとい

うことでありますが、特にゲートボールの場合は、

テープで張ってコースを決めたり、あるいはセン

ターポールが必要になってくるんですけど、道具

はあってもセンターポールだとかテープがないと

なかなかやれないものですから、そこら辺の用具

というか、道具の整備を何とかお願いできんかと

いうような要望も聞いておるんですが、そこら辺

いかがでしょうね。 

○生涯学習スポーツ課長 

 利用につきましては、今申し上げたような３つ、

３団体が主ではございます。１つの団体のものを

買うというわけにもまいりませんので、そういっ

た中で使われる方との中で、同じ答えになります

が、予算の範囲内で提供できるものはしていけた

らというふうに考えます。 

○久田委員 

 先方と一回相談していただいて、予算の中でで

きる範囲で何とかお願いしたいということを要望

しておきます。 

 それで、この北林運動広場というのは、当初体

力づくりということが目的でこういうふうにやっ

てみえたと思うんですけど、先議会だったかな、

高橋委員が竜北中学のほうの夜間照明が活用でき

るようになって４月からサッカーや夜間にできる

ということを提案していただいて、これが現実に

なってきたわけですけど、私も竜北のほうのサッ

カーやってみえるお父さんから、北林運動広場で

低学年ね、１年生とか２年生の子が、たまたまフ

ェンスが低いものですから、あまり高いボールだ

と道路へ出ちゃうということでね、高学年がやる

と上へボールが上がっちゃって外へ出ちゃうけど、

小学校１年生、２年生の低学年が体力づくりを兼

ねたサッカーの練習をしたいというような要望を

聞いておるんですが、そこら辺、利用可能でしょ

うか、そこら辺をお聞きしたいと思いますが。 

○生涯学習スポーツ課長 

 ここ整備に至った経緯の中で、高架下というよ

うなことでございまして、雨天でもできるという

のが一番の利点、メリットであったようにも思っ

ております。 

 それで、今、御紹介したように、主に使ってい

るのはグランドゴルフほか３団体であります。そ

れで、どんなことに使えるのかなということも私、
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思うわけですが、少年野球、今言った少年サッカ

ーもそうですが、体力づくりというのがどの競技、

スポーツにおいても必要なのかなというふうにも

思います。そういったことでの雨天で外が使えな

いということ、そういったところでの体力づくり、

あるいは柔軟体操といっていいのかな、そういっ

たものの利用は全然可能だというふうにも思いま

す。 

 ただ、ボールというふうになりますと、やはり

国交省から借り受けをしている中で、今ネットを

１メートル80センチ前後のネットがあるのみで、

簡単にボールが外へ出るというような状況でござ

いますので、何だからいいというのはちょっと難

しい判断にはなりますけど、キャッチボールでボ

ールが出ない程度ならいいのか、あるいは低学年

だからいいのかというのは、ちょっと判断には難

しいところではございますけど、どんなことをや

るのかというところのお示しをいただいて判断も

できればというふうには思います。 

○久田委員 

 先ほどの答弁の中で、11月にでき上がって、グ

ランドゴルフが11回、ゲートボールが16回、ペタ

ンクが11回、その他が１回という御説明でしたが、

その他の１回っていうのは何でしょう。 

○生涯学習スポーツ課長 

 これは、スポーツ推進員というのが知立市でご

ざいます。そういったその人たちがウオーキング、

ちょっと名前をど忘れしましたけど、ストックを

使って歩くウオーキング、その講習会があったそ

うで、それを行っております。 

○久田委員 

 ありがとうございました。 

 体力づくりが目標ということで、ネットも１メ

ートル80センチということでボールがけり上げる

と出ちゃうということで危険だということでね、

それはよくわかりました。 

 仮に２メートル50センチぐらいまでワイヤーを

張って、カーマあたりでネット買ってきて張って

外に出んような状況を借りた側がそういうふうに

やった場合、許可していただけるでしょうか。そ

こら辺どうでしょう。 

○生涯学習スポーツ課長 

 最初に申し上げましたように、国交省から許可

を受けて工事施工をしております。そういったこ

とでの今言ったネットの設置ですね、そういった

もののところはちょっと難しいのかなと。 

 といいますのは、条件の中に今出しておる中で

はネットの設置ということは全てふれておりませ

んので、今後もしそういったことの設備というこ

とであれば変更の依頼と申しますか、それを出し

た中でしていかなくちゃいけないのかなと思いま

すので、設置者がやるからいいとか、そういった

ことでは不可能かとお答えになります。 

○山﨑委員長 

 ここで午後１時まで休憩といたします。 

休憩 午前11時56分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後０時58分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○久田委員 

 午前中の続きでございますけれども一点だけ、

国交省への申請が必要ということで利用促進の見

地からも、ぜひ申請をお願いしたいと思いますが、

いかがでしょう。 

○生涯学習スポーツ課長 

 利用促進の意味から、今後多くの団体に利用い

ただくには、この問題は不可欠なものかと思いま

す。 

 高架下という特殊な性質もございます。どうい

った方法が有意かも含めて、今後検討してまいり

たいと思います。 

○水野委員 

 補正予算書の79ページ、市史編さん事業、この

ことについてお伺いしたいと思います。 

 減額として492万円となっております。特に私

が気になるのは、古文書などのデータ化業務委託

というところがありまして、ここが259万7,000円

と。これ、以前、委員会でも市史編さんについて

は遅いということでね、もっと早く進まなきゃい
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けないんじゃないかという指摘があったと思うん

ですね。当時、私、委員長のときに、そのような

指摘が先輩議員初め、多くの議員からあったんで

すね。これ、事業として進んでないということな

んでしょうかね、どうなんでしょうか。これ。 

○文化課長 

 今回の補正につきましては、259万7,000円減額

しております。これは設計額がありまして、６社

によりまして入札を行いました。その結果、最低

金額で落されたところがこの金額になって、残り

を今回減額したものですから、遅くなってという

わけではございません。あくまでも入札による入

札差益の減額でございます。 

○水野委員 

 この市史編さんについては、もう一度確認した

いんですけど、大体いつぐらいまでにめどがつき

そうなんですか。 

○文化課長 

 現在予定しておるのは、平成32年というふうに

考えております。 

○水野委員 

 私のところにも、私のところに大したものがあ

るわけじゃないんですけど、おみえになりまして

ね、委員の方たちが。協力させていただいたんで

すけど、対応のまずさがあるわけですよ。 

 これはどういうことかというと、もう、一度調

査していただいたのに、またさらに来るというこ

ういうその辺のところが遅くなる原因じゃないん

ですかね。しっかり意思疎通してみえます。 

○文化課長 

 水野委員のところには大変お世話になりました。 

 最初に行ったときは、私ども悉皆調査というこ

とですね、いわゆる全ての文化財の調査をしたい

ということで写真撮影等をお願いしまして、それ

をもとに、今度は専門の先生たちが、ほんとにそ

れが文化財としていいかどうかというのを私ども

が全部先生から写真撮影を許可されたものをもう

一度見て、これは時間かかりますからね、全部ま

た見直しますと。そうしますとまずいものですか

ら、そのデータを先生たちに見せまして、これと

これが文化財にふさわしいのかなというものをピ

ックアップして、もう一度本調査というような形

で進めていきたいというふうに考えておったんで

すけども、やはり２度、３度というふうな形でそ

の調査が必要になる場合もありますので、そうい

ったところで水野委員のところの文化財について

は、これで見させていただいて、これで調査は終

わるというふうな形になろうかと思います。 

 以上です。 

○水野委員 

 私もいろんな方のところに調査へ行っていただ

いたほうがいいということで、御紹介もさせてい

ただいたんですね。やはり写真を撮って、またも

う一度という形で、私のところに苦情が来たのは、

私自身も感じたんですけど、扱い方が非常に雑な

んですね。だから、やっぱりそれぞれの方は自分

のものだ、あるいは自分のものというか、私の場

合はお寺のものという感覚もありますので、非常

に大事に扱うんですね。それを手袋もせずにね、

ぱぱっとやられると、あまりいい気持ちしないん

ですよね。どう見ても扱い方が雑なんですね。私

も紹介した方におしかりをいただいたんで、もっ

と丁寧に扱ってくれと。 

 それから、私は市の方に御迷惑かけちゃいけな

いと思って、専門的な方に京都の芸術委員の方が

写真撮っていただいて、そのデータを当時庶務課

長、今向こうのほうへみえますけど、渡してあげ

たんですよ、わざわざ。専門の方が撮ってるにも

かかわらず、どうしてもまた知立市で撮りたいと。

データもちゃんときれいにして、わかるようにし

てね、多分知立市ができないような形でやってあ

げたにもかかわらず、そういう規則は規則だとか

って言われたけど、そういう規則必要なんですか

ね。私以外の方もそういう形でちゃんとやられた

といってみえたんですけど、渡したと。でもまた

撮らせてほしいというふうに言われてきたんだけ

ど、丁寧に扱ってくれるなら撮らせてあげてもい

いけど、手で触られたらね、やっぱりいい気持ち

しないと思うんですね。その辺のところはどうで

すか、文化課長。 
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○文化課長 

 当時の取り扱いについては、ほんとに私どもの

専門的な方だけではなくて、またそういった文化

財編の委員たちにお願いしておったわけですけど

も、確かにそういったところで配慮が足らなかっ

たなというふうに思っております。 

 そういった苦情等もありましたので、扱い方に

は十分注意して、職員もそうした出かけていく委

員の方にも、しっかりその辺はやっていくように

言っておきました。 

 あと、写真のほうにつきましては、確かに委員

のいただいた写真いただきましたけども、私ども

のデータとして全て残していく段取りの中で、や

っぱり必要なところがありましたものですから、

水野委員のところもありますけども、私どもも全

てそういったデータ化してきた中で、市の中での

データ保存用のジャンルの中に入れていきたいと

いうのがありましたので、お願いはしておったと

ころです。 

○水野委員 

 私のところという言い方ではいけないのであれ

なんですけど、全体的なことで、ほかの方からも

苦情がきたということで、私それも聞いているの

で。データもちゃんと渡して、多分市ではできな

いレベルのものを渡してるんですよ。だから、そ

のレベルではないということだけはお伝えしてお

きます。全然レベルが違うんですよ。ちゃんと修

正して直していく過程から、ずっと復元していく

過程も全部撮って渡してるんですよね。だから、

市が撮りたいというそのレベルではないんです。

来てぱちっと撮ってるだけでしょう。そこはちゃ

んとスタジオで撮ってるんですよ。そういういい

かげんなことを課長、言ってはいかん。いかがで

すか。 

○文化課長 

 当時の悉皆調査のときの写真は、確かに私ども

職員のところも撮っておりました。そして、本調

査に行くときの写真につきましては、私ども名古

屋市博の専門のカメラマンとか、そういった者を

ついて行っていただきまして写真等も撮っており

ますので、決して私どもが簡単な写真のみでやろ

うということはしておりません。 

 文化財編という本をつくっていく中に、職員だ

けの写真というのは考えておりませんので、よろ

しくお願いします。 

○水野委員 

 県のほうからも、実は私のところへ来てるんで

すよ。全然対応が違うんですね、はっきりいって。

だから県の方は、ものすごいしっかりしてやって

いただいたので、これほど差があるのかと。予算

の面とかいろいろあるかもわかりませんけど、持

ち方だと思うんですね。 

 特に、この知立市は、知立在民の方と接するわ

けだから気持ちですよね、言葉の。そこのところ

を大切にしてもらいたいんです。県の方が親切に

していただいても知立市の方が親切にしていただ

かないと、やっぱり寂しいですよ、これ。だから、

ここの気持ちの問題だと思うんですよね。言葉一

つ考えていただきたいなということがあります。 

 それから、この市調査協力員報償金ってありま

すけど、今はどんな方がなってみえるんですか、

ちょっと教えていただけます。 

○文化課長 

 大学の講師の方だとか、高校の先生とか、いろ

んなジャンルの方がおりますので、あとはいろん

な自然部会でいきますと、そういった動物だとか、

植物だとかいう研究を専門にしてやられている方

ですね、あと、各年代それぞれ中世、近現代とか

いろいろありますけども、そういった方々も学校

の先生方が多いです。 

 以上です。 

○水野委員 

 何名みえるんですか。 

○文化課長 

 それぞれの部会でありますので、ちょっと今は

数字を細かく入れておりません。調べさせていた

だきたいと思うんですけども。 

 わかりました。編集委員の方は７名、顧問が１

名になっております。それから、調査執筆員の方

が10名、市史調査協力員文化財調査員37名です。 
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 以上です。 

○水野委員 

 たくさんの方がかかわっていただいているので、

いろんな方がみえるということはよくわかります。

一刻も早く平成32年ですか、完成予定、進めてい

ただきたいと思いますが、今後、市民の皆さんが

協力していただけるように言葉とかその辺はちょ

っと大学の先生いろいろあると思いますけど、気

をつけていただきたいということをお願いしてお

きます。 

○高橋委員 

 補正予算最初に歳入で、市たばこ税5,000万円

増収ということですが、この内容を御説明くださ

い。 

○税務課長 

 市たばこ税におきましては、値上げ後、３級品

と３級品以外というものがあるんですけども、禁

煙される方がふえてまいりまして、３級品外、早

くいいまして、品名でいいますとセブンスターと

かああいった一般的なものが本数が少なくなりま

して、それ以外の旧のいこいだとかそういった旧

のたばこのほうの消費がふえてまいりました。 

 ところが、平成24年度になりまして、たばこの

減少が横ばいになりまして、若干上向きになって

きたのかなというところで、たばこのほうの増収

は見込めたものですから、今回あげさせていただ

いた状況でございます。 

○高橋委員 

 議案の説明のときだったと思うんですが、当初

予算でされたのかちょっとわかりませんが、県の

たばこ税の変更があったんだという趣旨の説明で

はなかったんですか。 

○税務課長 

 申しわけございません。それは平成25年度につ

いてでございます。 

○高橋委員 

 平成25年度は４億円、今回が5,000万円補正さ

れて３億6,000万円。一口にいうと、いこいとい

うのは私も若いころは飲んだことがあるんですが、

セブンスターのほうがちょっと高いですよね。つ

まり、高い品目より安い品目にシフトがあったと。

が、それがまた戻ったということですか、今の答

弁は。どれぐらいの量で戻ったんでしょうか。 

○税務課長 

 本数的には相当差があるんですけども、さっき

言いました高いほうのたばこの特３級品といわれ

るたばこなんですが、こちらのほうは、当初

6,554万本見込んでおったところを決算見込みと

しまして7,720万本、若干ふえてきたと。これが

去年までは減少か、もしくは横ばい状態だったの

が、ことし本数がふえてきたということでござい

ます。 

 それと、３級品といわれるものですね、先ほど

言われましたいこいだとか昔でいうゴールデンバ

ッドとかそういったたばこなんですが、それにつ

きましては、本数は少ないですけども、当初461

万本と見込まれていたものが決算見込みで300万

本と伸びが落ちてきたという状況でございます。 

○高橋委員 

 私も昔、学生時代は、しんせいやいこいを吸い

まして、社会人になってセブンスターと。今日は

健康を留意して禁煙と、こういう人生を送ってお

るわけですけども、そういう傾向になってきてい

るという程度の話にとどめておきましょう、それ

はね。 

 それで、せっかくなので、平成25年度はどうい

うふうにたばこ税が変わってくるんですか。 

○税務課長 

 平成25年度は、たばこ税につきましては増税さ

れませんが、たばこ税の中の配分ですね、県と市

の配分比率が若干変わってまいります。 

 旧３級品におきまして、1,000本当たり644円が

県たばこ税から市たばこ税のほうへ移ってまいり

ます。それと、３級品のたばこにつきましては、

1,000本当たり305円が県税から市税のほうへ移っ

てくるという状況でございます。ですから、たば

こ自体の値段は変わらないけども県、市の割合が

変わってくるという状況でございます。 

○高橋委員 

 県税であったたばこ税の一部が市のたばこ税に
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変わってきたと、あるいは比率が変わったと。そ

のために来年度は４億円ですね、たばこ税の４億

円というのは史上最高じゃないですか、税として

は。かつては１億円か２億円。みんなが喫煙して

おった甚だしいころでもそうだったんですが、今

は４億円というのは大変重要な財源だと思うんで

ね。 

 税務課長、詳しい議論はここでやるとまた時間

かかりますから、紙に書いてまたお出しください。

県税のどの部分がどういう比率で変わるかという

ことを。委員長、いいですかね。 

○税務課長 

 わかりました。 

○高橋委員 

 次に、固定資産税をちょっと伺っておきたいと

思います。 

 17ページになりますね。5,500万円の補正増42

億1,000万円ということになりました。これは評

価替えの年の最終補正ですが、大体年度末これで

決算見込みという理解でいいですか。 

○税務課長 

 決算見込みまして、修正させていただきました。 

○高橋委員 

 そうしますと、ことしの評価替えによりまして

固定資産税は対前年度比94.5％ということで減っ

たという理解をするんですが、そういう理解でい

いですか。 

○税務課長 

 評価替えによりまして。はい。 

○高橋委員 

 評価替えによりましてはいいけど、94.5％を確

認してほしい。 

○山﨑委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後１時19分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時20分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○税務課長 

 平成23年度に比べまして96.1％でございます。

現年度分につきましては96.1％。 

○高橋委員 

 現年度はそういう数字、滞納繰り越しを含めた

固定資産税の税の全体の収納金額が、これ決算見

込みという前提でやりますと、滞納も入れると

94.5％、現年度分で96.1％。 

 それで、評価替えの年というのは最近毎年下が

るんです、前年度。評価替えの年、つまり平成24

年、これ評価替えの年なんで、前年度に対して下

がるんです。つまり、評価をするたびに課税客体

が小さくなっている、こういう結果になっている

わけですね。 

 それをちょっと調べてみますと、平成24年度の

対前年度比の減少が一番大きい。つまり、平成24

年の前の評価替え、平成21年です。３引いていけ

ばいいですね。その前が平成18年、その前が平成

15年というふうになるんです。そのときの決算額

を前年度と比較していきますと評価替えによる税

収の減が出ますよね。これをずっと調べてみます

と、平成24年度が一番大きい、落ち込み額が、収

納額がということになるんですが、そういう理解

でいいですか。 

○税務課長 

 全体におきましてはそうかもしれませんけども、

現年分におきましては評価替えで落ちましたけど

も、土地に関しては上下のふたがなくなっており

ますので、若干落ち込みが抑えられております。 

 ただ、家屋につきましては、評価替えによりま

して材料の単価自体が相当評価替えで置きかえる

材料費が相当下がっておりますので、家屋につい

ては相当落ち込みがありました。そういう状況で

こういう状況になっているというふうに判断して

おります。全体から見ると、土地から見ると、そ

れほどの落ち込みはなかったというふうに判断し

ております。 

○高橋委員 

 そういうことですが、固定資産税というのは土

地家屋に課税する、あるいは償却資産に課税する

わけですから、相対で見たときに家屋への課税が
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評価替えによって下がることを今おっしゃるよう

に軸にして、土地もそういう傾向にあります。軸

にして評価替えをやるたびに落ち込みが大きくな

ってきていると。そういう傾向にあるということ

は、お互いにしっかりと受けとめたほうがいいと

思います。 

 その上で、平成25年度は41億5,100万円ほどの

当初予算組んでみえるんですが、これは決算見込

みより小さくなっているんですね。つまり最終補

正が42億円でしょう。平成25年度の当初予算はそ

れより小さい。これは本会議で議論がありました。

目いっぱい出すのかいといって総務部長がおっし

ゃったんですが、見通しとしてはこれだけの当初

予算の計上なんだが、どんな方向の見通しを、こ

れは平成25年度に入っちゃって恐縮なんだけども、

どうでしょうか。 

○税務課長 

 平成24年度につきましては決算ということで、

ある程度決算見込みができますけども、平成25年

度におきましては、過去におきましては現年分に

おきましても98.0％前後の収納率があったという

のもありまして、うちのほうとしては、今までの

とおりの99％での収納ということは見込みがたい

線がありまして、ちょっと平成25年度におきまし

ては、過去に28％がありましたので、それも見込

んできつめで見ております。 

○高橋委員 

 それは収納率をきつく見たのか、課税客体その

ものを小さくみたのか、収納率を小さく見たとい

うことですか。 

○税務課長 

 平成25年度は評価替えではありませんので、平

成24年度とそれほど調停額に関しては変わらない

と思っております。 

 ただ、収納額については、予算をつくった時点

が早くて、今、景気のいいアベノミクスと言われ

ておるその前の時点ですので、相当中国の関係も

ありまして落ち込むのかなということを考えまし

て、過去の収納額を見まして予算のほうをつくら

させていただいたというのが状況でございます。 

○高橋委員 

 決算の数値をちょっと歴史的に見ますと、先ほ

ど出た３年に一遍の評価替えの年は固定資産税自

身が下がるんです。絶対額がね。したがって、対

前年度も下がると。 

 ところが、２年目、３年目ということで上がる

んですよ。上がってきてがたっと落ちると。階段

状にこういうふうになっておる。 

 ところが、平成24年度の落ちが一番大きかった

というのがあるんですが、評価替えの翌年、つま

り平成25年、平成26年というのは上がってくると

いうのが当市の固定資産税の傾向だというふうに

私、理解しておるんですが、その傾向にやや違う

要素が入ってきたということですか、平成25年度

の予算計上。固定資産税の収納額を見ますと、そ

ういう傾向とは違う傾向なんですが、これは部長

が答弁されましたように、そういうことなんだが、

計上はこういうことなんだよと。しかし、本質的

にはもうちょっと延びていくんだと。アベノミク

スではなくて、もともとのこの予算編成時の議論

からいってもそういうことなんだと。つまり、財

源が留保されているというふうに理解すべきなの

かどうかということを含めて答弁いただきたい。 

○税務課長 

 調停額のほう、調停のといいますと平成25年度

の調停は３月末、４月入らないとちょっと出てこ

ないものですからわかりませんけども、それを予

想で見込んだときには調停額から見ますと若干ふ

えてくるだろうというふうな形でうちのほうは予

想を立てております。 

 ただ、予算をつくるときにいたしましては、欠

損があってはいけないということを考えますので、

今までの２年前の平成21年でしたか、平成22年で

したか、そこのときの収納率が一旦一気に落ちた

時点がありましたので、そこをちょっと確認させ

ていただきまして、今回予算計上のときにはちょ

っとその収納率を使わせていただいたという状況

でございます。 

○高橋委員 

 前回の評価替えの、つまり平成21年ですね、そ
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の翌年の固定資産税、あるいは前々回の評価替え、

そして、その翌年の収納実績、これ決算で数値が

出てるので、それらを見ますと、一律ではないけ

ども３％程度固定資産税そのものが評価替えの年

の翌年は評価替えの年よりも上がるというような

傾向になっているという、そんな感じがするんで

すね。 

 そういうものから推してはかりますと、１億

5,000万円から２億円近いもう少し財源が生まれ

てくるんではないかと、固定資産税でという感じ

がいたしますが、私の意見に対してどういう御所

見でしょうか。 

○税務課長 

 平成25年度の決算となれば、きっと高橋委員の

言われるような形で上がってくるのかなというふ

うには思いますが、今の時点でそこまでは見通し

ができないものですから、うちのほうとしては、

今までの収納率の過去の結果をもとに出させてい

ただいてるという状況でございます。 

○高橋委員 

 そうですね、まだ結果が見えませんから、まだ

平成25年にもなってないわけですからね、どうい

う年になるのか、それによって固定資産税も変わ

ってくるということをお互いに認識しながら、き

ょうのところはそういう意見があったということ

をひとつ小耳に挟んでおいていただければという

ふうに思います。 

 それで、歳出について二、三お尋ねしたいんで

すが、１つは、35ページです。ここに企画費の

005特定規模電気事業者との契約の手数料ですね、

これがございますが、21万4,000円の減額、この

理由について御説明ください。 

○企画政策課長 

 この減額につきましては、エネルギーサービス

プロバイダ、ＥＳＰですか、そこと契約した際、

一月14万9,100円ということで契約が締結できま

した。年間12カ月で178万9,200円という契約がで

きましたので、当初予算では200万4,000円組んで

おりましたが、その契約差金となっております。 

○高橋委員 

 平成25年度の当初予算では272万円と、相当大

きな予算になっていますが、この補正予算との関

係について御説明ください。 

○企画政策課長 

 今後ここのＰＰＳから電力供給をしていく施設

が増加していくことに伴う増額となっております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 ちょっと反問権ではないけど、答弁の趣旨がよ

くわからんかったんですが、何とおっしゃったん

ですか。 

○企画政策課長 

 平成24年度において、契約しておりましたＰＰ

Ｓからの電力供給の施設が文化会館、社会福祉協

議会、若干そういった施設がふえてくるというこ

とで増額になっております。 

○高橋委員 

 だとすれば、平成24年度は何施設で平成25年度

は何施設だと、こういうことしょう。ＰＰＳ、要

するに中電から直売をやめて市中の中電以外のと

ころから電力を買う施設をふやすんだと。だから

当然、事務費がふえるんだと、こういうことでし

ょう。ちょっと具体的に教えてくださいよ。平成

24年度はどこですか、公共施設。平成25年度は、

どうなるんですか。 

○企画部長 

 平成24年度は16施設でございます。平成25年度

の予算につきましては、パティオと福祉の里八ツ

田の２施設を入れた18施設になります。 

○高橋委員 

 これ、当初市役所が入っていたので、市役所を

除かれたという理解でよろしいですか。市役所は

入っておるんですか。 

○企画政策課長 

 市役所については、効果がないということで外

しております。 

○高橋委員 

 16施設がＰＰＳを通じて電気を買っていると。

その手数料が179万円ということですね、補正後

の数字がね。 
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 今回、平成25年度は、セットでちょっと議論し

ますが、文化会館と福祉の里を入れると。２つふ

えて272万円。これはまだ予算の段階で、これか

ら正式に契約されるんですが、この根拠を説明し

てもらえませんか。なぜ２施設ふえると272万円

の予算計上になるのか。どういう根拠で272万円

を計上されたんですか。 

○企画政策課長 

 ＥＳＰのほうに支払いますこちらのほうの金額

につきましては、施設ごとで、施設の残所もござ

いますので、今ちょっと手持ちの資料がないもの

で申しわけないんですが、施設ごとによって金額

が変わってくるというふうに解釈しております。 

○高橋委員 

 それは大きな電力使うところと小さな電力のと

ころでは手数料も多分違ってくるでしょう。ちょ

っとそれ以上の答弁がいただけないようなんだけ

ども、来年度は２施設ふえて272万円程度の手数

料を予定しているよと、こういうことなんですよ

ね。 

 もう一つ大事なことは、電力が幾ら安くなった

のかということですよ、電気代が。これとの比較

で議論しないと費用対効果というのは明確になり

ません。平成24年度どの程度、電力料金、電気代

が安くなったんですか。 

○企画政策課長 

 電気の料金につきましては、各施設が節電対策

等で節電したこともございますので、一概に比較

した金額というのが、今手元に資料がございませ

んが、当初この導入した時点で300万円ほどとい

うふうに申し上げておりました。その分の効果は

出ておるというふうに考えております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 当時のかきつばた、私どもが発行しておるんで

すが、このとき試算がしてありまして、これは

2011年11月27日ですから2012年度の予算編成の最

中、これは契約を前年度にしなきゃいかんわけで

すね。業者との契約は前年度、実効は平成24年度

と、こういうことでやったんですが、当時は中電

から直売で7,758万円、他の電気会社からの受け

入れ、ＥＳＰを通じて7,246万円、その差額が316

万円、そのうち手数料別途徴収されますので、実

際はそんなには上がらないよと、こういう書き方

になっておるんですけど、節電の状況や天侯の状

況は毎年違いますので単純比較はできませんが、

16の施設の平成23年度の電気料と平成24年度の決

算見込みの電気料にいかほどの差が出てるのか、

どの程度減っておるのかということを目安にする

ということでしょうね、基本的には。これがどう

ですか、これで検討されますと、どの程度、電気

料が軽減されておるんでしょうか。 

○企画政策課長 

 大変申しわけございません。 

 各施設のほうからの電気料のほうの集計を私ど

もは今取っておりませんでしたので、それは各施

設のほうから集約すれば差額のほうは出るかと思

いますので、計算をさせてもらいたいと思います。 

○高橋委員 

 ちょっと私、さっきの資料の引用に間違いがあ

りまして、電力料金の差は500万円ほど、ＥＳＰ

への手数料があるので、それを差し引いて316万

円、4.08％の電気料の減と、実質的にというふう

にはじいてあるんですが、大体この線に沿ってい

けそうだと、こういう理解でいいですか。一度き

ちっと精査、どっちみち決算のときには最後に施

設のコストが出ますよね、維持管理費が。あそこ

の中で明確になると思うんですが、大至急、一度

当たっていただいて、どの程度の減額になってい

るのか精査し、確認し、御報告をいただければと、

こんなふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○企画政策課長 

 電気の料金に関しては、翌月払いになっておる

かと思いますので、３月末でもって締めたものを

４月にあがってくるかと思います。一度この時点

で、よく平成23年度と比較をさせていただきたい

と思います。 

○高橋委員 

 そうした電気料金の減額も市が積極的にやって

いるというようなことも大いに具体的な数字をあ
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げてＰＲしていただきたい。そして、再生エネル

ギーにも力を入れてるんだということも同時にＰ

Ｒしていただきたいんですが、そういう視点がや

はり非常に大事だというぐあいに思いますので、

ひとつ御留意をいただきたいというふうに思いま

す。 

 次に、電算管理費、37ページ、これは本会議で

も我が党の佐藤議員がお尋ねをしたところであり

ますが、この電算管理費の005、おびただしく補

正減になっていて、事業効果が事業が実行できた

のかという趣旨の質問をさせていただいた結果、

答弁は、平成24年６月から10カ月間予算計上した

けれども、実際は平成25年３月１日から２カ月間

の契約で済んだと。10カ月の契約の予算であった

けども、２カ月の契約だったので減額になったと、

それはそのとおりの話なんですが、問題は、２カ

月間の契約で事が足りたのかどうかということで

すよ。その説明はございませんでしたね。この辺

はどうなんですか。 

○企画政策課長 

 こちらのシステムにつきましては、税務課のほ

うが課税資料のほうに関与しておるということで、

税務課のほうと情報係のほうと調整をしておりま

したわけでございます。調整といいますか、現状

のシステムのままででき上がっておるもので用が

なされれば問題ないという形でずっと使っておっ

たものが、今回この予算、当初10カ月、６月から

契約をしていかなければということで私どものほ

うも考えておったわけでございますが、税務課と

の調整の中で特に支障がないということでずっと

契約を締結するのが延びておりました。本会議で

も御指摘のあったように、途中でこういったもの

がわかれば補正予算で計上してもよかったのでは

ないかという御指摘いただきました。そのとおり

かと思います。少し反省しておるところでござい

ます。 

 御質問の、特に業務上支障はなかったというふ

うに聞いております。 

○高橋委員 

 つまり、事業目的は達成されたんだと、２カ月

で、こういう理解でいいですか。 

○企画政策課長 

 そのとおりでございます。 

○高橋委員 

 わかりました。だとすれば改めて本会議の佐藤

議員の指摘が極めて的確だということであります

ので、本会議でもその種の答弁されているんでね、

ぜひそういう趣旨で実行していただきたいという

ふうに思います。 

 次に、学校整備の計画についてお尋ねをいたし

ます。 

 予算書で申し上げますと、大分飛ぶんですが、

小学校費75ページ、小学校費で242万円の減額、

はねていただいた中学校費77ページの１行目に58

万6,000円の減額、それぞれ減額の理由について

御説明ください。 

○教育庶務課長 

 こちらのほう、７社によりまして競争入札をし

ていただきました。その結果、入札差益によりま

して今回減額となりました。 

○高橋委員 

 契約金額はお幾らでしたか。 

○教育庶務課長 

 1,023万7,500円です。 

○高橋委員 

 正解ですね。そうなんですが、今度の補正後の

金額を見ますと、小学校費で減額されますので

714万1,000円残ると思うんですよ、当初予算との

関係で。中学校費では352万5,000円残ると思われ

ますよね。これ、足しますと契約金額とぴたっと

合わないんですが、なぜですか。 

○山﨑委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後１時46分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時47分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

 今、ちょっと資料で読み取れませんので、後ほ
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ど答えさせていただきたいと思います。 

○高橋委員 

 これは数字の問題ですからね、考え方の問題で

はないので、ただ数字がぴたっと合わないという

ことはちょっとおかしいので、改めて資料をお出

しください。 

 それで、私ちょっとわからんのは、文化会館も

今回やられました。文化会館も補正減になってお

ります。これは別な入札をされたんですよね。 

○文化課長 

 学校のほうの整備計画の入札が終わった後に私

どものほうの入札をさせていただいておりますの

で、別でやっております。 

○高橋委員 

 契約金額と落札業者名わかりますか。 

○文化課長 

 落札金額は270万円で、消費税込みで283万

5,000円です。会社名は、株式会社新日です。 

○高橋委員 

 これは文化会館は文化課の所管、学校は小・中

とも教育庶務課が所管されているんですが、学校

施設整備計画、私も一般質問で取り上げましたし、

いただいておりますね。落札者が株式会社都市造

形研究所、名古屋市中区丸の内に会社があるよう

なんですが、今度の補正予算を見ますと、小学校

と中学校と案分されているんですね、お金が。こ

れはどうやって案分するんですか。 

○山﨑委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後１時50分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時50分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

 １校当たり数えて７対３で案分をしております。 

○高橋委員 

 そういうことしかやりようがないかなと思うん

ですが、しかし、教育庶務課長、ちょっとあまり

言葉じりつかまえたくないけども、最終補正は当

初予算は７対３になっておるんですよ。入札があ

って契約をされた最終補正、これは差益を減額し

なきゃいかん。差益は67対33になっておるんです

ね。 

 企画政策課長、来年度公共施設の整備計画の委

託をしますね。これは所管はばらばらですよね。

保育園からあるんだけど、これは所管ごとに分離

して入札するんですか。 

○企画政策課長 

 学校以外の施設は、全て一括でやります。 

○高橋委員 

 何で市教委はこういうふうに分散して予算計上

されるのか、私はよくわからんわけですよ。入札

は一本でやってみえますよね。小・中学校は10校

一括。文化会館は別。今聞きましたら、今度は企

画が一本で全部やるというんですよ。私は、この

小・中学校も企画政策課が予算を組んで企画政策

課でやるべきだと思うんですよ。何で任すんです

か、現場に。だから妙な予算をつくらんといかん

ですよ、７対３。67対33になっておる。これは何

でですかと言われたら、これは多分困っちゃいま

すよ。 

 100平方メートル以上の調査対象のこの施設の

量によって案分するというぐらいの答弁しか私も

できないんです。何でこんなふうに一括でやれば

済む話を、文化会館と小・中学校は分かれました、

２つに。小中学校は予算の歳出上、小学校費と中

学校費に一つの契約を分けて、予算がなければ契

約は実行できませんからそうなると思うんですが、

こんなわかりにくい不合理な施設整備の流れはな

いと思うんですが、どうですか。 

○企画政策課長 

 委員の御指摘どおり、市の公共施設を全てを一

括してという考えでいけば、昨年私どもも企画政

策課のほうから提案してもというふうには思うん

ですが、たまたま私どものほうの学校以外の施設

のほうが少しおくれておったと申し上げますか、

学校のほうが既に実施計画等でそういったことを

ということが先に進んでおりまして、私どものほ

うとしても、一度学校のほうの施設ができ上がっ
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たのを参考にしながらというような思いもござい

ました。こういったことによって教育委員会のほ

うが先行したというふうになっておりました。 

○高橋委員 

 教育委員会先行はいいんだけども、今度、教育

委員会並みにやろうと思うと、保育園費、民生費

で保育園11か10か知りませんけど、11せないかん

わね。10か、中央はいいかね。そうすると保育園

費でこれだけ、それから、ほかの施設があります

から他の所管でこれだけと。全体の来年度の予算

は1,756万3,000円なんですが、これを所管ごとに

分離して予算計上するという行為を平成24年度は

やられたということになるんですよ。何でこうい

うとろくさいことを所管でやらせないかんのか、

これは企画政策課が、わかりましたと。私のほう

でやりますと言われればそれで済む話を、どうな

んですか。 

○企画政策課長 

 後の祭りと申し上げますか、今、委員の御指摘

どおりで、市の公共施設全てを昨年計上しておれ

ば問題なかったかと思いますが、何分にも私ども

企画政策課のほうでの計画が、正直申し上げてお

くれておったと、教育委員会のほうがやっていく

ということを耳には当然入っておったんですが、

そこで便乗してということまで考えることができ

なかったというふうに思います。 

○高橋委員 

 企画政策課の立ちおくれと、言ってみればね。

もう教育委員会が塩を取って土俵に入るのに企画

政策課はまだ土俵下でまわしたたいておると、こ

ういう景色なんだわね。 

 これは来年度の予算で意見を申し上げたいと思

うんですが、いかにも問題ですよ。企画政策課の

姿勢として、いかにも問題。教育委員会のほうが

先行的に問題意識を持ってやらないかんと。だか

ら今回整備計画案が出ました。これを見て企画は

来年、平成25年度で計画をつくると。既に教育委

員会は発表されておりますから、案だけども、ど

うやって調整するんですかというね、この議論が

当然生まれてくるということを含めまして、企画

部が遠慮をされていたのか、あるいはほんとに抜

かっていらっしゃったのか、私は前者に解釈した

いんですが、やっぱり今回はそういう点で、公共

施設の保全に対する構えとスタンスは相当おくれ

たということを痛切に反省してもらう必要がある

というぐあいに思うんですが、企画部長、どんな

ものでしょうか。 

○企画部長 

 全く委員のおっしゃるとおりで、まず公共施設

の保全計画の基本方針というのがまずあって、市

全体の公共施設をどうするかという、それは正式

な順番だと思います。 

 しかしながらも、私のほうの実計上でも学校の

保全計画の計画策定というのは先にありまして、

それにうちのほうの基本方針の策定がさきだった

んですが、ちょっとこういう流れになってしまっ

たことは反省点でございます。これ、済んじゃっ

たことなんですが、全くその順番としては正しく

ない順番だとは認識しております。 

○山﨑委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後１時58分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時08分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

 先ほどの整備計画の補正減につきまして、数字

を述べさせていただきます。 

 まず、小学校ですけども予算額が959万1,000円

で契約金額が716万6,250円で案分することになり

ます。見込みのほうなんですけども、これを717

万1,000円で見込みました。 

 それから、中学校ですけども、予算額が411万

1,000円、それで契約案分しますと307万1,250円

になります。しかしながら、こちらのほうは見込

み額のほうを352万5,000円で見込みましたので、

少し補正減のほうを見ますと、ちょっと案分が７

対３にはなっておりませんけども、そのような状

況でございます。 
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○高橋委員 

 案分は難しいもんね。案分せよということ自身

が妙な話なんだ。 

 ただ、契約金額が1,023万7,500円なんだが、減

額後の予算が1,066万6,000円になるんじゃないか

というふうに思うんですが、そこは間違いないで

すか。合っておるんでしょうか、補正後の数字と

契約金額が。 

○教育庶務課長 

 そのとおりでございまして、補正後は1,069万

6,000円になります。 

○高橋委員 

 差益を計上されたもんですから、きれいになら

んといかんのじゃないですか。何でこういうふう

に誤差がまた出るんでしょうか。 

○教育庶務課長 

 通常ですと委員の言われるとおりでございます

が、今回ちょっと見込み額を予算が動くかもしれ

ないということも働いて甘くみていたということ

でございます。申しわけございません。 

○高橋委員 

 これ、入札月日が平成24年４月26日に入札され

ているので、今度の補正が最終補正なんで、当然

この差益が確定しておるわけでしょう。確定して

いるわけですから、当初予算と今回の減額補正の

結果、小・中と足さないかんのですが、セパレー

トになっておるのに、足した金額は契約金額とイ

コールになるというのが常識じゃないでしょうか。

何でこれが食い違うんでしょうか。 

○教育庶務課長 

 通常そのようになります。工期が３月22日まで

でしたので動くかもしれないということなんです

が、ただ、ちょっと案分が中学校のほうが多く見

込んでおりますので、ちょっと見込みが甘かった

ということで、申しわけありませんでした。 

○高橋委員 

 これは小・中で案分させようというやり方が大

体いかんのだわ。それでもいかんですよ、ぴたっ

と合わんのは。４月に既に入札終わって、契約変

更があるならこれは変更で、もっと早くからやら

んと間に合わないわけですから、この補正予算を

組んだ段階で契約の変更というようなことを大体

これで成果品ができてきておる段階ですから、補

正予算が組む段階というのはね。だから、もう計

上した予算がはっきりしていって、入札が済み、

契約が済んだ、差益は幾らになるのかということ

はこれもはっきりする。小学校で何％、中学校で

何％というふうに、はなからコンスタント、乗数

イコール比例、案分率イコールコンスタントにし

ておけば全然問題なかったと思うんですが、微妙

に補正で動くんですね。こうしないといかんとい

うようなやり方を市教委に求めた、求められたん

ではなかったんですが、これは本当ならさっき言

ったように企画部が企画政策課の予算でやるべき、

案分もせずにずぼんとやるべきだというのが私の

説でね、こういうことをしたために末端でお金が

どこかへいっちゃうわけじゃないんで、また決算

で上程されればいい話なんですが、予算書の補正

額としては、ちょっときれいな終着ではなかった

ということは言えると思うんですね。ここはやっ

ぱりしっかりと対応していかれる、実務的にも対

応することが必要だというふうに思います。教育

部長、どうですか。 

○教育部長 

 確かに私ども予算が小学校費、中学校費という

ことで分かれておりますので、こういった案分と

いう方法を使わせていただきました。 

 ただ、契約額というのは明らかになっておりま

すので、本来でいけば予算額引く契約額、答えが

補正というふうになるわけでございますが、これ

は弁解じゃございませんけども、補正を出す期限

というのもございまして、その時点ではまだ３月

25日の工期でございますので、何が起こるかわか

らないということもありましたので、若干その見

込みを残していたと、全額補正しなくても見込み

を残していたというのが今の説明だと思います。 

 ただ、この形もやはりすっきりきれいにならな

い形ですので、本来でいけば契約額と予算額の差

を補正とするというのが正しいのかと思います。 

 以上です。 
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○高橋委員 

 あまり言葉返したくないんだけど、最終補正で

既に契約が４月にあって、最終補正でなおかつ契

約変更が見込まれると、その成果品の入手が３月

末だと。だから３月の補正を組む時期と最終的に

成果品が完了する時期が３月だから、その間に時

間があるからね、契約変更もあり得ることを前提

に契約金額と予算減額をゼロにしないというのが

今回早くあがったみたいなことをおっしゃるけど、

そういうふうに財政処理しておるんですか、企画

政策課長、それが原則ですか、今、教育部長の考

え方は。私、それちょっと違うなと思いますよ。

どうですか。 

○企画政策課長 

 委員のおっしゃるとおりかと思います。教育部

のほうは、そういった面では若干余裕をというこ

とであったようですが、好ましくないのかなとい

うふうに思います。 

○高橋委員 

 今回は私が考えるにね、１つの契約を２つの科

目で歳出しなければならないと。しかも案分を７

項対３項、10分の３対10分の７ということで、多

分分けられたと思うんですよ。それが当初予算の

段階でも補正予算の段階でもその案分率でぴたっ

といけばよかったんですが、２つの科目で計上さ

れているために少々最終的な帳じりに誤差が生じ

たと、私はそういうふうに善意に解釈したいんで

すよね、本件については。 

 だから、そういう意味でいうと、最終的な教育

部長の答弁は、少々問題が残りますし、企画政策

課長もそういう形の予算計上を前提にして保全計

画を発注したという、そういう意味での企画部の

本来は企画部の仕事だったはずなのに、そういう

ふうにしていったという、ここでの行政的な反省

がセットでないといかんなというふうには思って

おります。 

 副市長、まことに申しわけない。聞いておられ

たと思うんですが、どうですか。 

○清水副市長 

 市の公共施設全体の保全計画策定ということで

考えていきますと、御指摘のとおり義務教育施設、

文化施設が先行しましたので、市としての基本方

針との関係でいうとどうかなということがありま

すけども、基本的な方針等は間違ってないという

ことで、今作成いたしました。 

 来年度に向けては、他の公共施設もやらせてい

ただきますので、その中に義務教育施設、文化会

館の施設も取り込んだ形の市全体のものを策定し

ていきたいなというふうに思います。 

 それから、もう一点、補正予算減額の仕方、こ

れは少し計算がアバウトだったかなということが

一つあるので、これはちょっと反省しなくちゃい

けない点。 

 それから、もう一つは、これは中学校費、小学

校費、これを高橋委員にこんなことを言うのは大

変僭越ではありますけども、予算の目的別という

ことでいけばそういうようなことで、いろんな例

えば消防施設の管理委託だとかそういうのも保育

園施設があったりいろいろあるやつを総務が一括

して入札をして、それを目的予算に振り分けて執

行していくという例はいろいろありますので、そ

ういった意味では、そのことはそういうことであ

ると思うんですけども、前段の部分については十

分反省をしなくちゃいけないというふうに思って

おります。 

○山﨑委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 
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 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第27号について、挙手により採決します。 

 議案第27号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第27号 平成

24年度知立市一般会計補正予算（第５号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第32号 平成25年度知立市一般会計

予算の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○神谷委員 

 それでは、平成25年度知立市一般会計予算のこ

とについて質問させていただきます。 

 新規事業として予算化されたものについて、２

点ほどお聞かせをいただきたいと思います。 

 まず、予算概要の144ページ、校務支援ソフト

導入事業ということで予算計上されております。

先生たちのお仕事、非常に忙しく、大変だという

ことは重々よくわかっております。その中で、こ

のソフトを導入することによって事務の効率化、

軽減を図っていくというその趣旨もわかるところ

であります。 

 私、以前、国会議員の秘書もやっておりました

けれども、会社員として活動をさせていただきま

した。その中で、ＩＳＯというものが導入をされ

まして、それも品質管理というものもありますけ

れども、事務の軽減が図られるということで導入

をされたものでありましたけれども、非常に導入

したことによって反対に事務が煩雑化したと。同

じような関係の書類も２種類用意しなきゃいけな

かったと、そういうような事例もあったというふ

うに記憶しております。今回これを導入すること

によって、同じようなまた事務が煩雑化するよう

なそういう事例が発生しないか、ちょっとお聞き

をしたいと思います。 

○教育庶務課長 

 こちらのほうの校務支援事業でございますが、

今、先生方、紙ベースのお仕事と、あと一部エク

セルを使いまして業務のほうを行っていらっしゃ

います。 

 そちらのほうのエクセルにつきましては、もと

学校のほうにおみえになりました教師の方がつく

られたということで、そういった方の異動とかご

ざいますと、その都度あと手直しとかそういうこ

とが難しい状況になっておりますし、学校ごとで

そういった業務が少しずつ違っておりまして、異

動の場合、御苦労されているということもござい

ます。 

 今回この校務支援ソフトの目的といたしまして

は、そういったものを共通の様式をもって情報も

共有化をしていきたいということでございます。

ただし、その導入の初年度に当たりましては、や

はりこういうことをしようとしますと事務の洗い

出しから始まりますので、やっぱり当初の年度に

つきましては先生方にお忙しい思いをさせてしま

うのかなということは思っております。 

 ただ、その整備された後には、そういう共有化

が図られるとかそういった利点がございますので、

事業を進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

○神谷委員 

 ありがとうございました。 

 当初運用時というのは何でも非常に大変なとこ

ろがあると思いますけれども、ぜひほんとに事務

を軽減させるためにしっかりお使いいただきたい

というのと、セキュリティーもしっかりしていた

だきたいというふうに要望させていただきます。 

 以上でございます。 

○安江委員 

 それでは、質問させていただきます。 

 今の神谷委員の144ページ、校務支援ソフト導

入事業についてでありますが、セキュリティーに

対して非常に注意を払っていただきたいというふ

うな言葉がありましたが、これは当然、各教師の

ＩＤ、パスワードはそれぞれが管理されるという

ことになるということでしょうか。個々の教師の

管理が非常に大切になってくると思われますが、

これについてはいかがでしょうか。 
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○教育庶務課長 

 現在、各学校のほうは校内ＬＡＮが整備されま

した。各学校のほうでお持ちになっているパスワ

ードは２つ程度でございます。今回、この校務支

援ソフトを導入いたしますと、安江委員のおっし

ゃられるとおりに各先生方がＩＤのほうを持つこ

とになります。 

 この校務支援ソフトを導入していきたいという

構想は、今年度始まっただけではなくて、以前よ

り学校のほうから要望もございました。その中で、

そういった校内ＬＡＮも整備されてきております

ので、セキュリティーポリシーの設定ですとか、

そういったことの準備を進めてまいりました。今

後は、皆さんへの研修とかそういうこともお願い

していかなくてはいけないのかなというふうに思

っております。 

○安江委員 

 各学校に共通のシステムとありますが、各学校

により、どなたかが一元管理をされるのでしょう

か。また、この一元管理をされた場合には、非常

に危険な状況にあるというふうに思うんですが、

その辺のところはいかがでしょうか。 

○教育庶務課長 

 今回のそういったセキュリティーのほうですけ

ども、セキュリティーポリシーの考え方は組織立

てで各学校で責任者を置いていただいて、あとそ

れを教育委員会のほうで集約するというような形

になります。 

○安江委員 

 そうすると、学校で１人の責任者がおみえにな

るということですね。そういうことではありませ

んか。ちょっとお答えください。 

○教育庶務課長 

 市役所と同じなんですけど、責任は個々で持っ

ていただきますけども、ただ、責任者というのが

必要になりますので、それは教育委員会の今は教

育庶務課と学校教育課で最高責任者は教育長にな

っていくんですけど、そういった組織立てになり

ます。 

○安江委員 

 わかりました。 

 メリットとしては、教師の皆さんが子供たちと

向き合う時間が１日当たり約30分増加したという

ふうな報告もありますし、また、業務の軽量化と

いった観点から考えるとすばらしいシステムでは

ないかと思いますが、この点についてはどういう

ふうにお考えなのか、一言お答え願います。 

○教育庶務課長 

 やはり校務支援ソフトという名称ですが、その

目的といたしましては、知立市の子供たちのため

にということがございます。先生方の職務が少し

でも軽減され、その効率化された分が子供たちに

還元できれば一番ありがたいなというふうに考え

ております。 

○安江委員 

 次の質問に移らさせていただきます。 

 ちょっと話が変わりますが、小・中学生の間で

全国的な傾向として、現在、水中毒が流行してい

ると言われていますが、このことについてはどの

ようなものであるかということをお答え願いたい

と思います。 

○学校教育課長 

 私もつい最近まで存じ上げておりませんでした

が、水分を取らないと新陳代謝が回らないという

ことで、通常よりも水をたくさん取ると、やはり

放出が必要ですのでということで、トイレによく

行くことがあるんではないかというのを水中毒と

いうことを、つい最近知りました。 

 ただ、知立市内でそういう子がいるかどうかと

いうのは、今のところ報告は受けておりません。 

 以上でございます。 

○安江委員 

 日本の気候状況としては、身体的には水不足は

少ないと学校医の先生は明言されております。こ

れが進んでくるとトイレが近くなったりというこ

とで、授業を受けられないというような状況にも

あるというふうに言われております。 

 また、中毒者については、どんな水でも飲む傾

向にあるということで、今後は注意が必要ではな

いかと言われておりますので、知立市では今ない
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ということですが、今後の対応としてどういうこ

とを考えておみえになるかということをお聞かせ

ください。 

○学校教育課長 

 まず、注意といたしまして、やはり子供自身の

尊厳が一番大事なことですから、情報というのは

保護者から、あるいは子供から、あるいは専門医、

医者から得て、その子にふさわしい指導をしてい

かなければいけないと思いますので、ですから、

具体的に言いますと、トイレに行きたいのをだめ

とかそういうのではなくて、そこには理由がある

わけですから、そういう会話をして連絡取り合っ

て指導することが大事かと思っております。 

 以上でございます。 

○安江委員 

 十分、今後起きる可能性があるということです

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、予算及び予算説明書、10款１項教

育総務費、235ページ、004少人数学級事業、市費

負担教員報酬６人分とあります。008子どもサポ

ート教員配置事業におきましては、先般の質疑の

折に御説明していただきました。市内全小学校７

校にお一人ずつの配置と伺いましたが、この少人

数学級事業における６人分については、どういう

ものでありますか、お答え願いたいと思います。 

○学校教育課長 

 まず、少人数学級事業につきましては、小学校

の３年生と４年生で35人を超える学年を考えてお

ります。 

 来年度でいきますと、３年生は来迎寺小学校、

４年生につきましては知立小学校、来迎寺小学校、

西小学校、八ツ田小学校、南小学校、合計６人と

いうふうになります。この内訳でございますが、

教員配置という今の配置計画で今考えています。 

 あと、子どもサポート教員配置事業につきまし

ては、各学校小学校に１名ずつですが、これにつ

きましては、対象とする児童が全校児童で特別支

援学級、あるいは通常の学級で特に支援の必要な

子、発達障がい等の支援が必要、あるいは日本語

指導、それぞれ各学校で、あるいは学級で支援を

必要とする子供はさまざまですので、それらの子

について担任にプラスこのサポート教員が支援を

するということでございます。 

 以上です。 

○安江委員 

 続きまして、007のきめ細かな指導対応教員配

置事業について臨時職員賃金とありますが、配置

事業についてともども、きめ細かな御説明をお願

いいたします。 

○学校教育課長 

 このきめ細かな指導対応教員につきましては、

小学校の５年生と６年生において35人学級を超え

る学年に配置します。来年度につきましては、５

年生につきましては知立小学校と西小学校、６年

生については猿渡小学校と来迎寺小学校の４人で

す。それに通級指導教室といいまして、先ほどサ

ポート教員のときにも説明させていただきました

が、発達障がい等で人間関係を特に育成するとい

うことで、知立小学校のほうに１人配置して、週

に２時間程度でございますが、子供の数でいうと

七、八人を指導しているということです。 

 このきめ細かな指導対応教員の臨時職員の賃金

ですが、これは県の非常勤講師と合わせてありま

して、１時間当たり2,867円で１日４時間程度、

200日で５人ということで考えております。 

 以上でございます。 

○安江委員 

 続きまして、子どもサポート教員配置事業につ

きましては、他県におきまして先進市としての事

例があります。先般の質疑の折にもさまざまな質

問についてお答えをいただきました。当然うまく

いった点についての事柄、今後、改善すべき事柄

と課題等についてもお考えになってみえると思い

ます。それらを知立市のことと当てはめて、より

よい事業をするための方策についてお考えをお答

えいただいて述べていただきたいというふうに思

います。お願いします。 

○学校教育課長 

 先進地区の事例等というのはあまり詳しく存じ

上げておりませんが、文書等でいろんな教育雑誌
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等で見てあるのは、やはり今の子供たちは個々に

さまざまな価値観を持っておりますので、本当に

１人ずつきめ細やかな支援が必要になっておりま

す。ですから、この子どもサポート教員というこ

とで、今までのチームティーチング、１クラスを

２人で見るというか、グループで見るわけですが、

今回の子どもサポートについては、１人個別指導

もできるということで配置させていただいており

ます。 

 あと、それについての今後考えていかなければ

いけないことについては何かといいますと、まず、

やはり教師の専門性だと思います。１人１人の子

供の障がいも、例えば自閉症といってもさまざま

な特性があるわけですが、そういうところの専門

的な知識というのが必要となってくることと、あ

と一つは、やはり担任との連絡ですね、それぞれ

で１人の子を１人で見るのではなくて大勢で子供

を見るということの情報伝達が大事じゃないかな

と思っています。 

 以上です。 

○安江委員 

 最後の質問にさせていただきます。 

 将来の知立市を担う児童・生徒たちは、未来の

希望であります。大事な大事な希望であります。

市長は、子育て支援を重点施策ととらえ、児童手

当支給事業を初め、教育改善のためのさまざまな

事業を推進されようとしてみえます。これらへの

予算配分についての思いのたけを御披瀝ください。

市長、お願いします。 

○林市長 

 子供の支援については、本会議でも申し上げま

したので、少人数学級、私はきめ細やかなことを

今５年生、６年生でやらさせていただいておりま

す。少人数学級、今４年生までなんですけれども、

これでも日本全体がＯＥＣＤの中では下のほうで

あります。子供たちに対する支援というのは、何

遍も言ってるんですけれども、今の私たち生活し

ている者にとって、子供の笑顔というのはほんと

に新たな活力源になるわけであります。コミュニ

ティーの核にもなるわけでもありまして、経済活

動の核にもなってくると思います。 

 また、将来にわたっても今の子供たちが日本の

未来をつくるわけでありまして、現在に対する支

出を合わせて将来に対する投資という、そんなこ

とがあるのかなというふうに思っております。 

○田中健委員 

 それでは、幾つか予算書概要に沿って質問させ

ていただきます。 

 まず、予算書87ページ、交通安全対策費、概要

の42ページの安全巡回業務委託事業、これにつき

ましては、当初説明のところで補助金を確保のた

めに目の変更をしたということで、内容を見ると、

これまでは防犯のパトロールでやっていた業務委

託を今度は交通安全という目に移したという認識

で私はとらえたんですが、具体的な業務の内容に

ついてお聞かせください。 

○安心安全課長 

 ただいま委員がおっしゃられましたように、補

助金をいただくということで項目を変えさせてい

ただきました。 

 内容につきましては、今までの事業と同じで民

間事業者に業務をお願いして、青色パトロールで

免許を取っていただいて回っていただくと。交通

安全も今回ありますので、交通安全的な広報も流

していただければ時間的に許せる範囲でお願いし

ようかなということと、安城署の知立幹部交番の

ほうにもお話をいたしまして、例年どおり回る箇

所については御指導を毎日していただけるという

ことで了解を得ております。 

○田中健委員 

 ということは、現在も続いていますが、平成24

年度も夜間ですね、夜の午後10時から午前２時ま

で２人体制でということですが、同じように夜間

を回るという認識でよろしいですか。 

○安心安全課長 

 委員のおっしゃるとおり、今のところ予算とし

ては１年分を徒歩、車ということで深夜に限定し

て行えればと今のところ考えております。 

○田中健委員 

 安全という大きなくくりでは防犯も交通安全も、
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特に知立市の場合は安心安全課という一つのくく

りなんですが、警察の中で厳密に言うと交通安全

と防犯というのは全く違う部署で、ある意味、縄

張り意識が非常に強いところではあるんですが、

これは交通安全という科目でいただいておいて実

質は防犯やっていて、ほんとに問題ないんでしょ

うか、大丈夫ですか。 

○安心安全課長 

 私、４月から来まして、安城署のほうに今言わ

れた縄張り根性的なものがあるかと言われますと、

実際にはあるんでしょうけれども、例えばキャン

ペーンを行うときに知立高校とか知立東高校で交

通安全でやるときでも生安、マラソン大会のとき

も地域課とかいろんなところが一緒に出てきてく

ださっておりますので、その辺のコミュニケーシ

ョンは万全かなと思っております。 

○田中健委員 

 問題ない。 

○安心安全課長 

 問題ないと思っております。 

○田中健委員 

 どこの解釈で問題なのかという部分があるんで

すが、これは補助としては国、県でもないんです

ね。どこから出る補助金。 

○安心安全課長 

 緊急雇用の対策ということでことしまでいただ

いておって、それが補助の規制がハードルが上が

りまして、当初から上がっておるものについては

補助対象に含まれないということで、ちょっとそ

の辺で乗りかえを今後つけば変えていきたいとい

うことで、内示的なものはオーケーであろうとい

うふうに受けとめています。 

○田中健委員 

 今までのものじゃなくて新しい事業に補助金つ

けるよということなので、防犯がだめなら交通安

全でということですね。わかりました。 

 いただいたお金で市民の安全が守れるんであれ

ばと思いますけれども、若干ちょっと違和感を感

じたので質問をさせていただきました。 

 引き続きまして、予算書87ページの交通安全協

会負担金の絡みで伺いたいんですが、この交通安

全協会負担金という部分の中には、交通安全事業

のさまざまな例えば販促物みたいなものであった

りとか、そういうものが全部含まれているんでし

ょうか。 

○安心安全課長 

 予算書の87ページ、負担金補助金及び交付金と

いうのは、負担金は、まず交通安全協会の負担金

ということで人口割に13人を掛けて91万9,000円

の予算を計上させていただいております。 

 それから、補助金につきましては、交通少年団

補助金ということで、市内の小学校、東小を除き

まして６つの小学校に48万円を補助させていただ

いております。 

 それから、幼児交通安全クラブ補助金というこ

とで市内の保育園12に24万円という形で予算計上

させていただいております。 

○田中健委員 

 ありがとうございました。 

 ちょっと交通安全のことで伺いたいんですが、

現在、愛知県のほうが交通死亡事故多発警報と今

週の日曜日まで発令されております。昨年、知立

市においても、1,000日以上続いていた死亡事故

なかったのが、立て続けに３件続いたということ

で、大変ゆゆしき問題ではあると思うんですが、

年を越してからまだ知立市では死亡事故は発生し

ておりませんけれども、愛知県では既に48人、こ

れ、３月３日現在ですが、第２位の静岡県が37人

ということを考えると、かなりふえてる傾向にあ

って、知事のほうも大変危機感を感じて今、警報

を発令されているということです。 

 知立市の場合も、やはり交通の要衝ということ

で大きな国道も走っておりますし、昨年も３件目

の事故かな、23号線知立パイパスで高速で走行中

の事故ということだったんですけれども、平成25

年度での交通事故を減らす、絶対死亡事故を出さ

ないという部分において、何か新しい事業、企画

等を考えてますでしょうか。 

○安心安全課長 

 委員のおっしゃられました、まず1,000日、３
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年８カ月の死亡事故というのはマスコミ等でもご

存じだと思いますが、愛知県警の集計の仕方が若

干一般的なものと違っとるということで、実際に

は署のほうに訂正を確認をしてきましたが、３年

８カ月の間に３件の解釈が違うということで死亡

事故をカウントされるということで、実際には平

成20年の８月から平成22年の１年までの１年４カ

月、それからまたすぐに１年後の平成23年１月に

事故がありまして、平成23年８月にも死亡事故が

ございました。この平成24年の５月で山町が事故

がありましたので、実際にはその間に３件、都合

５件あったということで御理解ください。 

 署にいろいろ交通事故の訂正もありましてお話

を伺いました。今、妙案というのはなかなかない

と。私どもとキャンペーンを行うのについては積

極的に交通課も地域課も生活安全のほうも一緒に

やろうという話はいただいておりますので、その

辺でいろんな提案をお聞きしたり、こちらからも

提案していければというふうに考えております。 

○田中健委員 

 私も交通安全協会にかかわらせていただいてて、

いろんなイベントにも出させていただくんですが、

確かに今までどおりのことはもちろん続けていく

んですが、何か妙案ということで理事の中で話も

するんですが、なかなか新しい案がないというの

も現実です。 

 いろいろ全国でインターネットなどを通じて調

べてみても、結局啓発、いわゆる事故を起こさな

い予防の部分でいくと飲酒運転をとにかく減らそ

うとか、あと最近目につくのが、一時期は減った

んですが携帯電話、特に最近スマートフォンがふ

えてますので、見てるとスマートフォンを操作し

ながら車を運転していると、非常に危険な状況と

かもあるんですけれども、今、年に何回か安心安

全課のほうから御案内があって、朝例えば南陽通

りに一緒に立ちましょうということでやるんです

けど、あのときに持つやつの中に、いろんなメッ

セージの札がありますよね。シートベルトつけま

しょうとかいろいろあるんですけど、さすがに最

近、シートベルトをつけてない人ってほとんど、

後部座席はわからないんですけど、運転席、助手

席見てると前のほうはほとんどつけてるんですけ

ど、あれの中に携帯電話はやめましょうという札

ってありましたっけ。 

○安心安全課長 

 この９月に交通安全条例の改正も御審議いただ

きまして、その中に自転車ということで自転車の

運転が被害者から加害者的な危険度があるという

ことで、今、委員がおっしゃられましたような文

言も一度検討しまして、署のほうと相談して、入

れられれば作成していきたいと思っております。 

○田中健委員 

 車も自転車ももちろんそうなんですけど、やは

り今見てて多いのが携帯電話とか、携帯電話がい

いのか、スマートフォンがいいのかわからないん

ですけども、あれはほんとに注意したくなる場面

にちょくちょく出くわしますので、また、そうい

うものも予算があったら、ぜひつくっていただき

たいなと思いますが、ちょっと先ほどの３年８カ

月が１年４カ月になった解釈の違いというのは、

具体的にどういう解釈の違いがあったか教えてい

ただけますか。 

○安心安全課長 

 ５件のうち、署のほうでお聞きしたところ、ま

ず、平成22年１月４日に東上重原町で自転車の単

独事故がございまして、それの運転をされておっ

た方が亡くなったということなんですが、発見さ

れたときに死亡者の傍らに自転車があったのです

が、自転車に乗車して事故に遭ったのか、自然死

といわれるか、死んだのかが判明しなかった。こ

れについては警察のほうが計上をしなかったとい

うことです。 

 それから、２件目は、平成23年１月５日に牛田

町で自転車の単独事故がございました。これは死

亡者が乗車中に、これも自転車ですので、転倒し

て死亡をされたんですが、外傷がなくて解剖結果

も事故で死んだことというふうに特定ができなか

ったということで計上を入れられなかったと。 

 それから、３件目が、平成23年８月27日に山町

で普通乗用車と歩行者の交通事故でありましたが、
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道路に横たわってみえて意識もあると。声をかけ

ても声を出しておったということで、実は、詳細

にいうと、そのはねられる前に気づいた方が電話

をかけにいっておる間に違う車が来てはねられて

亡くなってしまったということで、声かけもして

受けることもできたということで、自死行為じゃ

ないかというふうに解釈をされて計上漏れだった

というふうに聞き及んでおります。 

○田中健委員 

 細かくありがとうございました。 

 以上の３件が、当時は交通事故死としてカウン

トされなったけれども、結果的には交通事故死で

あったよということですね。 

 当然その３年８カ月継続中、私、含めて多くの

知立市民が大変誇りに思っていた部分でしたし、

結果として亡くなってしまいましたのは事実です

し、それが交通事故だったかどうだったかという

のは、人が亡くなったことにかわりはないので、

そこではないんですが、今後はもう少し厳密にし

っかり、そういう厳しいカウントの中でも死亡事

故ゼロが続いていくということを期待していきた

いと思います。 

 続きまして、予算書93ページ、市民協働費の中

の多文化共生の地域づくり事業委託料、多文化共

生センター、これ清掃費ですね、多文化共生の地

域づくり事業委託料、これについて中身をお聞か

せください。 

○協働推進課長 

 まず、多文化共生の地域づくり事業委託料でご

ざいますが、ことしも３月23日に予定をしており

ます多文化共生イベント、この事業の予算でござ

います。 

○田中健委員 

 御案内いただきました、もやいこフェスティバ

ルの予算ということですね。この80万円の中に含

まれるものというのは、どういうものを含んで、

これは来年度も同じような形でやるよ、今年度、

平成24年度はどれぐらいとっておったかというの

はありますか。 

○協働推進課長 

 平成24年度も全く同額の80万円を予算計上させ

ていただいております。 

 今、担当のほうも、先日パンフレットもできま

したし、議員の皆様方にもお知らせをさせていた

だきました。きょうも、かきつばたの中でも周知

をしていただきまして、ありがとうございます。 

 ３月23日やる内容ですが、会場は商店街の中に

ある、もやいこハウス、知立東小学校の体育館、

東小学校の運動場、この３つをメーン会場といい

ますか、３カ所会場を利用しまして、まず東小学

校の運動場です。これはメーンステージをつくり

まして、公募でそれぞれ皆さんが参加をしていた

だけるようにコンサートをやる。また、軽トラ市

の方にも御協力をいただきまして出店をしていた

だくと。それから、東小学校の体育館ですけれど

も、名古屋オーシャンズのサテライトチームを招

聘いたしましてフットサル教室、そして、もやい

こハウス周辺では地元商店街の方々がバザー、そ

れから、先日もお知らせがあったかと思うんです

が、山本学園と藤田屋のコラボによる、かきつば

たあんまき等そういった物産を販売をしていただ

くことを予定しています。そんなような内容で、

おおむね80万円ぐらいの予算を立ててございます。 

○田中健委員 

 やる内容はわかったんですが、そんなようなと

いうのは具体的にどこに大まかに何がかかったの

か。例えばポスターに幾らぐらいかかりましたよ、

ステージ設置に幾らぐらいかかりましたよという

のを、あまり細かいのはいいんですけども、その

内訳、80万円をどういうふうに振り分けて、逆に

どういう根拠でこの80万円が出てきたかというの

をお聞かせいただきたいんですが。 

○協働推進課長 

 今、ちょっと手元に持ってないですが、その予

算はございますので、後ほどお知らせさせていた

だきたいと思います。 

○田中健委員 

 これは多くの市民の方の手づくりでつくられる

新しいイベントという、今までとはちょっと形を

変えたイベントということで大変喜ばしいことだ
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と思うんですが、当然屋外でそういう出し物をす

る中でどうしても必要になってくるのがメーンス

テージという部分だと思うんですけども、このメ

ーンステージというのはどれぐらいお金がかかる

ものなんですかね。 

○協働推進課長 

 今、想定しているのが、先ほども言いましたが、

コンサートができるような形で奥行きが２メート

ル、幅が４メートルのステージをつくらさせてい

ただいて、そこでコンサートを開くということで

す。予算的に、おおむね10万円ぐらいだった思い

ます。 

○田中健委員 

 ちょっと私も細かい金額は知らないんですけれ

ども、人を介した中で、あんな金額じゃやれんぞ

という話を小耳に挟んだんですけれども、そこら

辺、多分いきさつ協働推進課長御存じだと思いま

すが、折り合いはついたんですかね、そういうイ

ベント業者のほうから、この金額はどうなんだ、

もともとの設定がというクレームがあったと思う

んですけども。 

○協働推進課長 

 田中委員おっしゃるように、当初予定をしてい

ましたメーンステージ、もう少し大きいものを予

定しました。我々の予算のほうの中でできるかど

うかということを確認しましたところ、ちょっと

業者のほうが、それはちょっとできないというこ

とで辞退されました。それを受け、市のほうとし

ましても予算の範囲内でやるということで、その

ステージの規模を縮小しましてやっていく方向で

今、進んでおります。 

○田中健委員 

 ありがとうございます。 

 もう少しもちろん予算を組む段階でもそうなん

ですが、知立市もこういうイベントをやるのは別

に初めてではないと思うので、どれぐらいの大き

さのものを組むとどれぐらいの予算がかかるのか

ということは、多分もともとのステージの大きさ

を小さくしたということは、出すものもコンパク

トになってしまうのか、やる側も手狭になってし

まうのかなと思いますので、そういったものがあ

った中で、また次年度、平成25年度も同じ金額と

いう形になっていましたので大丈夫かということ

がちょっと心配だったんですが、ここら辺、こと

し一回やってみて、やっぱりあのステージじゃ格

好つかない、ぐあいが悪いという話であれば、ま

た少し検討していただきたいなと思っております。 

 それの答弁をいただきたいのと、この多文化共

生という部分で、この下のセンター清掃業務委託

料、掃除そのものではないんですが、一般質問の

ところでもやらせていただきました、この多文化

共生センターを運営していく上での国際交流協会

とのかかわりについて、市長も答弁の中でもう少

し国際交流協会にもかかわっていただくべきかな

というお話がありましたし、私から見てると、少

しボタンのかけ違いがあったのかなという感じが

するんですけれども、今現状この多文化共生セン

ターの運営について、個人的に国際交流協会のメ

ンバーの方がボランティアで参加をされているん

ですけども、組織としてもどういうかかわり方に

なっているのかお聞かせください。 

○協働推進課長 

 まず、地域づくりのイベントのほうでございま

すが、先ほど申しましたように、ことしと来年、

予算が80万円ということで同じでございます。今

までパティオ池鯉鮒のほうで１回目から３回目ま

で委託してやらさせていただいておりました。昨

年、集住地区ということで昭和地区のほうでやる

話を進めておる中で、日程的な調整もできません

でしたので、今回が実質初めてというような手づ

くりの形でのイベントになろうかと思います。 

 そんなこともありまして、ほんとにどうなって

いくんだろうかということもしっかりとしたもの

が見えてないところもあるんですが、先ほど田中

委員おっしゃったように、地元の方々の御協力に

よりまして、何とか３月23日にできるような運び

に今なっております。そんなことを踏まえて、来

年は規模的なものとか、事業の中身、そういった

ものを今回やらさせてもらったものをもとに一度

精査をして、来年は実施していきたいと思ってお
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ります。 

 それから、清掃委託業務でございます。これは

今、事務局のほうが考えているのは、週に１度程

度、館内といいますか、もやいこハウスを清掃し

ていただくと。それから、今おわかりのように、

フロアがすごく汚れている状態になっています。

これは水洗いとかワックスかけ等をしないと取れ

ないということ、大成にも確認してもらいました

ら、そういうワックスかけすれば簡単に取れると

いうことで、私も現場立ち会ってみました。です

ので、それは定期的にそういったワックスかけを

していただくというような内容になってございま

す。 

 それから、国際交流協会等のかかわりについて、

今もやいこハウスは地元の方々、自治会の方、商

店街の方、市外小学校の先生、国際交流協会の親

善ボランティアの方にも、もやいこハウス運営委

員ということで入っていただいております。そん

な形で、これから当然行政だけでもできることは

ないと思っております。そういった方々の協働の

もとに推進をしていきたいと思っております。 

○山﨑委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後３時02分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時12分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○協働推進課長 

 先ほど、もやいこフェスティバルの内訳ですが、

フットサル教室が７万円ぐらい、東小学校の校庭

のステージ設営、音響、警備で35万円、先ほどち

ょっと言い忘れましたが、団地の集会所の中で、

孤独なツバメという形での映画上映、トークショ

ー、これが10万円、ポスター、チラシで６万円、

これはもやいこハウスで無料でお茶とかコーヒー

をふるまうということで２万5,000円程度入れて

あります。それから、スタンプラリーの商品とし

て５万円、ビンゴゲームの商品として３万円、そ

の他として東小学校の運動場を一部駐車場という

ことで使いますので、雨が降ったときのために砂

だとかそういったものを用意するということで予

備的に６万円という形でつくってあります。おお

むね主なものはそんなものでございます。 

○田中健委員 

 ありがとうございました。 

 ステージ、この大きさでもやっぱり35万円ぐら

いかかるということなんですね。２メートル掛け

る４メートルで、ステージと音響を含めてですけ

どもということですので、意外とかかるなという

ことがありました。 

 先ほどちょっと話した国際交流協会とのかかわ

り部分の中で、一般質問の答弁の中で市長が最後

に、今、国際交流協会との云々みたいなちょっと

話があったんですね。最後もにょもにょとなって

しまったので、もう少しそこら辺の部分の市長の

ほうから、国際交流協会と今、多文化共生センタ

ーのかかわりについてどういう見識を持っていら

っしゃるか、ちょっとお聞かせいただけますか。 

○林市長 

 多文化共生センターもやいこハウスの運営、私

自身もあまりむちゃくちゃ詳しいというわけじゃ

なくて恐縮なんですけれども、部長、課長から聞

く範囲ですと、まだまだ国際交流協会がしっかり

と入り込んでないなという気がしております。 

 日本語教室は中央公民館で国際交流協会主体で

やっております。そういったことを考えますと、

もっと国際交流協会の皆様方が、どんどんともや

いこハウスに出て行って御活躍いただければいい

なという、そういう思いで申し上げました。 

○田中健委員 

 現場のもちろん課長、部長がみえるわけですけ

れども、市長のほうからも国際交流協会のトップ

であったりとか、部会ですね、かかわられている

方たちに対しても直接市長から、トップからのお

願いという形で、ぜひ協力してほしいという形で

言っていただければ、また彼らも感じ方が変わっ

てくるんじゃないかなと思います。 

 そういう部分では、やはり市長の一言というの

は大変重いですので、ぜひそういうところにも力
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を発揮していただければなと思っております。 

 次の質問にいきます。 

 防犯灯設置等事業補助金2,600万円がついてお

ります。これは説明のとき187基ＬＥＤをつける

ということでした。この件に関しては、昨日も私、

苦言を呈しさせていただきました。分配方式に若

干ちょっと問題があるんじゃないかということを

述べさせていただきましたが、今年度はこれはど

のような形で分配される予定かお聞かせください。 

○協働推進課長 

 確かに平成24年度におきましては、ＬＥＤ化に

シフトしていくということの初年度でありました。

当初、我々の考えの中では、防犯灯の故障してい

るものを優先的に変えていきたいというようなこ

とで区長会のほうに打診をし、アンケートを取り

ました。 

 ただ、私どもの言葉足らずがあったのかもしれ

ませんが、故障という考え方が各区長によって違

っていました。そういう故障のものを全て出して

いいということであったら、もっとほかの町内で

もたくさんあったよということを聞きました。そ

のことで平成24年度は、ある町内会においては三

十数基だとか、全くないところとか、そのような

形で配分を結果的にはしてしまいました。 

 今回そういったことも踏まえまして、防犯灯に

ついては故障しているものについては故障の修理

代を各町内会のほうに補助金として出してありま

す。ですので、そういったことも区長のほうには

お願いをしながら、今回考えているのは、その防

犯灯の絶対数を分母にし、各町内会の保有分を分

子にし、それを案分で割って配分をしたいと考え

ております。 

○田中健委員 

 ということは、分母が4,000ですね、分子が各

町内会が持っている本数ということで、これは

187基のうち何基分が案分の対象になるんですか。 

○協働推進課長 

 予備も含めまして94本でございます。 

○田中健委員 

 ということは、約100基というふうにとらえた

らいいですかね。4,000基で例えば200基持ってる

町内会でいけば、５基ぐらいは回ってくるよとい

う認識でよろしいですかね。 

○協働推進課長 

 どこのまちということではないですが、たまた

ま220本持っているところが全体の5.5％ぐらいと

いうことで、その先ほどの本数を案分すると５本

ぐらいになろうかと思います。 

○田中健委員 

 この５本に関しては、例えばですけど、200基

持っているところを５本、これでいけば、その都

度、例えば今既存のものが壊れたよと。例えば春

に壊れたよ、夏に壊れたよと時期がずれるんです

が、その時期のタイミングで町内のかえたいタイ

ミングでかえていいということでしょうか。 

○協働推進課長 

 防犯灯の設置につきましては、平成25年度の予

算計上してあるものにつきましては、昨年の９月

ぐらいだったと思います。各町内会のほうからの

要望もあります。その要望分も含めまして、町内

会がつけていただくもの、それから、あと市のほ

うが配分したもの、その分を本数をお示しします

ので、町内会の壊れたところというのか、自由に

といいますか、つけていただくという形でよろし

いかと思います。 

○田中健委員 

 了解しました。 

 これの防犯灯の補助事業というのは、当初１基

３万5,000円ということでしたが、大分ＬＥＤも

値ごろになってきてはいるんですけれども、上限

額は３万5,000円で変わりないですか。 

○協働推進課長 

 現在の補助金の要綱の規定によりますと、上限

が３万5,000円でございます。 

 ただ、今、ＬＥＤ化にシフトしておりますのは、

新規で取りつけるということではなく取りかえに

なりますので、経費も削減がされております。こ

れは各町内会のほうで業者のほうを選定していた

だいいておりますので、過去からの長い歴史のつ

ながりもあるかと思いますので、その中で単価が
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２万5,000円から３万円ちょっとのところで皆さ

ん交換というのか、できているということでござ

います。 

○田中健委員 

 これ、例えばなんですけどね、今、上限額が３

万5,000円ということなので、もちろん３万5,000

円の請求があれば市としては３万5,000円出すと

思うんですけども、３万5,000円仮に掛ける10本

交換の予算を持ってる町内があるよと。要するに

35万円分ということですよね。それを２万5,000

円でうちは１本やれましたよと。実は10基分なん

だけども、その35万円マックス使える分だけの本

数をかえていいよという考え方は成立しますか。 

○協働推進課長 

 確かにそのＬＥＤ化にシフトすることによって、

当然修繕料だとか、電灯料、これも経費として削

減されます。どこまでそれを各町内会の都合によ

り認めていくかということがありますので、一度

そういうときには相談をさせていただいて、予算

の範囲内でできるようであれば、なるべく早くそ

ういう形でＬＥＤ化していくということをしたほ

うのが、いろんな面でいいかと思います。 

○田中健委員 

 実際のところは、市のほうに申請があるのも全

部３万5,000円じゃないと思うんですね。安いと

ころもあると思います。 

 そんなに物に差があるわけでもありませんし、

別にうがった見方するわけではないですが、補助

金額の上限が３万5,000円ってもうわかっている

ので、業者の方も。自然と３万5,000円という請

求書を切ってくるというのはあると思うんです。 

 やはり市場調査はしていただきたいなと思いま

す。３万5,000円がほんとに適正な価格なのかど

うか、私が２年前、最初提案させていただいたこ

ろかすると、例えばですけど、電球型のＬＥＤな

んて私が当初あのころ質問させていただいたころ

は1,900円ぐらいしていたんですけど、今は480円

とかでＬＥＤのものなんか売っていると。もちろ

んこれは韓国製とか台湾製でね、物のよしあしは

ありますけれども、大分値ごろになってきている

という部分がありますので、そういった市場調査

はしていただいて、その上限額が適正かどうかと

いうことと、今言われたように、個別にそういっ

た形で、例えば町内が業者と折衝して安くした分

だけ一本でも多くつけれるということであれば、

それは区長の営業努力という形で、また対応して

いただければなと思いますので、ぜひよろしくお

願いします。 

 その流れの中で、ちょっと二つ、三つ目ですが、

町内掲示板設置工事費21万円ありますけれども、

これは内容どういうものかお聞かせください。 

○協働推進課長 

 町内会のほうでありますこの掲示板ですが、こ

れは市のほうで設置をし、悪くなったら市のほう

で修繕をしております。 

 今回、平成25年度には町内会からの新しく掲示

板設置の要望としてはありませんでしたので、１

基として21万円ということで予算を計上させてい

ただきました。 

 あと、町内会のほうから修繕料という形では13

戸分、予備として10本分、全部で23本分というこ

とで140万円の掲示板の修繕料ということで計上

させていただきました。 

○田中健委員 

 その上の修繕料というのが町内掲示板修繕料っ

て書いていただくと大変わかりやすいなと思いま

すけれども、下が町内掲示板設置工事費というこ

とになってましたので。 

 この町内掲示版の敷設そのものもそうなんです

が、最近は町内掲示板に掲示される、いわゆるポ

スターのたぐいについてなんですけれども、多分

市民の皆さんであればお感じになると思うんです

が、最近ものすごい多いんですね、ポスターが。

しかもどんどん大型化しています。面積が非常に

限られている中で、大型のポスターがばんばん区

長会とかで配られて、正直、張り出せない。張り

出せないので、まじめな区長は重ねながら何とか

日にちだけは見えるようにとかいろいろ工夫され

ている人もみえますし、人によっては、区長の裁

量で、これは張らない、張るという形でやってる



- 47 - 

のもあるんですけれども、これは無制限なんです

かね。 

 今、特にそういうシンポジウムだとか何とかも

非常に多いですし、イベントも多いですし、我々

も議会報告会でシンポジウムでポスターつくらせ

ていただきましたけども、あれも目いっぱい大き

いものをつくらさせていただきました。そこら辺

というのは町内である程度、ある一定期間の中で、

もし掲示板全てのものを張り出していただくので

あれば、何かサイズがこれぐらいまでにしましょ

うねとか、この１カ月間の間に何かルールつくら

ないと、区長も大変困られているんですけども、

いかがですかね。 

○協働推進課長 

 今、御指摘のように、その掲示板のほうに掲示

するポスターもそうですし、各町内会の家庭に回

覧する回覧物もたくさんあって、大変御苦労なさ

ってみえるということは承知しております。 

 まず、ポスターの掲示のほうでございますが、

我々としましても、ポスター掲示については各町

内会のほうの裁量で、その一定期間掲示をしてい

ただいて、当然先ほども言いましたように、大小

さまざまなものがあります。はみ出てまで掲示を

することもできませんので、その辺は各町内会の

ほうの裁量でお願いしたいという形しか、どのポ

スターをやめて、どのポスターをということがな

かなか判断が難しいと思いますので、そういう形

でお願いをしております。 

 それから、もう一つ、回覧のほうもですけども、

回覧物、原則は私どものほうの協働推進課のほう

に申し出をいただいて、これが回覧するにふさわ

しいかどうか、そういったことも精査をさせてい

ただいて、今までは、どちらかというと各区長宅

へ持ち込めば、ほとんど回覧がされておりました。

そういったことで、区長方も御迷惑になってたと

いうことで、協働推進課のほうの窓口を通して、

極力必要なものだけを回覧をしていただくという

ような形に考えていきたいと思っております。 

○田中健委員 

 ちなみになんですが、ちょっと話が最初に戻っ

ちゃうと思うんですけど、今、市内にある町内掲

示板の数ってわかりますか。 

○協働推進課長 

 ちょっと今ここに正しい数字を持っておりませ

んので、後ほどまたお知らせいたします。 

○田中健委員 

 これ、例えばポスターを区長にお渡しする枚数

もそうなんですけども、掲示板の数にプラス、あ

と公民館に張っていただきたいとか、多分いろん

な形でいくんですけど、この枚数も非常に多い。

多分多目につくられて、多目に配られてというの

はわかるんですけれども、結果的に張り出せず配

れず、そのまま処分されてしまってるということ

もすごく多いんですね。 

 多分、各町内は何部つくるかというのは企画の

ほうに問い合わせがあって、これぐらいは目安で

すよという形でお答えしたものを、多分ポスター

は何枚、チラシは何枚とつくられてると思うんで

すが、ちょっと多すぎる数字が書いてないかなと

思うんですが、やっぱりもったいないなという、

特にカラーの印刷で、すごく費用がかかっててと

いうことがあるので、そこをもう一度、適正枚数、

例えばどこどこ町掲示板が幾つあって、公民館に

マックス張り出せて２枚だとしたときにというこ

とであったりだとか、ちょっとね、私の地元の公

民館でも区長まじめな方なので、一生懸命考えて

やられてるんですけど、それでもどうしても余っ

ちゃうというところもあったりするので、一度ぜ

ひそこについては、しっかり検討してやっていた

だきたいなと思っておりますので、よろしくお願

いします。 

 続きまして、防犯対策費ですね、95ページのま

ず概要に載っている駐輪場防犯カメラ設置事業に

ついてですが、内容は事業概要に書いてあります

けれども、少し詳細にお聞かせください。 

○安心安全課長 

 概要のほうにさらにつけ加えますと、知立市内

にはカメラが５カ所の駐輪場にあります。それを

今回は、ふれあい広場にあります駐輪場にカメラ

を２台設置させていただければと思っております。 
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 そのカメラを具体的にどういうふうにするかと

いうことをお話しますと、本町の駐輪場にカメラ

を２台セットしまして、それを変換しましてキャ

ッチのネットワークに乗せて、それを市役所にハ

ードディスクを置きますので、それに置いて常に

２週間ぐらいで上書きをしていってしまうという

方式を考えております。 

 いろいろ購入も検討いたしましたが、今回、使

用料、賃借料ということで、キャッチの使用料と

カメラをリースで５年ぐらいを借りてやっていっ

たほうがメンテ上も簡単であるということで進め

てまいりたいと思っております。 

○田中健委員 

 ちなみに、この防犯カメラとデジタルレコーダ

ーが一体化したような、今まで駐車場でも駐輪場、

市が管理してるということなんですけれども、こ

れは初めてですか。今までもありましたか。 

○安心安全課長 

 カメラの設置は、そのカメラの中にＳＤカード

なり記憶媒体をつける形式もあるんですが、やは

り壊される可能性が高いと。それから、それをメ

ディアを紛失したり盗難に遭った場合の責任が負

えないということで、リアルタイムで市役所に映

像データを送って、そのまま保管をしてというこ

とで、見ることができるかといいますと、基本的

にはモニターは買いますけれども、それは仕事で

ふだん使うということで、モニターは経由せずに

自動的に上書きをしていっちゃうという方式が一

番県警本部に御相談行ったり、安城署の生活安全

課のほうに相談行ったら、そのほうがいいと。見

たくないものは見ないと。見たいときだけそれを

レコーダーで出そうかという方式を考えたので、

この近隣では、まだそこまでの方式で採用されて

る方はないと思っています。 

○田中健委員 

 駐輪場でいくと、ふれあい広場というのは駅の

北側の中ですよね。駅の南側ですよね、堀切でし

たっけ、あそこはＳＤカードのシステムのもの、

去年いじくりましたよね。いじくってないですか。

わかりました。 

 その堀切とふれあいだと、ふれあいのほうが今

は自転車盗の被害が多いという認識でしょうかね。 

○安心安全課長 

 委員の御指摘もそのとおりでございます。それ

と予算的にメニコン等でも出しましたけれども、

テレビカメラの補助とか、グッズの補助とかもセ

ットで御提案をさせていただいて前倒しで２件は

しましたが、今回出していくことについては、継

続的に５カ所、順次進めていきたいというふうに

は考えております。 

 今、御指摘の堀切駐輪場ですけれども、あそこ

も実は盗まれてしまう自転車が結構あります。連

立関連でまたすぐに移動をすると聞いております

ので、ちょっと様子見をしようかということで、

それからほかにも重原駅、三河知立駅、牛田駅と

ございまして、牛田駅も盗難が多いので、署のほ

うと相談しますと、できたら牛田駅も今後進めて

いってほしいところの地区だというふうにおっし

ゃってますので、実施計画等でも順番にお願いを

していくつもりでございます。 

○田中健委員 

 今後だからこのシステムに連携していって、市

内のいろんなところのものが一元化していくとい

うことで、やっぱり自転車盗は知立市は非常に多

いというところなんですが、自転車盗というのは

軽微な犯罪なんですが、大きな犯罪の入り口、こ

こからエスカレートしていくという部分もありま

すので、徹底的に予防対策はしていただきたいな

と思うんですが、この防犯カメラの問題はなんち

ゃってもあったりするので、それとの絡みがあっ

て、なかなか公の場で質問しにくくて、早くかえ

ていただきたいなというのがあるんですけれども、

ぜひ予算化をしていただきたいなと思います。 

 であれば、今回そういう意味では、きちっとし

た形でシステム化していく第一歩ということです

ので、これを設置することによって自転車盗の数

を減らしていくと、実績につなげていくことで第

２、第３につなげていけると思うんですが、これ

以外に、カメラを設置すると、当然そこに防犯カ

メラ作動中なり、そっちのほうが抑止力があるん
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ですが、それはどういった形で考えてますか。 

○安心安全課長 

 おっしゃられるとおり、抑止力というか、利益

の拡散になりますので、看板を20枚ほど用意をし

たいなと。今おっしゃられた、なんちゃってカメ

ラのところにもつけて、どれがどれだけかわから

なくしたいなというふうには考えております。 

○田中健委員 

 私も、あまり適切な表現でなかったのは申しわ

けないんですけれども、それを順次いいものにし

ていくということは大切だと思いますので、ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。 

 これ、５年リースということなんですが、デジ

タルレコーダーのほうは購入するということでし

たか。カメラはリース、デジタルレコーダーは購

入、ちょっと確認。 

○安心安全課長 

 まず、この２台とレコーダーは全て委託のレン

タルということでございます。 

 その容量はかなり莫大な容量なので、今後、増

設してもそのレコーダーで入れていけるというこ

とで、あとはカメラを必要数設置する、キャッチ

に接続するだけで進めていけるシステムにしてご

ざいます。 

○田中健委員 

 ありがとうございました。 

 ちょっとこの防犯に関連したところなんですけ

れども、ことしの予算書見てて、昨年度の予算の

中にあったのは、町内公民館警備補助事業という

のが去年あって、ことしは項目の中になくなって、

これは安心安全課だったか、協働推進課だったか、

どちらか所管がわからないんですけれども、去年

ありましたね、この事業。どうなりましたかね。 

○安心安全課長 

 自分の覚えておる限りでは、それは記憶にござ

いません。 

○山﨑委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後３時37分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時38分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○協働推進課長 

 セキュリティーの関係でしたら、私ども協働推

進課のほうで、公民館の中の事業として入ってお

ります。 

○田中健委員 

 去年は表に立ったけど、ことしは中に入ったよ

という、表に立ってませんでした、去年。失礼し

ました。 

 公民館警備補助事業は継続ということだという

ことですが、平成24年度の実績を聞かせていただ

けますか。 

○協働推進課長 

 上重原町と山町がつけています。 

○田中健委員 

 予算枠に対しては、まだ全然余裕があったとい

うことですね。これもなかなか周知がまだできて

ないのか、メリットがしっかり認識されていない

部分もあるみたいで、今後もう少し啓発活動をし

ていただければなと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 あと、同じく防犯の部分なんですけども、これ

も１年前だと思うんですが、移動式の赤色回転灯

のお話をさせていただきました。10基たしかある

というはずなんだけど、どこへいっちゃったのか

なという話をさせていただいて、実は眠ってます

ので有効活用させていただきますという答弁いた

だきました。その後、この赤色回転灯どうなった

かお聞かせください。 

○安心安全課長 

 御指摘にいただきまして、急遽調べさせていた

だきました。ちょっと長くなりますけれども、八

ツ田小学校に１基、これは現在も点灯していただ

いてます。 

 それから、竜北中学に３基、平成23年の１月に

お渡ししたんですが、今はちょっと寝ておるとい

うことでした。 

 それから、新林町の町内会のほうから、つい最
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近の平成25年２月なんですが、２基貸し出して、

もう１基お願いしますということで３基をお渡し

して、これは午後７時から午前３時までタイマー

をかけて使用していただいています。 

 それから、牛田の第２分団の消防団詰所の横に、

これは別件の犯罪もございまして、安城署のほう

からもそういうことをやらないかという御提案が

ありましたので、１月末から午後７時半から午後

９時半までを点灯させていただいております。 

 それから、パティオ、文化会館は、例のガラス

の事件がございまして、去年の10月に３基お持ち

させていただきまして、午後10時から午前４時ま

でを点灯で使用させていただいております。 

 それから、水道なんですが、無人になるところ

もありますので、水道のほうも同じくパティオと

同じ時期に、石投げられたりとかそういうことも

いかんということで、知立浄水場と八橋配水場、

今建設中の西町配水場用に３基をお願いして、知

立浄水場と八橋配水場は午後７時から午後10時ま

でを点灯して使用していただいています。 

 それから、谷田町内会には平成23年の１月にお

渡しして、パトロールの時間帯に区長が毎回外へ

出して使っていただいておるという状況です。 

 それから、上重原町内会にも１基お渡ししてあ

りますが、これはちょっと今現在お休み中という

ことで、以上で、全部16基あったということで、

10基なんていけなかったと思うんですが、訂正さ

せていただいて、調べたら16基だったということ

で訂正をよろしくお願いします。 

○田中健委員 

 実は16基あったという中で、現在、竜北中の３

基と上重原の１基が眠っているということなんで

すけども、これに関しては、利用規約みたいなも

のが多分ないんですね。どういう形で貸し出しま

すよとかそういうものがないので、あくまでも市

の財産ですので、別に眠らせるなということでは

ないんですが、いつまでこの竜北中学のやつは眠

らせておいて、いつになったら返してもらうのか

何かないと、例えばほかにあるんだったら使いた

いとか、どうせ持っていったんならちゃんと使っ

てくださいとか、何か利用規約をつくられたほう

がいいんではないかなと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○安心安全課長 

 今までで倉庫に眠っておったので油断はしてお

りましたが、おっしゃるとおり、全てそれぞれに

お渡ししてあるので使っていただけてない分はお

話をして、規約なり、使っていただく間のお約束

事をさせていただければと考えます。 

○田中健委員 

 ぜひお願いしたいと思います。 

 これは私の地元の町内でも、こういうものがあ

るんですよという話をしたら、まず試験的にどん

なものか、どれぐらい明るいものなのかとか、つ

けてみたときに逆に今度は近隣の住人にあまり明

るすぎて迷惑になってもいけないし、一度試して

みたいと。試してみてよかったら使ってみたいな

なんて声も上がっておりますので、ぜひちょっと

そういう貸し出しやすいような規約をつくってい

ただいて、例えば１週間お試し期間で使っていた

だいて、その後、本格的に導入するかどうか検討

するとか、そういうことも少し考えていただけれ

ばなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたい

と思います。 

 続きまして、予算227ページ、同報無線です。

この同報無線の中で、我々会派の先輩議員のほう

から、同報無線の中での特に夕方の愛のチャイム

について、前からずっと引き続きですけれども、

あれは愛のチャイムではないんではないかという

部分も含めていかがなものかという御意見もいた

だきました。 

 私自身も話を聞いていて、私は生まれてからも

確かに知立市民ですし、あの時間にトランペット

が鳴るということには、私の家の距離だとさほど

違和感がない。夕方がきたなというぐらいですけ

れども、たまたま昨年秋口ぐらいに同報無線の下

で長くいる機会があったものですから、初めて聞

いたときは、びっくりしました。ほんとにこんな

大きな音がするのかというぐらい大きな音がなり

ます。 
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 考え方としてなんですが、あのときに先輩議員

も言ってましたけれども、今あるものがいいかど

うかという観点に立てば、別に特に誰かがけがし

ているわけでも、何か生命と財産が脅かされてる

わけでもないのでいいんじゃないかという話にな

ると思うんですが、確かに設置されてから長い時

間がたっていますし、一度ゼロベースに立って考

えていただいて、ほんとに必要なものであればや

るべきではないかという部分も含めて、一度検討

していただきたいなと思いますが、その後そのこ

とについて御検討いただきましたでしょうか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 一般質問の中でございましたように、青少年健

全育成の意味で、愛のチャイムということでお流

しをさせていただいております。そこでのお答え

をダブるかもしれませんが、さきの御指摘をいた

だきまして、10月に青少年健全育成の連絡協議会

を開いた中で、お諮りをさせていただきました。

それで、家に帰る時間ですと言っているので、日

没前に放送すべきで、30分刻みではどうかという

ような意見、また、時間が頻繁に変わるのはわか

りにくい、そんな意見。それから、全体ではなく

さない状況で、現状のままがよいという意見がご

ざいました。そういった中で、結論をいたしまし

ては、現状というような意見でこの協議会はまと

まったというか、意見でございました。 

 それで、私どものほうも今回御答弁をさせてい

ただいておりますが、実際この音がどうなのかと

いうところの部分をこの協議会委員に実際に聞い

ていただく、また、御指摘をいただいて、どこが

大きいのかというちょっと私どもの把握がしかね

る部分がございますので、実際何ホーン以上、音

の測定ですね、そういったものもする中で、次回

４月あるいは５月にこの協議会がございますが、

そういった中で、もう一度諮っていきたいと考え

ます。 

○田中健委員 

 私も愛のチャイムという仕組みですが、夕方に

子供たちの帰宅の時間を知らせるであったりとか、

夕方になりましたよということを告知するような

そういうことはやぶさかではないと思うんですが、

やはりあのトランペットですね、爆音というか、

あれは皆さんもそうですし、委員の皆さんにも、

ほんとに真下で一度聞いていただきたいなと思い

ます。 

 特にそれが立ってるところに家を建てた人であ

れば、それをわかってて住んだんでしょうという

話かもしれないですけど、今住んでいるところに

新しくあれが立って、毎日あのトランペットを真

上で聞かされると話になったときに、ほんとに大

丈夫なのかなという、ちょっとメンタルの弱い人

だったりしたら、ほんとに大丈夫なのかなという

ことを心配する懸念もありますし、ぜひそこは先

ほど言った、一度ゼロベースに立って、その中身

をですよ、愛のチャイム自体をやめろという話で

は全然なくて、あれはすばらしいと思いますけれ

ども、そこはしっかりしていただきたいなと思っ

ておりますので、ぜひ検討のほう、よろしくお願

いしたいと思います。 

 続きまして、同じく防災なんですけれども、防

災行政ラジオ整備事業、これは一般質問、質疑ず

っと出ております。その中で、当初8,000円のも

のを500台予定していましたが、性能が悪いとい

うことで１万4,000円のものに切り上げて台数を

減らして対応するというお話、229ページですね、

なっています。 

 これに関しましては、実際聞こえが悪いという

部分で性能のいいやつにかえるという部分もそう

なんですけども、そもそも性能の悪いものが市販

されてるわけですから、性能悪いというわけじゃ

ないですけど、知立市に合ってないというかね、

知立市では特別、電波状況が悪いまちだと私自身

は思いませんし、ビルがたくさん建っててね、電

波が悪いというわけでもないですから、もともと

リズム時計とどういうお話し合いをしていたかと

いう部分があるんですが、8,000円が聞こえが悪

かったんでひとつ性能上げたらどうですか、実際

１万4,000円ですけど、よろしくお願いしますと

いうのは、いかにもやられたなという感じが正直、

民間で働いた者からすると、率直に感じるんです
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けども、少なくとも交渉して、もともとおたくが

言っていた8,000円のものでは多少うちの市に合

わない、多少それは性能上げるにしては１万

4,000円はないでしょう。少し値引きませんかぐ

らいのことは言えないんですかね、いかがですか。 

○安心安全課長 

 今、委員がおっしゃいましたとおりに、とりあ

えずこの予算のときに新製品になったら幾らだと

いう確認だけしか私どもはしていませんでした。 

 それでいくと１万4,000円という数字が出てき

たわけですけれども、この辺は値引き交渉という

んですか、入札の前にも価格設定をしなければで

きないので、とりあえずほかにも業者がいろいろ

確認しましたらあるんですが、性能的にはリズム

時計が一番いいという近隣の市町とかいろいろ聞

いてみると言われておるので、一度まず値引き交

渉を行っていければというふうに考えております。 

○田中健委員 

 その一番いいというリズム時計のやつでも

8,000円だって決して安くないですからね。それ

が聞こえが悪いという話では、１万4,000円でほ

んとにいいのと。１万4,000円買ってみたけど、

やっぱり聞こえが悪いから今度は２万2,000円だ

ねと。もう一つ上級グレードありませんか。大丈

夫ですか。どんどん値上がりしていくような気が

するんですけど、大丈夫ですか。 

○安心安全課長 

 形でいくと、おむすび型というか、三角のアン

テナもかなりごついやつで、それでも近隣の蒲郡

市とかああいうところは普及をさせているんです。

その後、先ほど民間と言われましたが、いいもの

が次々出てくるところが民間のいいところなので、

例えばもっとほかのメーカーが出てくれば価格は

当然下がる期待はしております。 

 ただ、私どもが防災行政ラジオを進めていくに

は、先ほど出ました同報無線が全てではない、手

段の一つとして考えてますので、これも進めてい

かなければ、いつ災害が発生するかわからないと

いうこともありまして、平成25年度から、できれ

ば新製品の方向で、順次聞こえない方をモニター

をしていただいて、そこの中で難聴地区にお配り

していければと考えております。 

○田中健委員 

 これリズム時計から直接買うのか、問屋が入る

のかわからないのですけども、議会でこっぴどく

怒られたと。8,000円のものがないから１万4,000

円はもってのほかだと厳しく議会に言われている

ので安くしろという形で我々を後ろ盾にして価格

交渉していただければと思いますが、ちょっと気

になるのが、負担金の3,000円の話なんですけど、

質疑等でも話が出てましたけれども、近隣市の刈

谷市、安城市が3,000円だったのでというお話で

した。蒲郡市は、たしか1,000円でしたよね。刈

谷市、安城市というのは、私の認識違ったらあれ

ですけども、同報無線がないんじゃなかったでし

たっけ。ないから、これがどうしても必要だとい

うところで住民のニーズも多いという部分で

3,000円でも買っていただけるという部分なんで

すけれども、知立市の場合、基本的に同報無線が

市の何割かは網羅していて、その不足する部分を

埋めるという部分でということになったときに、

この3,000円という負担金が、果たして刈谷市、

安城市と並べることが適正かどうかということ、

ちょっといかがでしょうか。 

○安心安全課長 

 まず、負担金の3,000円というのでございます

が、まだ私どもが半年ぐらい前に確認した状況で

ございましたので、その後、ＦＭの電波でキャッ

チの防災情報が切りかわるようなラジオというこ

とで負担金をまだ正確な情報がつかんでいません

ので、再度調査して金額については決定してまい

りたいと思います。 

 それから、製品的な違いですけれども、私ども

は同報無線が自動的にスイッチが入ってなくても

聞こえるというタイプで、形はまるきり同じのプ

リセット型のラジオだそうですけれども、ＦＭで

キャッチが飛ばすものを切りかわるということで、

基本的にはＦＭのラジオというのじゃなくて、同

報無線と同じように緊急の場合には通報で切りか

わるという性能があるそうです。 
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○田中健委員 

 いずれにしても、ニーズもあってということな

んですけれども、適正な価格と負担をもう一度検

討していただければと思いますので、ぜひよろし

くお願いします。 

 あと、271ページ、予算書、スポーツ体育会等

委託料ということで、先日市民マラソン、市民マ

ラソンじゃないんですね、知立市マラソンという

のが正式名称で、私もずっと勘違いしてましたけ

ど、知立市マラソン大会が行われました。 

 参加人数としては、昨年よりも若干ふえた人数

ですかね、平成23年度が703人で、ことしが731人

ということした。中学生がかなりことしは多くな

ったんですが、前、私が質疑で質問させていただ

いたとき、その10キロの話は別として、年代別で

記録が出せないかと。ＩＣタグで走っているわけ

ですから、登録したときに一般の部といったとき

に、20代も50代も60代もという形になると、ちょ

っと張り合いがないと。例えば同年代の中で私は

何位ぐらいなんだということを知りたい。そのほ

うが張り合いがあると、そういうはかり方してい

ただけないかということに対して前向きな御答弁

いただいたと思ったんですけれども、それについ

て御検討いただきましたか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 市民マラソン大会、今年度、昨年以上、今まで

では一番多い参加だったかなというふうに思って

おります。 

 今おっしゃられました年代別の記録がというこ

とでございます。今回、はがきで通知をした中に

意見を求める欄をつくりまして、これからのマラ

ソン大会に参考にいたしますというようなことで

いただきました。今おっしゃいました８キロ、10

キロのコースもほしいという意見もございました。

その中に、今おっしゃいましたように、年代別の

記録、中にはそういった部門別もという意見もご

ざいまして、私どももそういったことを考える中

で、やはり記録として出すというのは、今おっし

ゃいましたようにＩＣタグですから、どんな加工

も可能かというふうに思いますので、それは十分

来年度の中に参考にしていきたいと考えておりま

す。 

○田中健委員 

 前回も同じような答弁だったので、今年度実施

していただけなかったんですけども、これもやっ

ぱり出る方にとっては参加するモチベーションで

すよね、年々年は取っていくという部分の中で、

どうしても年齢との調整もあるんですけれども、

マスタークラスとシニアクラスぐらいの大きな分

け方でもいいです。10年ごとに分けれればそれで

もいいかもしれないですけれども、その中で、例

えば同年代のシニアクラス60歳以上の中で、私は

ベストスリーに入ったよと、一般の中でいくと

105位だけどという話でいけば、そういった部分

というのは、やはり参加者のモチベーション、で

きれば表彰もして差し上げればますます張り切る

んではないかな。やはり人間は競い合うことによ

って意識は高揚する部分もありますし、その中か

ら健康増進にもちろんつながっていくという部分

もありますしね。知立市は、どうも60歳以上で表

彰してもらえるぞということがあれば近隣市から

足に自慢のある人たちが参加してくれるかもしれ

ませんし、ぜひそういった出ていただいた方に、

こなす事業ではなくて、どうしたら去年よりも一

人でも多くの方に出ていただけるか、どうしたら

出ていただいた方に楽しんでもらえるかというこ

とを考えながら企画していただければなと思いま

すけども、いかがでしょうか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 まさにおっしゃるとおりだと思います。終わっ

た後の反省の中でも、60歳あるいは65歳以上の人

の張り合い、そういった同じ意見が出ておりまし

たので、今言った年齢別もしかりですが、そうい

ったところの工夫はしてみたいと思います。 

○山﨑委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後３時58分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時09分 

○山﨑委員長 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○協働推進課長 

 町内会にあります掲示版の数ですが、129カ所

ということでございます。 

 先ほど田中健委員おっしゃったように、掲示板

の数よりもチラシの数がすごく多いというような

ことを言ってみえましたので、掲示板に張るポス

ターチラシ等、回覧もそうなんですが、数字とい

うのはわかっておりますので、各町内会の持って

おるのが。ですから、そういった形で配るような

ときに徹底していきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○田中健委員 

 ぜひよろしくお願いいしたいと思います。 

 続きまして、予算書275ページ、市民体育館営

繕工事事業になりますが、これの中身をお聞かせ

ください。 

○生涯学習スポーツ課長 

 市民体育館営繕工事費でございます。市民体育

館の営繕工事費60万円ですが、これは具体的には

どこという部分ではございませんが、緊急的に発

生する修繕工事に対応するものでございます。 

 あと、雨漏り修繕工事368万5,000円ですが、こ

れはサッシ周り、いわゆる全体ですが、サッシの

パテが当初よりかなり悪くなっているところがご

ざいます。これはちょっと試験的な部分もあるん

ですが、全体をやるとかなりの金額かかるんです

が、一度サッシ周り部分的に修繕をして、横振り

の雨のときの漏水というのか、それを防ぐための

修繕工事でございます。 

○田中健委員 

 昨年ちょっと一般質問でも質問させていただい

たんですが、福祉体育館のバスケットコートの件、

あれはどうなりましたか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 今年度の中で対応させていただきます。 

○田中健委員 

 もう工事は終わりましたか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 年度末ぎりぎりでございますが、31日までに終

了予定でございます。 

○田中健委員 

 国際ルールですので、ぜひ守っていただかない

とと思ったんですが、ラインテープじゃなくてし

っかりとした線を引いて、一回ワックスを取って、

古いやつを消して新しいものを引いて、ワックス

引き直すという本来の工事をしていただけるとい

うことでしょうか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 今言われましたように、場所を間違えていたら

申しわけないんですが、ゴール部分の削りと書き

込み、それからサイドラインが若干、たしか50セ

ンチずつでしたか、それの削りと書き込み、その

部分を２面行います。 

○田中健委員 

 対応していただきまして、ありがとうございま

した。 

 やはりスポーツ生涯学習宣言をしている中で、

スポーツも大事なんですが、そういったことが他

市に対して遅れているは大変恥ずかいことですの

で、しっかり答えをいただきまして、ありがとう

ございました。 

 あと、同じページで屋外施設管理運営事業、こ

の中に探しても見当たらなかったんですが、公園

グランドというのは管轄としては、私、公園だっ

たので今まで都市計画の管轄だったのかなと思っ

てたんですけれども、ホームページを見ていると

生涯学習スポーツ課で公園グランド紹介という形

で取り扱われているんですが、これは所管として

はそちらでよろしかったですか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 この屋外施設と申しますのは、昭和グランドテ

ニスコート、今回ふえました北林運動広場、その

部分の管理費でございまして、公園グランドは都

市計の管轄でございます。 

 どうしてホームページ云々という話ですが、そ

れは使用の許可の関係で私どものほうでしておる

関係で掲載がされているものでございます。 

○田中健委員 

 であれば、施設供用何とかシステムのところで
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聞いてもいいのかもしれないんですけれども、い

わゆる貸し出して使っていただくという形で、貸

し出すのは生涯学習スポーツ課というところにな

ると思うんですけれども、これ、今まで議会でも

しかしたらあったかもしれないんですが、昭和６

号公園団地の中にあるグランドですね、あそこな

んですけれども、最近どうもサッカーで使われて

いることが多いみたいなんですね。野球とサッカ

ーとグランドゴルフなんかもやられてるんですけ

ども、野球をやられた後というのは、ちゃんとト

ンボを引いてきれいにして帰っていかれるみたい

なんですが、どうもサッカーの人たちが、そのま

ま帰っているということで、その翌日にグランド

ゴルフの方たちが、サッカーの連中は行儀悪いな

というふうにおっしゃってるですけども、貸し出

すときに必ずちゃんと整備して返してくださいね

って、もしくは正規に借りずに勝手にやっちゃっ

てるとか、そういうことがあるんですかね。土曜

日、日曜日だと思うんですけども、いかがでしょ

う。 

○生涯学習スポーツ課長 

 公園でございますので、今質問される部分はな

いということはございませんが、普通、ある団体

で貸し切り、その団体が使うという場合は許可を

取っていただきます。 

 それで今、ここに限らず、サッカーの場合、ス

パイクが凹凸が多いというのか、激しいもんです

から、ここの公園に限らず、そういったことは発

生しております。当然終わった後にはトンボ等で

引くというようなことはマナーの中でございます

ので、そういったのは徹底してまいりたいとは思

います。 

○田中健委員 

 ここに限らずだと思う。別にどこか特定の団体

をということを私も把握してお話しているわけで

はありません。たまたまそのグランドゴルフなん

かに顔出したときに、聞いてほしいということで

市民の方から要望で、かといって直接なかなか話

することもできないので、貸し出す側のほうでし

っかりとちゃんともとあった状態、もしくはもと

あったよりもきれいな状態で、ちゃんとトンボを

引いて返すようにという指導をもう一度徹底して

ほしいという要望をいただきましたので、ぜひそ

の点、配慮のほうをよろしくお願いします。 

○生涯学習スポーツ課長 

 今申し上げましたように、徹底してまいりたい

と思います。 

○池田滋彦委員 

 先ほど質問もありまして、重複する点もありま

すが、市長の思いやりサポート事業、質問がござ

いました。私、自分の中で理解できてない部分が

あるので、再度お聞かせいただきたいと思います

が、まず、このサポート教室の配置事業ですが、

特別な支援を必要とする児童等への教育的支援を

行いというふうで、目的、効果、概要まで全てこ

の項目でうたってありますが、まず、特別支援を

必要とする児童という中身をもう少しかみ砕いて

説明いただきたいと思いますが、いかがですか。 

○学校教育課長 

 これにつきましては、まず一つは、特別な支援

をよく言われているのは、発達障がいのお子さん

ですが、２年に一度、文科省のほうでつくったチ

ェックリストというのがございまして、教員の視

点で大勢の先生方が見て、それに該当するような

お子さんを観察します。その結果、昨年度実施し

た結果ですけども、小学校128名、これは30人に

対して１人、ですから１学級に対して１人という

ことの数字が出ております。 

 ある学識経験者、ＬＤ学会の会長をやられた人

ですが、こういう方はチェックリストの２倍はい

るんではないかということもおっしゃられており

ました。 

 また、来年度ですが、障がいのある中の通常学

級にいるお子さんで通級の指導を希望している方

が小学校で44名います。ですが、実際に通級指導

教室を受けられる、大体週３時間で８人程度とい

うふうに国、県も目安をしております。そうする

と実際に今、市単で知立小学校、県のほうから東

小学校と西小学校に配置されておりますので、約

22名ほどです。ですから、あと22名については支
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援が必要となりますというふうに障がいのあるお

子さん、障がいのあるかもしれないというところ

ですね。 

 あと、肢体不自由というんですかね、体の不自

由なお子さん、これについては数名です。 

 あと、外国のお子さん、日本語指導を必要とす

る子供たちが、以前は知立東小学校に多いんです

が、年々ほかの小学校区にもふえております。そ

れがいろいろな言葉で、例えば今把握しているの

は、知立小学校でいうとポルトガル語、スペイン

語、フィリピン語、中国語を必要としているお子

さんがいますというふうに、やはり個人に支援が

必要という部分が出てきます。 

 あと、学力的に時間のかかるお子さんも多々み

えますが、そういう子への支援というふうに考え

てます。 

 以上です。 

○池田滋彦委員 

 わかったようなわからないような感じはします

が、お聞きしますが、健常者、普通の生徒と発達

障がい、これ全く分けて教育するのか、それとも

同じ教室で授業を受けるからサポートするのか、

それはいかがですか。 

○学校教育課長 

 これにつきましては、学級で全体で見るときも

ありますし、ですから35人いたときに、Ｔ１、Ｔ

２に２人でみる、あるいは小グループで５人取り

出して見る、あるいは個人で取り出すというふう

に市費で負担をということですから、市の考えで

学校長の考えを特に入れて指導に当たられるとい

うことですから、健常児と一緒に指導することも

可能でありますし、そこから全く分離するわけで

はございませんし、やはり最終的には集団生活に

適応していくということがねらいになっています

ので、そのために個々の指導が必要ということで

このような事業を考えております。 

○池田滋彦委員 

 なぜ聞いたかというと、まず一つは、サポート

するのに１日４時間、しかも非常勤ということを

考えると、それだけサポートの幅がうんと狭いよ

うな気がするんですけど、それだけできるのかど

うかが私は疑問に思うんですが、例えば担任の先

生が普通の授業をやって、それをこの時間だけは

分けて別の教室で障がいのある子供たちを授業す

るとなると全く別になるわけです。それをサポー

トするということになれば、一緒に授業すること

もあるでしょうけど、４時間という時間を考えて

非常勤となれば、それは成り立つかどうかという

のは疑問に思いますが、いかがですか。 

○学校教育課長 

 運営につきましては、年度初めに校長等が該当

の非常勤講師ですから、小学校免許を持っている

先生です。ですから、基本的には小グループの集

団で授業を進めていけばいいかなと思います。現

在でも少人数指導ということで、どの学校も実施

されておりますので、運営上問題ないかと思って

います。 

 もう一つ、担任との情報交換ですが、これにつ

きましても、全ての時間、子供と授業で接すると

いうわけではなくて、やはり先ほど申し上げまし

たように、担任あるいは関係教員との連携する時

間というのは確保しなければいけませんので、こ

れもその都度、必要に応じて行っていけばいいと

思うんですが、ただ、その日、朝来て校長に、き

ょうは何年何組のどの子と言われるのは、大変雇

われるというか、非常勤の方にとってはつらいと

ころがあるものですから、目安としては２カ月は

この学級のこの子に対してとか、このグループに

対してのどういう支援をするということを原則と

して行っております。この２カ月というのも県の

ほうで学級改善を必要とする非常勤講師の配置と

いうのは約２カ月で配置される事業がありますの

で、２カ月程度やはりある程度の目安かなと思っ

て考えております。 

○池田滋彦委員 

 やっていただくことは大変いいことで、期待し

ている父兄もございます。その方からの意見も聞

きましたので、もっと詳しく聞いてほしいという

ことでお伺いするんですが、サポートする方も資

格を持ってみえる方ですから、ある程度考えを持
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って授業に当たられると思いますが、担任との授

業のあり方、今後の接し方とかいうのは全てカリ

キュラムつくって、ある程度のスケジュールをつ

くってやらないと大変だと思うんですが、そうい

うのというのは各学校に全て任せきりなのか、そ

れとも、ある程度、教育委員会がそれを指導して

こういうふうにやりなさいと言うのか、それはい

かがなんですか。 

○学校教育課長 

 これにつきましては、やはり４月２日に校長会

がございますので、そのときにどのような運用と

いうか、指導形態ですね。今、考えているのは、

やはり４月に新しい学級担任、あるいは子供たち

も学級編成になるわけですから、そこは観察期間、

あと家庭訪問等もありますから、保護者からの声

もあります。その中で、受けて学校側としてどう

いうカリキュラムというのがあります。 

 あと、チェックについてですが、学校訪問を年

に一度必ずどの学校にも行きますので、そのとき

には必ずチェックしますし、あと、実績報告書と

いうのを毎月一回、進度表とよく言われているん

ですが、授業でこんなことやりましたということ

を報告はこちらにありますので、そういうときに

チェックしてまいります。 

 以上です。 

○池田滋彦委員 

 スタートしてみなければ、ある程度わからない

かもわかりませんが、もう一つ心配するのが、こ

のサポート教員が学校におる間は確かに力になる

と思いますが、非常勤で４時間ということになっ

て、そのいなくなった後というのは担任が１人で

サポートやるわけですか。それとも、ほかのあい

てる教員が一緒に助け合うというような形とるの

か、それはどうなんですか。 

○学校教育課長 

 基本的には学校は特別支援学級と通常の学級が

ございまして、通常の学級の支援ということで、

今、少人数指導あるいは通級指導といって週に３

時間ほど、先ほど言いました取り出しということ

で、一日中サポートが本当に必要という子供たち

がいるかというと、また数は少ないと思います。

あと、このほかに発達障がい児等支援補助員って

学生を１日３時間、週に３回来ている学生もいま

すということと、あと、必要に応じては校務主任

等もいますので、そういうところについては支援

できると思いますが、基本的には社会生活、学級

の中に適用していくということがねらいですので、

何かパニックに陥ったときのクーリングダウンす

るように、その子がクーリングダウンするとかそ

ういうときにも必要ということで考えています。 

 以上です。 

○池田滋彦委員 

 大変いいことだと思いますが、教育長、このサ

ポート事業、学校によって対応が違うと思うんで

すが、父兄に対しては、ある程度、対象になる方

たちに説明はされているんですか、それとも今か

らある程度そういうのは中身説明されるのか、そ

れをちょっと教えていただきたい。 

○川合教育長 

 今議会でこの予算が可決していただければ、要

するに、まだ保護者のほうには話をしてありませ

ん。年度が改まったところで説明をして効果的な

運用をしていきたいと考えています。 

○池田滋彦委員 

 ぜひ、ある程度の部分は説明をしていただきた

い。というのは、これにかかわる父兄の方から、

中身が全くわからない部分がありまして、預ける

んだけど不安な部分がたくさんあって、ほんとに

学校大丈夫なんですかと聞かれても、私に聞かれ

てもそれはわからないので、学校へ聞いてくださ

いと言うんですが、今、私が聞いた部分というの

が父兄の声そのままだと思うんですよね。これが

長く続けば確かにいいことだと思いますし、ある

程度の授業ができる子供は、そのまま社会生活が

できる可能性は十分ありますので、これは力入れ

ていただきたいんですが、健康な普通の子供と障

がいを持った子供の障がいを父兄が一番心配する

わけなんですね。そこのかかわり方が、子供は罪

はないから自分たちのやりたいようにやるんでし

ょうけど、教育と子供が接する部分とは中身が違
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うような気がするんです。それがうまくいったと

きはいいんですが、こじれたときは子供が障がい

者を相手にしなくなる可能性もあるので、そうい

うのをしっかり検証していただきたいのと、それ

は常に監視してもらわないと父兄のほうが心配し

てみえる部分だと思うんですが、いかがですか。 

○川合教育長 

 そういった御心配もよく理解できます。保護者

への周知、理解をしっかり図っていきたいと思い

ますが、ただ、一つ言えますのは、今現在、子供

たちも学校の中に知立市の場合は、全ての学校に

特別支援学級があって、そういった障がいのある

子たちと一緒に生活をし、ある面、協同で活動も

しています。 

 それから通級指導教室、これもふだんは通常学

級にいるんですけども、週に２時間なり３時間取

り出して指導する、そういった通級指導教室もご

く普通に今行われていますので、子供たちの理解

というのはそれほどきちんと説明をすれば、これ

はこういうことでこういう先生がついてるんだよ

ということで説明すれば十分理解してもらえて、

また、そういったいろんな個性が、発達障がいの

子だけじゃないです。先ほども学校教育課長のほ

うが例を言いましたけども、そういういろんな個

性の子供たちに対する理解も十分できるかなと思

いますが、いずれにしても保護者、子供たちへの

十分な理解、これは当然、前提として必要だなと

いうことを思っています。 

○池田滋彦委員 

 ぜひしっかりしたサポートをお願いしたいのと、

私は、保育園の園児が少し発達障がいのお子さん

と一緒に生活してみえて、子供とは全く違和感が

なく一緒に接して手をつないで助けてあげたりと

かいうのを目の当たりにしてきましたけども、あ

れがそのまま上へいって年取っても、４年生、５

年生になっても同じような形でやっていただける

なら一番いいことですけど、やはり年齢を重ねて

いくと考えも行動も違いますので、そこで障がい

者のほうがはじき出されるような形というのは考

えられるわけなんで、それも見て知ってますから、

やるからには最初からルールをちゃんとつくって

やっていただかないとうまくいかないのかなと思

います。 

 ただ、一番気にするのが、１日４時間で非常勤

というのが果たして機能するのかどうかというの

が一番私らは疑問に思うんですけども、最後に、

もう一度聞かせてください。ほんとにこれってや

り方次第だと思うんですけど、やってみなきゃわ

からないのか、それとも間違いなく大丈夫ですよ

と言えるのか、それは言えないかもわかりません

が、そこら辺の考え方を、もう一度聞かせてくだ

さい。 

○学校教育課長 

 このことについては、学校現場からもこのよう

な教員が必要だということがあって、校長もいろ

んな視野に入れて考えております。 

 あと、委員おっしゃられたインクルーシブ教育

のことも視野に入れられていると思うんですが、

障がいのあるお子さんと健常児が小さいうちから

いるということは一番大事なことで、今一番懸案

になっているのは、実は中学校の２次障害といっ

て小学校の小さい10代までにお互いに障がいとい

うことで壁をつくって、そこは中学校である意味

あらわれてくるとありますので、学校のほうにも

きちっとこの趣旨説明して堅実な運営をしてまい

りたいと思っています。 

 以上です。 

○池田滋彦委員 

 ぜひとも父兄の不安のないように、ひとつお願

いしたいと思います。 

 次に、もう一つお伺いしたいのは、予算書の50

ページ、財産収入についてお伺いしたいと思いま

すが、これでしか質問できないと私は思ったので

お聞きしますが、給食センター跡地入札で売却さ

れたと思います。２億6,000万円でたしか落札さ

れたというのを聞いておりますが、中身を教えて

ください。 

○企画政策課長 

 給食センター跡地の売却でございます。２月22

日入札を行いまして、落札金額が２億6,186万
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9,500円という形で落札されました。このことに

関しては、議長初め、各議員の皆様のほうにも御

通知を差し上げております。 

 今回、当初予算では、この売却収益は子ども施

設整備基金のほうへ積んでいくという予定になっ

ておりました。子ども施設整備基金のほうの予算

は２億円予算計上しておりましたが、ここで

6,100万円余の大きな収入を得ることができまし

たので、今後この6,000万円については、子ども

施設整備基金のほうに積んでいくのか、また新た

に今考えております公共施設の保全計画のほうの

基金をできれば、ここ９月議会までにはそういっ

た基金もつくっていきたいというふうに考えてお

ります。学校のほうからも、こういった学校施設

の整備基金としてということも聞いておりますの

で、市の中で子ども施設整備基金ではなく公共施

設、学校施設といったような形の基金をつくりま

して、そういったところへ6,000万円は積んでい

きたいなというのが、今のところ私ども企画政策

課のほうでは考えておることでございます。 

○池田滋彦委員 

 6,000万円余の予定よりも高く売れたものです

から、確かに市としては助かった話でありますが、

それについての扱いについては、まだしっかりし

た決定はなされてない。この売却については、６

月議会に補正でのるんじゃないんですか。９月ま

でいくんですか、それと、その扱いについても、

いつごろそれが出るんでしょうか。 

○企画政策課長 

 今回の6,000万円余の余剰金といいますか、お

金については、平成24年度の決算というふうにな

りますので、９月までこういう形でいきます。 

 ただ、それまでに私どものほうも先ほど申し上

げた基金をつくっていくんであれば、どこかの議

会で一度お諮りさせてもらって検討していきたい

なというふうには考えております。 

○池田滋彦委員 

 決算の９月までということになると、その間そ

の6,000万円というのは宙に浮いた形にならない

ですか。どこかで項目ちゃんとつくって入れない

と、この金ってどこへいく。宙に浮いたままで何

ともならないような形でなっとるような気がする

んですが、違いますか。 

○企画政策課長 

 おっしゃるとおり、実は来週の21日に今、契約

予定を考えておるんですけど、そうしますとそこ

から１週間以内にはこの２億6,000万円というお

金が入ってまいります。歳計外現金のほうに入り

ますので、とりあずそこに置いておくことになっ

ております。 

○池田滋彦委員 

 はっきりしたら、また議会へ出していただきた

いと思いますので、せっかく6,000万円という多

額のお金が余分に収入になったんですから、結果

的には有効に活用していただきたいと思うし、こ

の金がないときに6,000万円というのは相当な事

業ができるような気がします。はっきりした時点

でまた報告いただきたいと思います。 

 最後に、もう一つお伺いしたいと思います。 

 私、先回の議会のときにもお聞きしたんですが、

263ページの文化財の保護についてお伺いしたい

と思います。 

 ここに松並木保存委託料ということで478万円

計上されておりますが、ちょっとこの中身を教え

ていただきたいと思います。 

○文化課長 

 これにつきましては、東海道旧松並木の約500

メートルの松並木ございますが、そこにおけます

こぶ巻きとか、消毒等の委託を造園業者のほうに

していくものでございます。 

 以上です。 

○池田滋彦委員 

 要は、長く保存するための基礎的な体を入れる

その費用としてのせたものだと思いますが、これ

に関連して、あまり今回も言いたくなかったんで

すが、先回も話させてもらった谷田町の郷蔵の件。

確かに市のほうは市の文化保存ということで、史

跡保存になるということで残していただきたいと

いう意見をいただきました。 

 先回も、あれは確かに町内の敷地にあるので、
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町内が手を入れてやってもらうのが当たり前だと

かというような感じで返答いただきましたが、あ

れを修復するためには３分の１の補助しか認めて

いただけないという話をいただきましたが、それ

でよかったんですよね。 

○文化課長 

 現在、要綱どおり３分の１の補助で進めており

ます。 

○池田滋彦委員 

 そこでお伺いしますが、確かに町内のものであ

っても、これは市が指定した保存物でありまして、

残していただきたいという話があるなら、それを

壊れそうになったから修復するのに３分の１しか

補助しませんよというのはちょっと理に合わない

し、話が違うような気がしますけど、それだけし

か返答はできないのか。 

 というのは、先回も申し上げましたけど、今、

町内でももめてるんです、実際は。残すか残さな

いか。ですけど市は残してほしいという話ですか

ら、それは残す方向で検討しようよということは

言ってますが、かかる金がそんな半端な金じゃな

いので、それを考えたときに、３分の１しか補助

しません。ただ、建物は残してください、それで

は町内として、そんなむちゃなことを言われたっ

て予算はありませんよ。修復できなければそのま

まにしておけば崩れて壊れるだけですから、あと

知らないと言われたらそれはそれまで。そういう

ふうに考えて、今もめてるんですが、文化課長は、

どうお考えですか。 

○文化課長 

 歴史的に価値のある建物というふうに思ってお

ります。市の指定文化財にしたところがですね。

ですから、それを私どもが守っていく、そして所

有者の方にも同じ共有をしていただいて守ってい

ただくというのが私の考えでおりますけども。 

○池田滋彦委員 

 その考えからいうなら、せめて半額負担でも私

はおかしくないと思います。町内に残るから町内

問題であるというのあるから町内も少しはお金出

しましょうと。だけど３分の１はないでしょう。

せめて半分まで出していただければ、あとは町内

の予算か寄附でもという話出ますけど、だったら

もう要らんと言われてるんですが、副市長、いか

がにお考えですか。 

○清水副市長 

 文化財を保護していくということは大変重要な

ことでございます。基本的には文化財を所有して

いただく方にということになります。これは県の

指定でありましても国宝でありましても同じでご

ざいます。 

 そんな中で、市としても、できるだけ所有者の

方に御負担をかけずにそれをしっかり保存してい

ただきたいと、そういう趣旨で補助金の交付要綱

を定めさせていただいて現在にあるわけでござい

ます。 

 今、御指摘の３分の１が少ないのか多いのか、

また、２分の１なら大丈夫なのかと、そういう議

論はこれからもあるのかもしれませんが、現在で

はこのような形でさせていただいておりますので、

平成25年度に向けては現状の要綱を適応をさせて

いただきたいなというふうに思っております。 

 実際には、文化財にもいろんな物によっては保

存の仕方とかいろんなことで経費がほとんどかか

らないものやらいろいろ、郷蔵の場合は、当然建

物でございますから、そういったことでの費用が

相当かかるんだろということは推察されます。そ

ういったことでは、それが全て一律でいいのかと

いうようなまた議論もこれもあるのかもしれませ

んが、現状今までそういった経過の中で今の要綱

があるということで御理解をいただきたいと存じ

ます。 

○池田滋彦委員 

 この郷蔵についてもちょっとお聞きしたのは、

市内であともう一カ所ぐらいしかないということ

で、大変貴重だということをお聞きしました。確

かに古いし、もう残っておるところはないと思い

ます、実際。それを保存するのならば、やっぱり

今は副市長が言われたように要綱もあると思いま

すが、今後のことを考えるなら、そういうのとい

うのは市である程度保存していただかないと、地
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域でそれを修復して保存してくださいというのは

理に合わないと思います。話は違うと思うんです

けども、そういう意味からしたら、今後の課題と

してそういうものについては、もう一度、要綱か

らその規定も変えてでも保存する方向でもってい

くならそうしないと、それは納得しないと思いま

すが、いかがですか。 

○文化課長 

 確かに言われるとおり、後世に残していく本当

に大事な建造物だというふうには思っております。 

 こういったところで要綱が今ございますので、

私のところはこういう形でしかやれませんけども、

今後こういった声が大きくなって、皆さんがどん

な声が出てくるかわかりませんけども、建造物、

そのほかの仏像、いろんなものがあると思います。

それ何千万円とかかるようなものも建造物で指定

文化財にしてあるものもありますので、その辺は

一度こういった要綱も見直す機会が出てくるのか

なというふうには思っております。 

○池田滋彦委員 

 早急にとは言いませんが、今後そういうことは

出る可能性は十分あります。それと谷田町だけじ

ゃなくても、ほかにもそういう話は必ず出てくる

話でありまして、残す保存のことを考えるんでし

たら、ぜひともそれは市としては町内に負担かけ

てまで残すという考えじゃなくて、やはり市とし

てそれは保存するべきだというふうに考えるのは

私は当たり前だと思いますが、最後に、もう一度、

副市長。 

○清水副市長 

 文化財でもそれは個人の資産であったり、それ

ぞれの団体の資産でございます。それをどういう

ふうに扱われるかというところまで市のほうがな

かなかそこまで入り込んでいくということも難し

いというのは現状もございます。 

 そういったこともございますので、先ほども申

し上げましたけども、特に今、私、頭の中にあり

ませんけども、相当数の指定のものがございます。

そういう建物からいろんな仏像からいろんなもの

がございますので、それ全てを市がもちろん寄附

をいただいて、市の所有として管理するという方

法もこれも一つあると思いますし、必要はものは

買い上げをして市の財産にするという方法もあり

ますけども、そういうことをするには、市にそう

いうことをするだけの実際の価値とか、どんなこ

とも市民の皆さんの御理解も得ながら決めていか

なくてはいけないというふうに思いますので、現

状は、今の補助要綱の中で考えさせていただくと

いうことで御理解いただきたいと思います。 

 補助率そのものについては、これからもいろん

な議論があってしかるべきだというふうには思っ

ております。 

○池田滋彦委員 

 もう一度申し上げます。 

 最後に副市長、個人の財産という言葉が出まし

たけど、もし個人の財産ということで考えるなら、

これ壊したって全然問題ないわけですよね。そう

いう考えを持っても仕方がないというふうに私は

思いますが、それはやっぱり指定して市が残して

いただきたいという考えあるから議論しておるだ

けであって、個人の財産だといったら、もう個人

というか、それを所有権を言われるんだったら別

にそんなん残さんでもいいから壊せばいいという

結論は、それは出てきます。だって金がかかって

残すだけの個人としてはそれは考えてないわけで

すから、町内としても壊すという直前までいった

んですけど、まあまあということで市に聞いたら、

残してください、ぜひこれは貴重だからと言われ

て残すという考えを持ったときに、誰が金を出す

んだという話になった。３分の１しか出ません。

３分の１じゃあ直らないでしょうという話になれ

ば、やはりこれは市として考えていただきたいと

思いますが、最後に、もう一度お伺いします。 

 これはほんとに市が残していただきたいという

ことを考えるなら、やっぱり考えていただきたい

と思うし、今すぐやれとは言いませんが、今後の

課題としては、絶対にそれは出てくる話ですので、

もう一度、精査していただきたいと思います。答

弁お願いします。 

○清水副市長 
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 先ほども申し上げましたけども、やはり今回の

郷蔵の件につきましては、市としてもそういった

歴史的な価値のあるものだということは理解して

おります。そのことで過去にそういった文化財と

しての指定がなされて今日に至っているわけでご

ざいます。そういうことからいたしますれば、や

はり市としても、ぜひ保存をしていただくという

ことをお願いするしかないわけでございます。 

 今般、お話を伺ってますと、大変地元も厳しい

というお話も伺っておりますけども、一応現時点

ではそういったものに御努力をいただけるという

ようなことも聞いておりますので、私のほうも今

の時点では地元に対して大変ありがたく恐縮に感

じておるわけでございますけども、ぜひそういっ

たかけがえのない、委員もおっしゃいましたよう

に、それ要らないよということで壊してしまった

ら、それはもう新しいものをつくるということは

できるんでしょうけども、今の形のものを現状回

復というんですかね、そういう形で残すというこ

とはできないわけでございますので、そういった

意味でも、そこは御理解いただくというか、よろ

しくお願いをしたいなというのが本心でございま

す。 

○水野委員 

 予算概要の52ページ、家具転倒防止推進事業に

ついてお伺いします。 

 この事業は、今年度までは福祉課と長寿介護課

で実施していて、特に高齢者及び障がい者対象と

いうことだったのを一般市民に広げて家具転倒防

止を推進するということで、この事業ですけど、

120万6,000円ということが計上されております。

家具転倒防止器具購入100世帯分となってますけ

ど、この100世帯というのは写真で一対で１世帯

というふうに考えて、どういうふうに考えたらい

いんですか。１世帯で５つも６つも、あるいは10

個ほしいと言われて、それが100世帯いただける

のか、この辺がよくわからないんですけど、説明

していただけますか。 

○安心安全課長 

 今、委員がおっしゃられたことについて、私ど

もが今まだ要綱等もできてませんので、考え方と

して御理解していただければと思っております。 

 まず、この１世帯8,000円程度を予定しており

まして、この写真に載っておる、たんすの上に張

りつけるような金具が一つだけというだけという

ことではなくて、私どもがカタログみたいなもの

を用意しまして、8,000点、点でも円でもいいん

ですけど、8,000点になる程度のものをお配りで

きればというふうに考えております。 

○水野委員 

 ということは、8,000円分でどれだけできるか

よくわからないんですけど、これが幾らするのか

というのもよくわからないんですよね。 

 だから、期待してたはいいけど１個だけですよ

と言われちゃったらね、皆さんに申し込みが多い

からということで、100世帯分って書いて、すご

く気前がいい感じがするんですけど、ふた開けて

みたらということもあるかもわからないし、それ

から、もう一つ、この120万6,000円というのは、

家具転倒防止器具設置委託って書いてます、この

経費も入ってるんですか。これは全く別で、器具

だけのお金なんでしょうか、どちらなんですか、

これは。 

○安心安全課長 

 まず、最初のほうの品物でございますけれども、

8,000円相当で、例えばコーナンとかカーマに見

に行っても、まあまあのものは買えます。それか

ら、転倒金具等は安価でございますけど、家具に

穴を開けなきゃいけないということで、今なかな

かいい製品も出ています。ただ、それが数千円も

するようなものはなかなかございませんので、何

点かは御提供できるかと思っております。 

 それから、もう一つの質問のほうの家具転倒防

止推進事業でございますが、委託料は30世帯、こ

れは前年までの福祉関係で補助をされておったこ

とと内容は同じでして、労務賃というか、手間賃

をお払いするだけで、物は入っていません。です

ので、100世帯のうち30件を引けば70世帯を一般

の御家庭にと考えております。 

○水野委員 
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 この家具転倒防止器具、新規でこのタイプのも

のを購入するという、大体こういうタイプのもの

ですね。それから、今、長寿介護課である穴をあ

けるタイプ、あれ非常に評判悪いんですよ。私、

持って行ったら、ぼろかす言われましてね、職員

のほうも、これは議員だめだよと職員ですら言う

んですよ。穴あけてと、安心安全課長、自分のと

ころの家具に穴あけれます。奥さん、怒られませ

ん。ちょっと無理だと思うんですよね。それから、

こういうところに柱がなければだめだし、賃貸だ

ったらあけれないじゃないですか。あれを引き続

き、ここの中に入れていくんですか。あれは廃棄

処分するんですか。どちらなんでしょうか。 

○安心安全課長 

 評判が悪いということで委員はおっしゃいまし

たが、今、地震もいったことですけども、確実な

のは、あの金具が一番確実です、今のところ。 

 ただ、家具に穴をあけるとか、花嫁道具で持っ

てきたものに穴をあけるというのは、確かに私も

抵抗があります。先ほど言いましたように、製品

として両面テープみたいなもので張りつけて、か

なり強度があるものとか、ジェル系だとか、チェ

ーンでなるべく穴をあけないようにとかいう製品

も結構出てますので、そちらのほうに多分シフト

はしていくだろうと。 

 ただ、今あるものを捨てるというのは非常にも

ったいないし、それが確実であることは確実です

ので、それが使っていただければ点数は低いこと

になるし、それは御希望があれば取りつけのあっ

せんしかできないですけれども、そういう何回か

やれば、たけとるシルバー人材センターの方もみ

えるそうですので、そこで考慮していただければ

と考えております。 

○山﨑委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後４時59分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後５時08分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○水野委員 

 途中で切れてしまいましたので、ちょっと思い

出しながらですけど、以前使っていたものもぜひ

使ってほしいということを言われましたけど、ほ

とんど先ほど言われるとおり使ってないです。で

すから新しいのに変えていただきたいと。古いの

が、以前のやつは古いと言ってはいけませんけど、

以前のものが確実だといっても、使う人がそれを

望んでないだからこういうのになるわけですよね。

だって隣の生涯学習スポーツ課長なんか笑ってま

したよ、これはつけたくないなっていう顔して。

そういうもんですよ。だから新しいのに変えてい

けばいいじゃないですか。古いのはどうしてもつ

けたいという人はつけていただければいいと思い

ますけど、古いのはどれぐらいあるんですか。そ

れ調べてます、長寿介護課のほうで。聞いてます

か。 

○安心安全課長 

 在庫は確認しておりません。 

○水野委員 

 確認してください。たっぷりあるみたいですよ。

私、聞いた限りだと、もう４種類ぐらいありまし

て、ぜひ議員使ってくださいと。使えないですね、

なかなかあれでは。 

 私、ちょっと気になったのが、この家具転倒防

止器具設置委託ということで、30世帯ということ

で手間賃ですね、なかなか自分ではつけれないん

ですよ。冷蔵庫とかこういったのもつけれますよ

ね、このタイプだったら。今、写真出てるやつだ

たらね。概要に出てる。なかなか素人だとうまく

つけれないですよ、このタイプでも。 

 渡したはいいけど、あなたたち勝手につけなさ

いというのも、これもいささか市民サービスに欠

けると思うんですよ。ぜひこれやっぱりね、つけ

ていただきたいですね、各専門の方に。そうしな

いと、つけるのは面倒くさいわとなっちゃうよう

な気がするんですね。 

 それと、こういうタイプのやつをつける方もみ

えるんですけど、形だけでね、私も何件か見させ

ていただきましたけど、うまくついてないという
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感じがするんですね。やっぱりフィットする形で

つけていただきたいと思うので、ここの30世帯じ

ゃなくて、全部つけるという形、そういうふうに

していただきたいんだけど、これはどうでしょう

かね。 

○安心安全課長 

 私ども防災の考え方は、自助、共助、公助とい

う今、盛んに言われておるんですが、この家具転

倒防止につきましては、自助として私どもは受け

とめておりますので、できれば御自分でつけてい

ただきたい。 

 ただ、そういうできない方とか、なかなかやっ

ていただけないということであればシルバー人材

センターへ御紹介をするという形で行っていきた

いと思っております。 

○水野委員 

 シルバーのほうに頼んだら幾らぐらいになるん

ですか。 

○安心安全課長 

 資料で見ますと、日当でお一人5,600円だった

と記憶しておりますが、日当がもし違っておるよ

うでしたら、また後で御報告させていただきます。 

○水野委員 

 5,600円だったら、相当高いじゃないですか。

カーマの人に来てもらってつけたほうが絶対安い

ですよ。全然おかしいですよ、これ。安心安全課

長、仕事熱心だから、安心安全課長が行ってつけ

てあげたらどうですか。それぐらいの気持ちでい

てほしいですよ。ちょっとシルバーに頼みなさい

よなんていうのは冷たくないですか。いかがです

か。 

○安心安全課長 

 繰り返しになりますが、そもそも家具の転倒は

御自分でやる自助の中のものであるという位置づ

けをしておりますので、あっせんをさせていただ

くところで御勘弁を願えればと思っております。 

○水野委員 

 それは物をという形で、これは普及しないです

よ。自分でつけるってなかなか面倒くさいものが

あるんですよ。うまくいかない。組み立ての家具

とかそういったので自分でなかなか組み立ててや

るの面倒くさいからということでね、今お願いし

て組み立てて、それを運んでもらうという人、結

構いるんですね。それと同じで、なかなか自分で

やれといってもやらないと思うんですよね。 

 だったら100世帯というふうに書いてあるけど、

普及するかどうかわからないと思いますよ。当然

つけてもらえるものだというふうに私のほうに問

い合わせがあった方も市のほうでやっていただけ

るんでしょうと言われたときに、長寿介護課行っ

たら、いや、できませんと、そういう答えだった

んですよね。ましてや、あの変な形の穴をあける

タイプだから余計普及しない。せっかくこういう

新しいタイプになってもね、普及させるというと

ころはもたないと、予算取ってる意味ないじゃな

いですか。そう思いませんか。 

○安心安全課長 

 委員のおっしゃることも一説ではあると思って

おります。 

 ただ、私どもは、やはり位置づけとしては御自

分でなさることは御自分でなさってくださいとい

うのが今の防災行政の方針がほとんどでございま

す。そこまでつけるということについては、今回

は考えておりません。 

○水野委員 

 総務部長、せっかく予算取っても、また残っち

ゃいますよね。だから、その辺の考え方は、やっ

ぱり今後改めていかなきゃいけないんじゃないか

なと。100世帯分取って、それは高齢者の方や障

がい者の方たちの部分については、それはやって

いただけるということで、ある程度はけるかもわ

からないけど、あと70世帯分はけるかどうかわか

らないじゃないですか。その部分を、やはりそん

なにお金をかかるもんじゃないと思いますので、

例えば６月ぐらい、あるいは12月とかいう形でま

とめた月で一斉につけてあげるとか、そういうふ

うに考えていただけないですかね、どうでしょう

か。 

○総務部長 

 これにつきましては、安心安全課長が今説明し
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たとおりに、うちのほうはそういうようなことを

やりまして呼び水というような形で、全部の家具

につけるというふうにもそんなことは思っており

ませんので、うちのほうも一般質問で質疑等でお

答えしたんですけど、いろいろなパンフレットを

つくりまして、その中から選んでもらうというよ

うな形をとりますので、今言われた金具とかそう

いったものが嫌な方はやめてもらえればいいし、

金額的には8,000円以内でどれぐらいのものがな

るかというのがわかりませんけど、その中で、安

いものならたくさんつけてもらうことができるし、

高いものだというと少なくなるというふうに思う

んです。そういったものを一回つけると、ほかに

もというような形になると思いますので、うちは

そういうようなことをねらってるということで御

理解していただきたいというふうに思っています。 

○水野委員 

 宣伝という形でね、こういうものがあるという

ことで市としてはどうですかという形でつけると

ころまでは面倒みれないという、今そういう御答

弁だったというふうに思うんですね。しかし、こ

れはできるだけサポートしていただきたいなとい

うふうに私はやっぱり思います。 

 それで、この事業、今、総務部長も言われまし

たけど、やっぱり広く宣伝しなきゃいけないと思

うんですね。じゃないと、こういうことがあると

いうことを知らない方も多々あると思うんですね。

ですから、今方法としてどういったものを安心安

全課長は考えてみえるでしょうか。 

○安心安全課長 

 実は、先例というか、防犯グッズが最初の９月

に補正出させていただいて、なかなか人気が出て

こなくて、12月まではほとんど１人、２人訪れた

だけなんですけれども、年が明けまして、かなり

の数が、40人近くあったということをずっと検討

しますと、市役所が私どもがやった広報とか商工

会にお願いしたり、区長に区長会でお願いしたり

とかいろいろやったことも効果はあったんでしょ

うけど、やはり口コミで、先ほど総務部長が御答

弁させていただきましたけれども、どこかで呼び

水になると広がっていくというのが今回わかった

ので、なるべく細かに皆さんにお知らせして、こ

ういう事例がありますよみたいなところも写真を

撮らせてもらったりして説明して、広く知らして

いくことが大事だなとは思っております。 

○水野委員 

 せっかく予算を取って、つけていただくのはな

かなか難しいけど、専門の方とかね、だけどせっ

かく100世帯ということ、今年度だけでしょう、

これ。また広く要望があれば次年度も予算要求さ

れるかもわかりませんけど、今年度ということで、

今言ったとおり普及させてもらって、これ、悪い

ことじゃなくてすごくいいことなので、だから、

ぜひこれやっていただきたいということで、今言

ったように区長会とか商工会も含めて、広くあな

た自身が写真を撮っていただいて、自分の家でも

いいのでつけていただいて、それを宣伝していた

だかないとまずいと思うんですね。また、下のテ

レビ、市役所の、あれなんかでも使ってもいいと

思うんですよ。そういうふうに広く考えていただ

きたいなと思うんですね。 

 だから、地震というのはいつ起こるかわからな

いということを言われていますので、このあたり

のことを一回しっかり考えていただきたいですけ

ど、この答弁聞いて、また次の質問に移りたいと

思いますので。 

○安心安全課長 

 委員がおっしゃられたとおり、あらゆる手段、

いろいろ使っていただいて、いろんな新聞の中に

も広報とかも全て使って、使えるものはなるべく

お金をかけない範囲で知らせていきたいと思って

おります。 

○水野委員 

 この家具転倒防止の器具ですけど、新しく家を

建てられる方は、今クローゼットという形でね、

今まであった家具は設計士初め、工務店にしっか

りつけてもらう形、私のところもそうだったんで

すけど、どちらかというと、こんなこと言っては

失礼ですけど、結構古いおうちの方が、そして家

具があるという方たちが多いと思うんですね。で
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すから、耐震の部分も含めて、こういう方たちの

やつはやっぱり広く宣伝していっていただいて使

っていただくことを推進していっていただきたい

と思います。 

 次に、予算書の263ページの文化財保存事業で

一般質問させていただきましたが、荒新切ですね、

この質問については高橋委員のほうからも私のほ

うからも質問させていただいて、やっと少し動き

出したかなという形だと思うんですけど、この今、

荒新切の保存用の整地整備委員会ですね、この報

償金ってなってますけど、何人で構成されておる

んでしょうか。 

○文化課長 

 荒新切につきましては、現在、７名の予算をつ

けております。 

○水野委員 

 本会議で教育部長が座長は藤井かなゑさんとい

う形になってると。あとの方たちは、どういう方

たちがメンバーに入ってみえるんですか。 

○文化課長 

 文化財保護委員が藤井さん、清水さん。 

 正明さんでしたかね。ちょっと今、資料がござ

いませんが。それと、あと一人は学校の先生も入

っております。杉浦先生でしたけど、具体的に名

前が出てきませんけど。あと、市の職員の都市計

画課の公園係も２人ほど入れております。それか

ら、大学の講師の方、以前、県の文化財室長をや

られておりまして、非常に遺跡には造詣の深い方

でございます。あと、頭の中で今７人ほどでした

けども、思い出せませんので。申しわけございま

せん。 

○水野委員 

 ７人ほどで構成して、最終的に取りまとめて、

これは私、一般質問もさせてもらっておるんです

けど、20年間ほっとらかしなんですね。いつぐら

いをめどにということを最後にちょっとお聞きし

たいんだけど、その前に、この荒新切遺跡保存用

地草刈り委託料というのは56万7,000円出てるん

ですね、今回も。これって随意契約されているん

ですか、これ。 

○文化課長 

 これは３社の随意契約になりますけども。 

○水野委員 

 どこの業者ですか、教えていただけますか。 

○文化課長 

 ちょっと今は手もとにどこの業者たちというの

がわかりませんけども、宝寿園でしたかね、間違

いないと思いますけども。今ここのところで。 

○水野委員 

 後で教えてください。 

 これね、56万7,000円ということで、この金額

というのは妥当なんですかね。これこそシルバー

とかやっていただいて、草を運んでいただいても

いいような気がするんですけど、この点はどうな

んでしょうか。 

○文化課長 

 確かにあそこは2,700平方メートルほどの広い

土地があります。それで年３回ほどの草刈りをし

ていただいております。かなり出た、刈った草も

処分というのがございますので、業者のほうにお

願いしていくというような形をとっております。 

○水野委員 

 そこから波及していてね、畑や田んぼを持って

いる方たちも自分で刈ってる方も結構みえるんで

すね。だから、年３回で56万7,000円取ってます

けど、約50万円ぐらい毎年取ってると思うんです

ね。20年間で1,000万円、大変もったいないと私、

思うんですね。 

 以前、高橋委員のほうからも、こんな計画どう

だというものが示されたような気がするんですね、

私、見させていただいた覚えがあるんですね。だ

から、一日も早く設計していただきたいですよね、

公園として。もう準備できてる気がするんですね。

教育部長もこうやっていただけてるし、市長もあ

ったほうがいいということは前々から言ってるん

ですね。どこがストップかけてるんですかね。ど

うですか、これ。財政のほうで、企画のほうでは、

こんなん必要ないってストップかけてるんですか、

どうですか。 

○企画政策課長 
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 私どものほうで各課のほうからあがってくる事

業に関しては一応査定を行っておりますが、当然

のことながら担当、また企画部長含めて査定を行

っていく中で、私どものほうの立場でだめだとい

うことは一切ございません。 

○水野委員 

 今、企画のほうからだめだということは一切な

いと。どうして20年間も進まないのかという非常

に気になるんですね。御努力されていると思うん

ですね、市教委のほうは。これはどうなんでしょ

うかね、副市長。 

○清水副市長 

 先ほど来の話に出てますように、今、どういっ

た形でやるかということを検討していただいてい

るということでございますので、そういうものが

まとまれば、それをいつどんな形でやるか、その

ままやればいいのか、それはそのときの答えによ

って今後また検討させていただくということにな

ろうかと思います。 

○水野委員 

 先ほど池田滋彦委員のほうからもありましたよ

うに、市のほうでやりたいとこれは言った事業な

んですね。わざわざ土地を購入して遺跡として残

したいと。であるならば、もう20年待ってるので、

これは一刻も早くやってほしいんですね。きのう、

きょう出た話ではないと、私そう思うんですね。

だから、すぐやっていただきたいと。市教委のほ

うはやりたいと。市長もと。今、財政のほうの企

画のほうもとめる話はないと。どこでどうなって

いるのかと、これ、長年練ってても仕方ない話な

んで、23号線下のところはすぐできました。ここ

はどうしてできないんでしょうかね。遺跡を掘る

わけでもないでしょう。掘って今から研究してと

いうことでね、ものすごい時間がかかるとか、そ

ういうことあるんですか。どうでしょうか。 

○文化課長 

 遺跡のほうは、平成14年から平成16年にかけま

して発掘のほうは一部ですけども終わっておりま

す。今後出てくるものがあるかどうかは、また調

べないかん部分、造成工事の中で出てくる場合も

あるかもしれません。 

 先ほど草刈りのほうは、今、予算を調べており

ましたら2,400平方メートルが草刈りの対象にな

っております。ですから、3,000平方メートルの

中で2,400平方メートルぐらいは草刈りの対象で

ありますけども、ここをいろんな今から委員たち

に見ていただきまして、今後こういった遺跡を管

理しているような市町のほうにも一回視察に行き

まして、どんな形で知立市の遺跡が一番ふさわし

いかというようなこともこの委員会の中で一回検

討していくということを前回の平成24年のときに

は話が進んでおります。 

○水野委員 

 今、猿渡川も河川改修されてまして、きれいに

なると思うんですよ。多分、新林あるいはアピタ

のあたりぐらいまでいくんじゃないかなと思うん

ですね。そういったことも散歩みちとして大変い

い場所になってくると思うんですね、遺跡公園の

ところは。仮ですけどね、まだ遺跡公園になって

ませんので。 

 ぜひそういった意味でも、一日でも早くね、こ

んな20年間もほっとらかしにしていてね、これは

やっぱりまずいと思うんですよ。教育長、どうで

しょうかね。一刻も早くやりたいですよね。お願

いします。 

○川合教育長 

 昨年のこの荒新切遺跡保存の委員会立ち上げの

ときに、もちろん自分も同席をしました。各委員

それぞれの思いというのがあって、これはほんと

に市民にとってどういう活用の仕方、どういうス

ペースにしたらそれは活用できるのか、子供たち

の学習のこと、あるいは市民の憩の場として歴史

的な思いをはせるような場所になるかと、いろん

な御意見が出ていて、皆さんが、いいそういうも

のをつくっていきたいねというところでまとまっ

ていて、ただ、どういう方向でというのがまだ決

まってないですが、とにかく一歩を踏み出したと

いうのが間違いないですので、これまでの過去の

20年間についてはあれですけども、今後について

は具体的にいろんな思いを一つの方向にいくよう
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な形で進めていきたいなということを思っていま

す。 

 時期的に早く早くというのは、なかなかこれま

での経緯もあるし、場所的にあそこが市民にとっ

て行きやすいのかどうかとか、いろんな条件のこ

とを皆さんが御意見なんかが出てきたので、そう

いうことを集約しながら方向性を見つけて進めて

いきたいと、そのように考えています。 

○水野委員 

 これで質問閉じますけど、一歩を踏み出したと。

これは教育部長が後押ししてくださって、こうや

った形で委員会が設置された。これは大きな功績

だと思うんですね。 

 だから、もう調ったわけですよ。ですから、何

とか、それはすぐにはできないかもわかりません

けど、また20年たってなんていうのはね、それこ

そ総合グランドつくるわけじゃないので、これは

早くやっていただきたいと思うんですね。 

 最後に市長、市長もこれは必要だということを

お認めになっていると思うので、この辺のところ

を市長のお考え聞いて質問を終わりたいと思うん

です。 

○林市長 

 20年前にこの土地を買ったその思いをしっかり

ともう一度我々も踏みしめてやっていく。今、教

育長申し上げましたように、第一歩が出たわけで

ございます。拙速にやって後に後悔してはいけな

いわけでございまして、やっぱり委員の御意見を

集約して、いいものができればなと思っておりま

す。 

○久田委員 

 短時間で終わりますので、済みません。 

 予算の概要の、私、聞くだけですから、９ペー

ジ、このグラフを見て、黒いところが一般会計で

白いところが特別会計で黒いところが水道事業会

計で、平成21年度、平成22年度、平成23年度、平

成24年度、平成25年度とだんだん一般会計のとこ

ろがふえとるわけだね。特別会計のところではほ

ぼ横並びかなと、水道会計も横並びかなと。起債

自体は平成25年度はどんとふえちゃっておる。平

成24年度は若干ふえて、平成25年度ふえちゃった

と。ここら辺はどういうふうにお考えですか。お

考えですというか、これを見てどんな感想を持っ

ておられますか。 

○企画政策課長 

 久田委員が懸念されてみえることと私が今考え

ておることは多分同じかと思います。随分、臨財

債初め、土木債ふえてまいりました。以前は借り

てなかったものも最近借りるようになったという

こともありまして、この起債がどんどん膨れ上が

っていく、そしてまた、残高も年々増加しておる

というような現状でございます。 

 今、進めております事業のほうを進めるべくこ

とでの現状かと思いますが、しばらくはこのよう

な形で、まだ増加していくのではなかろうかとい

うふうに考えます。 

○久田委員 

 ありがとうございました。 

 ここで見ると民生費だとか、土木費だとか、教

育費とか、減税補填債とか、その他のものだとか

下水道だとか水道は横並びか、減ったりふえたり

で、そんなに変わってないんだけども、臨時財政

対策債、いつも言うんだけど、平成21年度が構成

比でいくと16.3％、平成22年度は18.8％、平成23

年度も21.7％、平成24年度は23.5％、ことしに至

っては24.4％、どんどん平成21年度だと残高が40

億1,500万円、平成25年だと60億1,000万円、25億

円ぐらいふえちゃっておるもんね。ここら辺は慎

重にやってください。 

 次に、19ページ、市民税の関係で、個人市民税

は7,989万1,000円ふえるということですけど、法

人市民税が５億50万円で横並びになっておるけど

も、ここら辺は過少見積もりじゃないかなという

ふうに思うんですけど、いかがでしょう。 

○税務課長 

 法人市民税につきましては、相当予想というの

はつけにくいものでして、平成24年度の決算にお

きまして、富士機械でございまして、市内の一番

大きい会社ですけども、それにおきまして、平成

25年度３月決算におきましては、大体36億円の利
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益があるという予想でしたけども、うちのほうと

しましては、それを26億円ぐらいの修正があるの

かなというふうに予想しておったんですけども、

今回１月のときに単価が出まして、その富士機械

におけます予想としましては、現在３月決算にお

きましては22億円だという報告を受けております。 

 ただ、それ以外のトヨタ関係につきましては、

現在景気が大分よくなってきておりますので、平

成25年度におきましては、それ以外の法人市民税

におきましては、ある程度伸びていくのかなと。 

 ただ、富士機械におきましては、反対に還付が

発生して平成25年度の収益はほとんどなくなるで

あろうというふうに思っておりますので、最終的

には平成24年度と同じ５億円もしくは場合によっ

ては減をする場合も出てくるのかなと。 

 ただ、今の状況からそのままいけば、トヨタ関

係が景気がいいものですから、場合によっては増

も考えられるということで、ちょっと予想がつか

ない状況であるという状況でございます。 

○久田委員 

 わかりました。そのときは９月とか12月で補正

するということですね。 

 市たばこ税については、ここは、さっき高橋委

員もおっしゃってみえたけど、比較すると8,720

万円の増になるんだけど、これは税率増によるも

のじゃなくて、県としてのたばこ配分が変わると

いうことで増額になるんですかね。 

 次に、地方消費税交付金、これが4,000万円ば

かりドロップするんだけど、やっぱりこれも私は

アベノミクスの関係でふえるんじゃないかという

ふうに思うんですけど、ここら辺はいかがでしょ

うか。 

○企画政策課長 

 こちらのほうの金額につきましては、こちらに

書いてございますように、地方財政計画市財計画

のほうの見込みということで、今年度なかなか市

財計画が出てあがっておりません。今回見込みと

いうことになっておりますが、今のところ、県の

ほうから情報いただいたものを考えながら推測し

た数字ということで、もちろんこの額よりも上回

ってくれば、今後、補正のほうで増額をさせてい

ただくというふうに考えております。 

○久田委員 

 多分これも補正組むようなことになると思いま

す。 

 最後に、地方交付税ですけど、臨時財政対策債

借りたり、今回知立市補正予算３月追加というの

で、これも交付税の関係、交付税がもらえるもら

えると盛んに本会議の一般質問でも言ってみえた

んですけど、いつもいつも普通交付税が３億円で

特別交付税が5,000万円で３億5,000万円という書

き方、これも横ばいになっておるんだけど、ここ

ら辺が交付税がもらえると本会議でいつもおっし

ゃられるんだけど、この横ばいというのは私、納

得できんのだけど、ふえていくんじゃないの、こ

れ。いかがです。 

○企画政策課長 

 今後の基準財政需要額収入額が推移によってこ

の金額が変わってくるわけでございますが、今年

度も昨年度と同額という形で計上させていただい

ております。今のところ、今年度の決算見込みを

３億円を少し切ります。たしか２億9,700万円ほ

どかと思います。うちのほうが、今のところ試算

といいますか、推定で出したところ、そう大幅な

増減はないのであろうということでの計上になっ

ておりますが、今後これにつきましても、正確な

数字が出次第また増額、減額になる可能性もあり

ますが、そういった形で補正を考えております。 

○高橋委員 

 平成25年度の当初予算なんですが、今、久田委

員も債務について若干おふれになったんですが、

市民税が少々増収、法人市民税は今回の補正の２

億円というものも予定していたんですが、当初予

算ととんとんと。さっき出たんですが、富士機械

は中国との取り引きがなかなか大変だというよう

なお話を聞いているんですね。中国での商品の販

売といいますか、中国市場がなかなか今は厳しい

というようなことも聞いているわけでして、なか

なか思うに任せない、こういう環境ではないかと

いうふうに推察をいたします。そういう意味では、
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税務課長の答弁も納得できるといいますかね、う

なずける内容かなというふうに考えます。 

 そこで臨時財政対策債と基金の繰り入れという

ところで御案内のような処理がされているんです

が、私、念のために一つお伺いしておきたいのは、

臨時財政対策債の平成25年度の借り入れ限度額は

幾らなんでしょうか。今回は７億6,000万円の計

上ですが。 

○企画政策課長 

 これにつきましては、まだ正式な金額が出てお

りません。したがって、今の限度額が７億6,000

万円という形で考えております。 

 今後、計算した中で額が変われば、またお示し

をしたいというふうに思っております。 

○高橋委員 

 限度額いっぱいと、当初の段階でね。これも平

成24年度は途中で２億円ほど借り入れをふやされ

て対応したという経緯がありますので、そういう

流れを踏まれるのかなというふうに御推察をいた

します。 

 そこで当市の歳出増に対応していくために、さ

っき言った臨時財政対策債並びに財政調整基金で

すね、この環境は必ずしもよくない、前年度に比

べて環境は厳しくなってきていると、こういう中

で、今回、先ほど池田滋彦委員もおふれになりま

したが、財産収入、50ページになりますが、不動

産売り払い収入が計上されております。２億

1,800万円、内容について御説明ください。 

○企画政策課長 

 51ページのところに土地売払収入２億1,800万

1,000円とあります。ここの中で、私どもの企画

政策課のほうが保有しております普通財産の分が

6,800万円、残る１億5,000万円については補正予

算でこの平成24年度も減をしました都市開発課の

ほうが土地利用を考えておるということでの金額

になります。 

 したがって、この6,800万円の内訳でございま

すが、今のところ予定しておるのは、長田２丁目

の県警宿舎跡地、ここが563.66平方メートルござ

いまして、一応うちのほうで今のところ売却予定

価格としては平米で10万円あたりかなという予想

で5,636万円ほど。 

 もう一点が、山屋敷町、公民館の横でございま

す。ここに150平方メートルほどの小さな場所が

ございまして、そこが平米７万8,000円当たりで

考えております。そこが1,177万円ほどですか、

ということで、合計で２カ所を今、予定しており

まして6,800万円を普通財産の売り払い収入とい

うふうに考えております。 

○高橋委員 

 長田２丁目県警宿舎跡地、山屋敷町は、かつて

の公民館の駐車場だったところだというふうに理

解をいたします。合わせまして6,800万円、これ

は歳出はどこに充当されていくんでしょうか。 

○企画政策課長 

 こちらにつきましては、まだ基金を積んでいく

という予算計上にはなっておりません。したがっ

て、今の段階では一般財源歳出のほうで使われて

おるというような状況になっておりますが、今後、

先ほど来ちょっと答弁しました将来にわたっての

保全計画、また、学校を初めとする公共施設の保

全計画のための基金を早い段階で一度検討いたし

まして、そういった基金のほうに充てていきたい

と。 

 そうなった際には今現在も歳出で埋っておりま

すので、財調を逆にそちらのほうへ積み立てるだ

とか、そういった方法を考えねばならないという

ふうに考えております。 

○高橋委員 

 平成25年度の歳出は子ども基金52万5,000円、

これは子ども基金の利息分ですよ。これが137ペ

ージに子ども基金の積立金ということで載ってい

るんです。私は、少なくともここへ6,800万円を

入れないかんと思っています。今回は、そういう

措置がされていません。 

 つまり、かつて言われましたように、先人が

営々として大事に育て、今日まで育んできた公有

財産を売却するんですが、それをお金に変えたら

なくなってしまうと。だからそういうことはいけ

ないので、基金に積んで将来のしっかりとした方
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向性を見出しながら基金に積んで対応していくん

だというのが答弁でしたし、今回の議会でもそう

おっしゃいました。 

 ところが、平成25年度予算はそうなってないん

じゃないですか。これ、一遍ばらばらに散らばし

ていって、もう一遍集めるわけですか、6,500万

円を。もう一遍集めるということですよ、先ほど

の企画政策課長の答弁は。 

 私は、基金がどういう形の基金をどうつくった

らいいのかが明確になるまで普通財産は売るべき

ではないと。少なくともね、そうだとしたら。あ

るいは子ども基金にさらに充当していくというな

ら、今回の6,800万円は子ども基金に入れなきゃ

だめですよ。子ども基金ばかりじゃいかんのだと。

学校もあるし、公共施設の保全計画もあるので、

子ども基金ばかり偏って入れちゃいかんというな

らば、その方針がはっきりするまで普通財産の売

却を待たれればいいじゃないですか。平成25年度

予算で普通財産を売却しないと、これ歳入が歳入

欠陥になるんですか、ちょっと聞かせてください。 

○企画政策課長 

 今回こちらの6,800万円が仮に今年度売却をし

ないということになりましたら、財調のほうが今

回繰入額のほうがその分だけふえてくるという形

になると思います。 

○高橋委員 

 だから、そういう処理をされればいいですよ。

そうでなくて、普通財産を売却するということで

あれば、当然それを受ける基金がどういう基金が

妥当かということが庁内の中でしっかりと意思統

一されて、内外ともにしっかりとした説明責任も

果たせると、この土地を売るに当たって。こうい

う基金で受けさせてもらいますと。なぜなら、か

くのごとく理由によって受けさせていただきます

と。だから6,800万円は今回処分させてください

と。そのかわり、こう受けますよと。ここの財政

的な裏づけや方向性がないまま、何でこうあわく

って売るんですか。これ、公約違反じゃないです

か、答弁と。 

 さっき池田滋彦委員がおっしゃったように、２

億6,000万円で売れちゃったと。２億円で予定さ

れたんだわ、平成24年度は。その２億円はどうす

るかというたら、子ども基金に入っておるわけで

しょう、平成24年度は。これは理が合っています。

売ることがいいかどうかはともかくとして、皆さ

んの主張は一応理解できますがね。２億円で売れ

るから２億円の子ども基金を積み立てますよ。だ

から先祖の皆さんの大事な土地は、こうやって大

事に子供たちのために使わさせてもらいますと。

ぱらぱら花咲かじじいのようにばらまいちゃうわ

けじゃありませんよと、こうやられたわけだわね。

これは一つのセオリーですよ。 

 ところが、今度は２億6,000万円で売れちゃっ

たと。しかも契約が３月の末だと。6,000万円ど

うするんだと。補正ができないので、これは歳計

外現金ですよね。予算にのらない現金なので、こ

れは決算で処理するしか処理の仕方がありません。

だから、この6,000万円の行き場が決まらないと

いうのは、これは理解しますよ。歳計外現金です

からいいですよ。お互いにそれは6,000万円入っ

てねと。今度6,000万円をどういうふうに使われ

るのか。決算でね。繰越金で残ってくるわけです

から、これはこれでいいと思うんです。 

 ところが、当初予算で金額は6,800万円だけど

も、この金額で普通財産を売却するというなら、

どこで受けるかという基金を明確にされて、そこ

で歳出歳入の帳じりを合わせなかったら、これは

うそじゃないですか。何でそういう処理ができる

まで普通財産の売却を留保されて、それで財政調

整基金をあと6,500万円、800万円入れれば歳入欠

陥なしでやれるわけでしょう。何でそういうこと

ができないんでしょうか。私は疑問でしょうがな

い。明確なお答えをいただきたい。 

○企画政策課長 

 高橋委員のおっしゃるとおりかと思います。私

どものほうも、口では売却したものは基金へ積ん

でいくということを再三申し上げ、私どものほう

としては、当然そういうふうにしていくものとい

うふうに考えております。 

 そうした中で、今回当初予算の中でも、この
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6,800万円の分だけは何らかの基金で積み立てる

というような予算計上が一番ふさわしかったとい

うふうには考えております。反省しております。 

 ただ、6,800万円を子ども施設整備基金のほう

にそのまま積んでおくべきものなのか、また、先

ほど来、話しております別の基金をつくっていく

ものなのかということがまだ私どものほうで一つ

のものがどういった方向が示すことができなかっ

たということで、このような状況になってしまっ

て、まことに申しわけございません。 

 ただし、必ずこの6,800万円は近い議会での中

で基金をつくりまして、新たに積んでいく、また、

この分については子ども基金施設整備基金のほう

へ積んでいくといういった形での補正で示させて

いただきたいと思っております。 

○高橋委員 

 念のために、子ども基金というのは平成24年度

末で幾らになるんですか。基金残高。 

○企画政策課長 

 子ども施設整備基金については、当初1,000万

円積み立てておりますので、そこに今回２億円入

ります。また、利息のほうが若干そこに入ってま

いりますので、その分がプラスされていきます。 

○高橋委員 

 子ども基金に２億1,000万円入ったと。6,000万

円の話もありますね。この6,000万円も、これは

土地を売った普通財産の代金ですから、これも基

金に入れてもらわないかんですよね。今のままな

ら子ども基金に入れてもらうということですが、

残った普通財産の量を検討し、しかも学校の保全

計画を見ると、子ども基金にばかり入れていいの

かということは当然出てきますよね、学校のこの

間の整備計画を見ますと。公共施設の保全計画、

平成25年でやるというわけでしょう。だから子ど

も基金にばかりどんどん充当して、間もなく２億

7,000万円になりますがね。この間の6,000万円入

れるとね。この6,800万円もここへ入れちゃった

ら３億円を超えるけども、あとどこへ売るがやと、

こうなるがね。南保育園跡地云々ね。 

 そうなると、子ども基金にばかり入れとっては

まずいので、ほかの名目の公共施設整備基金保全

基金みたいなものをつくって入れるのか、当然検

討が要りますよね。それはまだ結論が出てないと

いうわけですよ、今の話は。とりあえず花咲かじ

じいのように、ぱっと6,800万円まいたわけだ、

当初予算で。何とおっしゃっとると。これは補正

予算で回収して、もう一回基金に、どういう名目

になるかしらんが、どこかで基金にさせてもらい

ますので、それまで待ってくださいという話でし

ょう。だったら普通財産の売却しなきゃいいじゃ

ないですか。これ、ちょっと自由討議。 

 歳入歳出がゼロにならなきゃいかんので、いか

なければ歳出がこれだけ6,800万円も含んだ歳出

がどうしても要るというんであれば、財調をふや

すか、あるいは市民税の6,800万円を市民税で乗

せとくんですよ、それは、当初予算で。だって市

民税の当初予算というのは、平成24年度の決算見

込みより少ないんだからね、歳入見込みが。総務

部長、市民税の今年度の個人市民税ですよ、予算

額は平成24年度の決算見込みより小さい数字が出

ていますがね。法人は難しいけど個人市民税は多

分上がるでしょう、今年度は。そういうことで、

ここへ6,800万円乗せておけば普通財産は担保し

たまま基金にも積まずにね、花咲かじじいでいい

ですよ、それは。こんな歳入歳出のくしゃくしゃ

な予算を出していただいて、午前中の議論ではあ

りませんが、都市整備基金、もうぼつぼつ整備基

金に手を出さないと、売るものもなくなってきと

るじゃないですか。だけど整備基金は５年間キー

プだから、今回の6,800万円も今、申し上げたよ

うに、歳入歳出の思想、考え方がばらばら。私、

この予算見てちょっとがくぜんとしておるんです

よ、実は。何を考えてござるかしらんと、財政当

局は。どうでしょうか。これは留保されたらどう

ですか。普通財産を処分されるのを。 

○企画政策課長 

 ほんとに委員のおっしゃるとおりだと思います。

私どものほうも、今回この普通財産のほうの売り

払い収入については今後、これはまた言いわけに

なるかもしれませんが、消費税のほうが上がって
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くるとかいうようなことがありまして、今回、給

食センターの跡地のほうもそういった関係で思っ

た以上に高く売れたのかなというふうに考えてお

ります。 

 したがって、この消費税が上がる前に何とか土

地を処分したほうが市にとっては有意義なのかな

ということが先行しまして、売却ということをで

すね、今、売却をできるところを検討した中で、

この２カ所をあげたわけでございますが、ただ、

それを基金のほうに充てるといったような予算計

上になってなかったというのは、何度も申し上げ

ますが、私どものほうも反省はしております。 

 ただし、御了承いただければ、必ずしや近い議

会のほうで基金のほうに積み立てていくというよ

うな形でもって補正を計上させていただきたいと

いうふうに考えておりますので、御理解いただき

たいというふうに思っております。 

○高橋委員 

 別に普通財産は逃げていくわけじゃないですか

ら、所有権が変わるわけじゃないですから、売却

時期を留保されるしかないですよ。もしどうして

も売却したいと、いい時期だと、消費税の値上げ

の前でいい時期だと言うなら、それに合わせてど

ういう基金がふさわしいということを中で詰めて

提案しなきゃだめなんだわ。歳出のほうで科目を

つくって、そこへ放り込まなかったら、これは２

つのことは１つの話でしょう、これ。歳入と歳出

それぞれ分かれておるけど、話は１つなんですよ。

普通財産を有効に売却したいというなら、それは

一つの考え方かもしれないので、それは売却され

ればいい。だけど売却するという行為は、必ず基

金の受け皿とセットの話なんだと。先人の土地を

花咲かじじいのようにばらまかないというのが皆

さんの答弁なんだから、それはセットで議論した

ときに初めて普通財産の売却ということが現実的

な話として生まれてくるわけでして、こんなこと

は行政マンと私たちの話なら当たり前のセオリー

ではないですか。 

 これを今回、侵されたんですよ。必ずや近いう

ちに基金を設けるから辛抱してくれというのは、

これは市議会の理論水準、この程度で誰も指摘し

ないだろうということなら知りませんけども、こ

れは私、この予算見て啞然としました。企画政策

課長に聞きましたわ。何でなのと。これ見て、私

は啞然としました。こういうことだったのかと。

企画政策課長が悪いとかそういうことじゃないで

すよ。役所全体の考え方なんですよ。市長を初め

とした、こんな予算書が、よく通りましたね。市

長を含めて。だめだと、子ども基金に入れとけと、

基金が決まらなかったら子ども基金に入れときな

さいと。少なくともその作業をされなかったとい

うことは、私はちょっと啞然とします。これ、ど

うですか、市長。 

○企画部長 

 ちょっと改めて約束もさせていただきますが、

予算上そういう見方ができてしまうという点は、

ちょっと反省するところもあるんですが、改めて

お約束申しますが、私の過去の答弁、先輩たちが

つくった財産、これは将来に必ず生かすために基

金に積んでいきますよということを答弁申し上げ

ました。今回もその考えは全く変わっておりませ

ん。 

 企画政策課長が申しましたけども、新たな基金

をつくって、そこに積んでいきたいという考えは

持っておりまして、それはまだ課ではそういう考

えはあるんですが、市の決定機関であります、ま

だ庁議に諮っておりません。部長で構成します庁

議で諮って初めて市の施策として方向づけられる

わけですが、この6,800万円、もしそういう庁議

に諮り、基金ができないとすれば、子ども整備基

金に積むしかありません。それは必ずお約束しま

す。新しい基金ができた場合には、また条例とし

て上程させていただき、また議論させていただき

たいと思います。 

 この6,800万円は、現ナマとしてそのまま財布

の中に入れて消えてしまうというそういう使い方

しないというふうにお約束を申し上げます。 

○高橋委員 

 だけど、この予算はばらまいちゃうよという予

算じゃないですか。これを補正で、今、私の指摘
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したことを補正で必ずやるという話なんだけど、

この当初予算は、基金としては積み立てませんよ

という予算でしょう。だから、この財源がどこへ

散らばっておるのか、わかりませんよ。どこへ散

らばっているのか、全部見たってわかりませんよ。

そういう使い方を現に提案されとるじゃないです

か。だけども、それは企画部長のおっしゃること、

私そのとおりだと思うし、よくわかるんですよ。

だったら庁議を間に合わせて、新しい基金を創設

して、そこに入れられるか、それが間に合わなか

ったら普通財産の処分を今回財産収入に乗せては

いけないんですよ。それだけの話じゃないですか。

それだけの話ですよ、これは。 

 だけど今回、それは今、口約束というか、答弁

で明らかになったんですよ。これ、私見たときに、

これは全面的にばらまきだなと。これはもう一遍

回収して基金に乗せるなんておっしゃるけど、そ

んなばかげた話は通用せんわねという話だわ。そ

ういう提案をされておるですよ、これは。企画部

長にはいろいろ御苦労があるように思うんだけど

も、こんな提案を市議会に出された日には、これ

はちょっと我々はどう対応したらいいのか、これ

は留保せよと、基金ができるまで、あるいは減額

しなさいということを言わなきゃいかんのですよ

ね。副市長、どうですか、これ。 

○清水副市長 

 確かに今回の今までの流れで言えば、今回の普

通財産の売り払い収入が色はついてないというも

のの特定財源という考え方ですね、それの充当先

が明確になるということが予算編成で、今、御質

問者がおっしゃったことだろうなというふうに思

うわけです。 

 そういうことではございますけども、先ほど来

からずっと、きょうも朝からのいろんな議論の中

でも、そういった普通財産を今後の市の公共施設

の財産の保全あるいは新たな財産を生むというと

ころにこれは充てていかなくちゃいけないという

ことでございますので、今回の給食センターの跡

地の売却益につきましても、予算上は２億円しか

積み立てができないというような歳出予算の関係

でなっておりますので、それを来年度の剰余金と

いうか、収支額の中からそれを補正予算で積み立

てさせていただくよと、これもお約束をするとい

うレベルでしかないわけでございますけども、そ

ういった形でやらせていただきます。 

 そういった意味では、それを市税で上乗せする

なりすることでの歳入歳出の合わせということに

なりますけども、現実にちょっと今、財調の最終

残額見込み額というのを今、頭の中に入ってませ

んが、そういったものは必ず確実に現金として私

のほうが確保しているあれでございますので、い

ずれにしても、そういったものの中も含めて、直

近の議会の中にその旨の補正予算を計上させてい

ただく必要があるなというふうに思います。 

 それと、もう一つは、公共施設の保全計画で基

金を積むということですけども、基金の考え方も

あまり幅を広く持って、どこにでも充てれるよう

な基金をつくるということがほんとに正解なのか、

今の子ども基金のように保育園なり、今度の新し

い子育て支援センターですね、そういうところに

ある程度限定したような形でやっていかないと、

これはまた皆さんにも説明のしにくい、わかりに

くいものになりますので、そういった議論もやっ

ぱりもう少し担当レベルではいろいろやっとって

くれたと思いますけども、全庁的にもう少し議論

を詰めながら方針を出していくという、そういっ

たことで今回、少し形が悪い予算ということには

なってしまったわけですけども、その辺の議論を

早急に詰めながら進めていきたいというふうに思

っておりますので、その点を御理解いただければ

大変ありがたいなと思っております。 

○高橋委員 

 とりあえずの予算措置上の問題をね、今、私が

指摘したとおり、歳入と歳出の公約がきちっと守

られていないということを指摘するんですが、今、

副市長も御答弁のように、幅広い基金を無造作に

持つということは、知立市の台所が豊かで次年度

に繰り越さなきゃいかんほど金が余っておれば、

それは当年度何も使う必要ないので、比較的幅広

の基金であっても認められるかもしれませんが、
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基金を積むということは、当年度の歳入を食って

いくわけですから、次年度以降の歳出に充当しよ

うというのが基金ですから、これは明確な基金の

目標を明らかにして、午前中もあったように安全

で安心な管理をしなきゃいかんというのは、そこ

から生まれるんですね。 

 幅広の基金なら財政調整基金でいいですよ。だ

けども、そうではない公共事業施設保全のために

やるというのなら、使途を明確にして、そして納

得できる形で知立市の財政の状況もよく考えて、

なるほどと、的確な基金の充当だというふうなも

のを提案してもらわなきゃいかんですね。そうい

う点では、非常に生煮えなまま平成25年度の当初

を迎えていらっしゃると。それは午前中に開発公

社の資金の投入も含めて、やっぱり一蓮托生の実

態として指摘をしておかなきゃいかんと思うんで

すね。 

 そこで私、もうちょっと申し上げたいのは、今

度の予算の中で、公共施設の保全計画が計上され

ています。私、一般質問でもふれたんですが、従

来は鉄道高架と暮らし、教育、子育て、この２者

をどう調整するかというのが中心的な課題だった

んですが、今回は、第３局として、こういう言い

方が妥当かどうか知りませんが、公共施設の保全

というのが前へ出てきた。もっと私は、この課題

を前々から提起すべきだというふうには思ってお

りましたが、今回出てきまして、先陣で学校が実

態調査、個々の調査もやって、今回整備計画が出

てきました。繰り返しませんが、文化会館と学校

を入れると初期投資が10億円、この５年間、毎年

10億円出しなさいと、こういう案になっている。

これは、とてもじゃないけども出せませんよと。

今回これに加えて公共施設保全計画を提案される、

やっていただく。何が返ってくるか知りませんが、

500億円ですから、これ学校を入れてね、500億円。

毎年の平準化で16億円、これは長寿命化含めて大

分下がるだろうと思いますが、それにしても膨大

なお金がここに必要になるということがいよいよ

手のひらに乗る状況になっているんですね。そう

すると、知立市の懐状態をどういうふうにやって

いくのか。これらの課題に、どう正面から立ち向

かっていくのかというのは、本当に将来のために

今の幹部の皆さんが真剣に考えなきゃいかん大問

題だというふうに思うんですね。そういうふうに

思います。 

 そこで少し具体的に聞きたいのは、平成25年に

調査をされますね。学校以外の公共施設を調査を

されます。その後どういうふうになっていくんで

すか。本会議でも企画部長の答弁は、公共事業、

公共施設の整備計画は平成27年スタートだとおっ

しゃっているんですが、平成25年のことしと平成

26年の１年、どういう作業をされていくんでしょ

うか。 

○企画政策課長 

 まず、平成25年度においては、学校以外の施設

についての調査を行います。平成26年になります

と、今度はこの調査に基づいて学校施設も含めて

市全体の保全計画を検討していくと。今後におい

て、毎年度どういった形での歳出の予定になって

いくか等々、検討をしていくのは平成26年度とい

うことで、平成26年度中に議会のほうにも、当然

途中でもって進捗状況のほうは報告をさせていた

だきますが、最終的には平成26年度に白書といい

ますか、市のそういった最終的な計画を作成して

御提示させていただくという予定になっておりま

す。 

○山﨑委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後６時14分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後６時22分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 平成25年度で学校を除く公共施設の実態調査と

いいますか、整備計画をつくり、平成26年で先行

した学校と平成25年度でつくった公共施設を抱き

合わせして調整すると。これは、いくら調整して

も金が下がるということにはなりません。２つ足

せば大きな、学校だけで当初５年間は毎年10億円
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と、ここへ公共施設が乗るわけでしょう。しかも

公共施設の大規模改修の単価は、学校、保育園よ

り相当高いんですね。学校の場合の大規模改修の

平米単価が17万円ですよ。私、担当者の方ももら

いましたがね、学校、保育園の平方メートル単価、

大規模改修17万円、社会教育系の施設は平方メー

トル単価25万円、学校だから単価でできたけども、

今度、公民館、その他になってきますと25万円の

平方メートル単価になると、大規模改修がという

ことになると、お金がのすということになります

ね。これを２つ突き合わせると学校、文化会館で

10億円、こちらを幾らになるか知りませんが、20

億円とか十数億円とか天文学的数値になる。申し

上げたように、６億円だと、公共施設の保全や新

設ね、これを全部入れた公共施設に投入する金が

６億円だと。そうすると、その６億円全部入れて

も足りないという事態になる。こうなったときに

どうするかといったら削っていくしかないですよ。

そうすると後年度、後年度へ削りがいくわけです

から、長寿命化も思うほどうまくいかないと、こ

ういうことになるんですよ。これは論理的になり

ます。 

 私、ちょっと一般質問でも指摘しましたけども、

学校は30年の計画なんですよ、整備計画が。30年

でどこまでやれるかというと、屋内体育館の建て

かえまでしかできないんです。47年から30年で77

年ですから、校舎本体の建てかえまでは進んでま

せん。この表を見てもね。学校体育館までですよ、

建てかえるのは。そうすると、30年以降、40年に

向かって学校の建てかえが始まったら規模が相当

大きくなる。これは目に見えておるんですね。そ

こまで拾ってどうなんだという議論をやるのか、

30年間の学校本体までの改築までいかない段階で

どうなのかということは、それは相当な違いがあ

るけれども、しかし、しょせん金が足りないとい

う観点からいったら五十歩百歩。これは40年でや

って割り戻したほうがもっと高くなりますよ。30

年というのは長寿命化で一番うまくいって学校本

体の改築前の話で終わってるんですが、今度は40

年でやるというわけでしょう。これは30年と40年、

企画部長は、それはパソコンでやれば40年も出ま

すよと。多分そうだと思いますよ。40年たったら

こうなると、これは一遍出してほしいなというふ

うに思うんですが、いずれにしても今の知立市の

実力からいったら、全部の金をそこへ投入しても、

なお保全計画を満たせない。他の新設、その他の

公共施設の建設には一切金が回らないということ

になるということであります。 

 そうなると、あと何をすべきかというのは、私、

申し上げたインフラ整備との突き合わせをしない

かんですよ。突合せんと。駅周辺あるいは区画整

理、連立、きのうも議論がありました、ここで。

三河知立駅を向こうへ持って行った場合に、知立

市が安くなるか高くなるかという議論がありまし

た。だけども鉄道当局、土木当局は、知立市の単

独の事業費だってここで公開しないんですよ。駅

前広場と取りつけ道路は市の単独分ですと。幾ら

になるんですかと三浦議員が聞いても言わない。

うちの中島議員が聞いても言わない。単独分ぐら

い出したらどうだと、私は、これ、やじりました

よ。何を考えておるんだと。今こんなふうに台所

がくしゃくしゃになっとるのに、三者協議はいい

けれども、そこで合意したら、それはむりっこや

っこ、それで遂行するでしょうと。市の単独分ぐ

らい幾らかかるんだというぐらいのことは明らか

にしたらどうだと。明らかにされないんですよね。

そういう部分をそのまま放置して、学校と保育所

と公共施設だけ計画ができた段階で、どこをどう

やって削りましょうかという議論だけでは、とて

もじゃないが、これは成就いたしません。 

 きのうの建設水道委員会でも、花園八ツ田線を

本当にやるんですかと議論がありました。市長も

答弁されておりました。優先順位は、そう高くな

いですと。だけども都市計画決定もしてあるし

云々という話がありました。 

 これから鉄道駅周はメッカになりますよ、お金

は。今回も突出していますが。それから、南北線

を南陽通りまで抜くという話で、連続して駅南の

土地区画整理やると。これも減価補償の土地区画

整理でね、市が先買いをしないと道路の拡幅もで
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きないと。保留地を売ってやるなら結構ですよ。

そういう事業ではない。相当またお金が要ります

よ。現在の計画で幾らなのかというのは載ってま

すよね。相当な金が要ります、これは。 

 駅も鉄道もこれから平成35年で終わるんじゃな

い。さらに延伸をするめじろ押しの計画になって

いる、インフラ整備が。学校はこれからスタート

する。子育て日本一、どういうふうにするんだと。

これ一体どうするのかということですよ。私は、

インフラ整備と突き合わせせないかんと思うんで

すよ、突合。許される範囲でインフラにはこんだ

けしか回りませんと。そのかわり公共施設の整備

についてもこうやって削り込んでやらざるを得な

いと。そうなると延命措置がおくれますというよ

うな議論を私は真剣まんけんに市長を先頭にプロ

ジェクトの長にしてやらんといかんと思うんです。

これはどうなんでしょうか、私の提案について。 

○企画政策課長 

 私の立場から申し上げれるのは、私も高橋委員

と同じ意見でございます。やはりこのまま保全計

画をせずに、手つかずにいけば今までと同じよう

なことを考えておればいいかと思うんですけど、

今回ほんとにパンドラの箱を開けてしまったとい

いますか、このようなことが知立市に起こってく

るよということが市民の皆様、また、議員の皆様

のほうにも伝わったということで、今後、市では

どういうふうにしていくかということに関しては、

私どものほうも市の内部でもって今おっしゃった

ようなプロジェクトをつくったりだとか、また、

我々が考えておるのは、この保全計画をできます

ものであれば、そういった専門部署を設けてやっ

ていきたいというふうにも考えております。 

 やはりそうしないと、なかなかこれだけの今後

の計画をやっていこうと思うには、非常に大きな

ボリュームがあります。したがって、今そういっ

たことまで考えておりますので、あわせて今、委

員のおっしゃったインフラ整備との突き合わせと

いうことも非常に重要なものというふうに考えて

おりますので、ぜひ検討してまいりたいというふ

うに思っております。 

○高橋委員 

 そういう点では、教育が先行して整備計画をつ

くられて、今回発表されたというのは、そういう

意味では、大きな意味があったと。 

 しかし、同時に、それは深刻な財政の投入が必

要だと、大きな公費の投入が必要だということも

お互いに自覚をする一つのきっかけになりました。

いよいよ本体を平成25年度予算化されるわけです

から、ほんとに突合せんといかんですよ。企画部

長、どうですかね。やってくださいよ、突合を。

つけ方も議論になりますよ、これは。 

○企画部長 

 今回、委員のおっしゃるように、突合させるた

めにこれはやっておるわけで、何せ、この40年先

の話です。どういう波がやってくるかというこの

分析をして、これもまともに勇気を持って正視す

るといいますか、これをしなければいけません。

30年、40年先といいますと、もう人口予想値もな

いぐらいの時期でございます。40年先というと、

委員は生きていらっしゃるかもしれませんけど、

私らもいない世界でございますので、そういった

場合、人口予想値の範囲も超えてる。今、20年後

は生産者人口は、ある程度のキープはできてます

けど、その内訳は、15歳ぐらいのところが少なく

て定年付近は多いということです。ですので、そ

れを今度超えると、年少者人口は減ってますので

生産者人口が一気に減るという時代が来るわけで

す。そのときに長寿命化したときの建てかえラッ

シュが来るわけですけど、そのときに収入がある

のかないのかという時代でございますので、これ

は今考えることは多すぎて整理がつかない部分が

あるんですが、これは知立市だけが置かれた状況

じゃなくて、日本国中がこういう状態にも置かれ

てまして、こういうベースがあるよというのは頭

に踏まえた上で、私ども市の政策も打たないかん

し、財政上も考えていかなければいけないと思っ

ています。 

 今、国の特財も今考えてはおりませんけども、

それは他力本願ですけども、そういうことも多分

あるでしょうし、早々これを進めていくのか、あ
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るいはもう一方で、起債のピークを迎える前に集

中投資するべきだと、そういう考えもございます。

これは平成26年度状況を見ながら、羅針盤といい

ますか、どういう方向で知立市はいくべきかとい

うことは、今の突合もあわせてつくらないかんと、

そういうは考えております。 

○高橋委員 

 これは延命も結構なんですが、延命すると70年

代のラッシュにつくった建物が、そのままずっと

平行移動して、延命はしますよ。60年が80年にな

るけど、20年後に、また同じ事態が生まれるんで

すよ。たまたま今回、教育をやってもらったけど

も、なかなか立派な建物ですよという評価だと思

いますよ。立派に現在も役立っているし、これか

らも少し手を入れればしっかり使えますよという、

そういう評価だったと私は理解してます。ぱらっ

と読んだ範囲ですがね。 

 だから全部、平行移動してやりますと、また20

年後に同じ事態が生まれる。だとしたら、この施

設は早目にたたいて再築してしまおうじゃないか

と。ちょっとまだ延命があるけど、大規模改修す

るなら建てかえてしまおうと。先行投資すること

によって、その先行投資で建てかえたところにつ

いては新しいシフトでこれから使っていけるわけ

ですから、そういうことも踏まえて、当市の財政

状況をながめつつ、的確な処方箋を描くと。これ

は皆さんが描かないかんですよ。あそこまでは委

託業者がやるんですよ。大体方程式もできてます

よ。だけども、そこから先どういう知立市をつく

るのか、どういうところに重点を置いたまちづく

りをするのか、知立市の将来がどういう人口分布

になってくるのか、これらを含めて、ほんとに一

番エキスのところは、実は、皆さんがおやりにな

る一番エキスの仕事です。これ総合計画もやるん

ですが、総合計画というのは財政計画というのは

あまり深く入らないんですよ。なぜなら、それは

わからんからね、入れないんですよ。 

 だけど、こういうものがほしいな、ああいうも

のがほしいね、こういうまちにしたいですよねと

いうそういうアセンブリーといいますか、ものは

一程度位置づけて優先順位をつくるけども、台所

はどうなんですかといったら、台所はなかなか難

しいということなんです。 

 ところが、今の状況は、そんなことは言ってお

られる状況ではないということですよ。新しいも

のをつくる、必要最低限度のものをつくらないか

んかもしれません。だけど、今のテーマは、ある

施設をどういうふうに安全のために守っていくか

と、こういうことですから、企画部長は、そのた

めに今回計画をつくるんだと。私、了解しました。

その点では。問題は、市長と副市長の腹づもりで

すがね。鉄道に対しても駅周に対しても、もうち

ょっと腹を張ってやるべきことはやってもらわな

いかんですよ。どうでしょう。 

○清水副市長 

 この間の本会議のときも企画部長が今度の総合

計画できるだけ総花的にならないように特色のあ

るといいますか、そういった一つの形のものをと

いうふうに言っておりますけど、私もそのことに

は賛成であります。 

 しかしながら、行政に与えられているいろんな

市民ニーズというものは、非常にある意味では総

花的に一定のものを水準を確保するということも

求められているのかなという気もいたします。 

 今後、公共施設のその保全計画という中で、企

画部長言いましたけども、ほんとに30年後、40年

後の知立市の人口構造だとかいろんなものがどう

なっているかちょっとよくわかりませんけども、

そういった中では、例えば、これはまだ私、頭の

中で思っているだけですけども、猿渡小学校の体

育館、非常に老朽化してます。これも地域の皆さ

ん、早く建てかえてほしいという考えがあります。 

 しかし、今はそれぞれあるものを建てかえるな

り、リニューアルをして延命をするということで

すけども、そこにいろんな将来高齢者がどっとふ

えてくる、そういう構成だと思います。そのとき

には、そういった小学校の体育館にも今の猿渡公

民館で持ってるような機能も持たせたようなそう

いう施設を考えていくとか、いろんな多彩なアイ

デアといいますか、考え方を出しながら、今の体
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育館のものをそのまま体育館を建てる、校舎は建

てかえるのは、ただ単に校舎を建てかえるという

考え方だけでは多分その時代にならんだろうとい

うふうにも思っております。 

 そういうこともありますけども、社会資本の整

備、そのところの関連の中でも申し上げれば、片

や、もうしっかり進めていく必要があるというこ

とも事実でございますので、そことのバランスと

いうことでございます。非常に苦しいといいます

か、厳しい難しい選択ではありますけども、それ

を調整しながら進めさせていただく、進めなくて

はいけないというのが正直なところでございます。

今、具体的な考え方というのはありませんけども、

御質問者御指摘の考え方というのは、一番最も底

辺に置いて考えていかなくてはいけないことだと

いうふうに理解をいたしました。 

○林市長 

 本会議でも申し上げました、今生活していらっ

しゃる方々のための施策、また、未来への投資の

ための施策とあわせて、これまで営々と運営をし

てきた使ってきた施設の保全というもの、その３

者をしっかりとこの財政を転覆させることなくや

っていく、より市民の皆様方の満足度の高い形で

やっていく、ほんとに非常に難しい時だなという

ふうに思っております。 

 いずれにしましても、そうした時を迎えている

ということを、これも本会議で企画部長申し上げ

ました、この保全計画を出す時期、今なのか、な

かなか他市ではまだまだ出し切れてない、こうい

う議論がなかなかできないというところもあるん

ですけども、私どもそうした中で、一刻も早くこ

れは出させていただいて、市民的な議論をいただ

く。そうした中で、よりよい方向に向かっていか

なければいけない、そんな思いで今回こうしたこ

とを出させていただいているところでございまし

て、これから実行していくときには、今、企画政

策課長申し上げました、保全のポジションをつく

る、また、全庁的なプロジェクトをつくるなどな

どをやりながら保全については立ち向かっていく。 

 また、あわせて企画部長申し上げました、これ

は知立市だけの問題じゃなくて全国的な問題であ

りまして、きっと国のほうも交付税なり地方債の

充当率を高めるなり、そうした財源措置もくる、

そんな状況も見据えながら、しっかりとやってい

かなければいけないなと思っております。 

○高橋委員 

 確かに他市も同じ環境ですよね。知立市だけが

人口急増、70年代に迎えたわけではない。みんな

同じ条件です。 

 ただ、他市と知立市が違う点があるんですよ。

それは、知立市はこれから大型事業に膨大な金が

かかるというスタートラインに立っているという

ことですよ。他市はそういう環境にありませんよ。

だから、公共事業のこの保全計画もあまり前へ出

てきてない。 

 ところが、知立市はいやが応なしに、平成25年

度その明確な気配が見えますでしょう。平成26年

は従来の計画なら、高架橋の本体工事が始まると。

総事業費40億円だという話ですよ。知立市は10億

円ですよ、負担金がそうなったら。アバウトな数

字ですが。そうなったら、今の比ではないと。こ

れは間もなく目の前に来ている。しかもそれは相

当長期にわたって、先ほど言ったように、南北線

も含めて考えますと、相当長期にそのインフラ整

備に膨大な金が要るということを大前提にしたと

きに、他市とは少々違うんですね。 

 だから私、市長に聞きたいのは、インフラを切

る決意があるかということですよ。場合によって

はインフラを切る決意があるか。その大事なポイ

ントがこれから問われることになりますよ。どう

ですか。 

○林市長 

 このインフラと申しましても、下水、水道等々、

今おっしゃられた駅周辺整備というインフラ、考

えると、これは私は、長期的な視点、中・長期に

考えますと、保全計画をなし遂げていくには、や

はり財源というのが必要でございます。この今や

らさせていただいている駅周辺整備事業というの

は、当然ながら、これから生活されていらっしゃ

る便利性とか快適性を当然ながら提供していくと
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いうインフラであると同時に、この知立市の財源

を確保していく、そんなインフラとしても考えて

いるわけでございまして、そうした視点の中で、

このインフラはどうだという形で考えていきたい

と思っております。 

○高橋委員 

 だからね、あまり一般化しないでくださいよ。

下水を切る決意があるかということですよ。ある

いは道路だって、そこに道路ができれば生産人口

が張りついてくるんだと。だから道路をつくりな

さいと。神谷議員を前にして申しわけないですが、

向こうへ駅をつくればまちができるから、少々金

があって、向こうへ駅を持って行ったらどうだと。

村上議員も、きのうそういうことをおっしゃいま

したね。そういうインフラをしなさいと。 

 しかし、それは金がかかる。しかし、それは富

を生み出すからいいじゃないかと。しかし、その

程度の論証が十分できない、その程度の問題提起

で今、知立市の台所がおさまるような事態じゃな

いという認識に立たないといけないんですよ、こ

れは。将来、知立駅を再開発もやる。確かに再開

発やったら５年間ぐらいは税の減免がありますか

らね、固定資産税ぱっと入らんけども、その後は

入るかもしれない。しかし、今言っとる議論の億

単位の金からいったら、いかほどのそれが合計に

なるのか。そういう点でいったら、ある意味で焼

け石に水ですよ、そんなことは。きれいごと言っ

てござるけども。だから、インフラと暮らしや福

祉や子育てのテーマと、そして保全計画がどうい

うふうに位置づけられているのか。場合によって

は、インフラにメスを入れないかん時期がきます

よ。そういう決意をしなきゃいかんということで

すよ、突合するということは。 

 企画部長、いいんですが、あなたは平成26年は

もういないんですよ。私も間もなくお迎えがある

かもしれんけど、あなたは残念ながら平成26年に

はもう、再任用でみえるかもしれんけども、それ

はちょっと私の知るべきところじゃないけども、

これは制度として組織の仕組みとしてきちっと残

しておいてほしいと。突合し、一つのものをつく

り上げていくプロジェクト的な組織を、あなたの

任期中に残して、そしてつつがなく再任用に道に

歩んでもらいたい。それがあなたの任務じゃない

ですか。大変申しわけない話しとるけども、リア

ルな現実的な話としてね、突合のために計画をす

るんだと。私、賛成です。どうですか、仕組みづ

くりについて。 

○企画部長 

 今のままでいきますと、大型事業と長寿命化し

ない建設ラッシュが同時に迎えられません。です

ので、これは長寿命化して先に送るということを

せな山が越えられないわけですが、それにしても

大きな事業費でいって、これはほんとにお皿の上

に果たして乗るのかどうか、これはほんとに突合

してみないとわかりません。 

 先ほどの企画政策課長も申しましたけども、体

制づくりですね、やっぱり。この長寿命化という

点は、お金をかけて更新をするだけではなくて、

教育の今回の検査の内容を見ても、日ごろのチェ

ックといいますか、屋根に落ち葉がたまっただけ

で防水状況悪くなったり、あるいは鉄筋コンクリ

ート自体を傷めるというようなそういうことがあ

りますので、建築の知識のある者を営繕室みたい

なそういうところに集めて建物の検査もし、また、

専門的な知識をもってそういう保全を進めていく

という部署は、ちょっと道筋は立てたいなとは思

っております。 

○高橋委員 

 保全というのは公正的な施策だと言っておるん

ですよ。修繕というのはね、現場に穴が開いて対

応するのが修繕、落ち葉が落ちて困ったなといっ

て対応するのが修繕。保全というのは、専制的な

行政行為だと。それをやりなさいというふうに書

いてあるんですよ。それやるためには、建築の専

門が要ります、役所の中に一つね。もう一つは、

財政を握っておる財政部署が必要です。もう一つ

は、その施設を日常的に管理している原課ですよ

ね。だから原課と財政当局、そして、その建物等

の保全について専制的な公正的な保全を提起でき

るかどうかという建設マン、少なくともこの三位、
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それに将来のまちづくりの企画部門が入れば、な

おいいでしょうが、少なくともこの三位一体、あ

るいは４者合議のプロジェクトをつくらんと、こ

れはうまくいかないと思いますよ。 

 そういう点では、今回、教育が先手をとられた

けども、これはさっき言ったように、小学校費、

中学校費のばらばらにして計画をつくるなんてい

うそういうレベルの話ではいけないよということ

を補正予算では言いたかったんですね。こういう

組織を平成25年度中に立ち上げてくださいよ。市

長直轄、副市長直轄で大胆に議論していただく。

どうでしょう。 

○企画部長 

 先ほどの教育のお話もございましたけども、今

の企画部の機構というのが平成23年度でできまし

て、ちょうど私はそのときにやってきまして、ま

だ２年たってないという状況でございます。 

 平成23年にこういう機構になりましたが、過去

３年の実施計画はそのままずっと継続しとる中で、

やはり教育のほうが今回のような保全計画スター

トし、それに乗っかるような形で今回は基本方針

を定めた、ストーリー的にはちょっと正しい物語

じゃないんですが、委員のおっしゃるように、機

構づくりも含めて、平成25年というのはできるの

は無理なのかなと思いますが、設計はつくってお

くべきかなとは思います。機構の設計図は私は残

していきたいなとは思っております。 

○高橋委員 

 副市長、現場の職員はまじめに考えてみえます

がね。きょうの質問して、私、よかったなと思い

ますよ。ちょっとのうてんきなのは市長だけど、

こんなこと言っては申しわけないけども。 

 清水副市長、そういう突合できる、だって突合

するのって大変なことですよ。予定していた事業

費を不履行にするということだってね、場合によ

ってはあり得る話なんですから、そういう点では、

かんかんがくがくやってもらわないかん、そうい

う組織。それがどういうレベルの組織になるのか、

これは皆さんのこれからの認識と力量が問われる

内容になると思うんですが、副市長、今、企画部

長おっしゃるような答弁を生かしていただきたい。

まだあなたは任期ありますからね、生かしていた

だきたい、平成25年度に。設計図をつくりたいと

おっしゃっておるんですから、そこをしっかり魂

の入るものにしていただきたい。そして、それを

履行していただきたいと思うんですが、いかがで

すか。 

○清水副市長 

 私、最初に先ほど申し上げたんですけど、社会

インフラのことと保全計画との突合もそうですし、

行政は一定の総花的な部分での水準の確保という

ことも非常に大事なことだというふうに私は思っ

ておりますので、そういったバランスの中で、ど

れだけのことが今後できるのかということを考え

ていく必要があると思います。 

 今の組織の話ですけども、平成25年度、他の公

共施設の実際の調査をさせていただきますので、

そういうものと並行して企画部のほうでそういっ

たそれを今後運用していくための検証していくた

めの組織を考えていくということでございますの

で、私も、当然それが必要だというふうに理解し

ておりますから、その実現に向けて私もしっかり

と取り組んでまいりたいと考えております。 

○高橋委員 

 ぜひ、よろしくお願いしたい。 

 いわば地方自治体の正念場ではないでしょうか。

我々議員も体を張って論戦に参加しなきゃいけな

いと思いますね。皆さんも、ぜひその視点でお互

いに持ち場で頑張っていきたいなというふうに申

し上げておきたいと思います。 

 総務課長にお尋ねいたしますが、今、全国各地

で退職金の３月末までの退職金カットで大問題に

なってますね。名古屋市、先生。知立市の退職金

というのは退職手当組合なんですが、退職金のカ

ットというのはどういう実態になっておるんでし

ょうか。 

○総務課長 

 私ども退職手当組合に加入しておりますもので

すから、組合のほうの２月議会のほうで国に準じ

た形で改正が行われました。 
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 私どものほうは、まずこの新年度、平成25年４

月１日から平成25年のうちの退職者については、

従前は調整率が本則に対して100分の104だったの

が100分の98、平成26年の４月から平成26年度中

の退職者の方については100分の92、平成27年の

４月以降、これが100分の87というような調整率

を掛けることによって年度年度区切りではありま

すが、退職金のほうが減額されるという形になり

ます。 

○高橋委員 

 当初は退手組合も年度内カットということが言

われましてね、そうすると今年度退職する人、が

さっと減るんですよ。200万円ぐらい減るんです

か、200万人以上減るんですよね。部署によりま

すよ、職務によります、職階によりますけども、

そういう御心配はあったけども、今年度退職者の

方は、４月１日施行ですから、３月31日にジ・エ

ンドですから、それは遡及しません。 

 大事なことは、平成25年の４月１日以降遡及し

ますし、これはちょっと細かい数字さっき言われ

ましたが、３カ年で16％ぐらい下がるんですか。

ちょっとその体系的な退職金カットの姿を御紹介

ください。 

○総務課長 

 ３カ年で、およそ平均値ですが400万円強減る

ということで、まず、これは勤続年数ですとか、

その退職時の給与によって違うものですから、モ

デル例として御紹介いたしますと、勤続35年以上

の定年退職者の方で課長相当職になると思います

が、この人の場合で本年度退職する場合ですと、

おおよそ2,790万円程度、2,800万円弱、それが来

年度になりますと2,652万円程度、したがいまし

て147万円。150万円弱減額。翌年度、平成26年度

になりますとこれが2,500万円程度、約290万円程

度。300万円弱ということで、最終的に平成27年

度４月になりますと2,380万円程度、都合410万円

強減額されるという形になります。 

○高橋委員 

 これは退手組合で決めたんですよね、この方針

をね。４月１日になったということが今、学校の

先生たちの年度末に退職するのかしないのか、そ

ういう話とは次元がちょっと違うけども事は一緒

なんですよ。日付がいつになるのかというね。 

 これは、公務員の皆さんばかりじゃなくて、安

倍総理の言っている景気浮揚にも重大な影響を与

えるんではないかと。さっきあったように、消費

税が2014年から上がる。そして、収入をふやすと、

こう言ってみえるんだけど、午前中も議論しまし

たけども、公務員はこの間、長期低落ね。そして

今回いよいよ退職金まで手がついてきたというこ

とで、営々として働いて、給料はちょっと民間よ

り安いけども、生涯賃金で退職金を今おっしゃる

ような金額いただいて、何とか留飲を下げて退職

していかれるというのが公務員の実態だというふ

うに私なんかは感じるんですが、その最後の砦ま

で足を引っ張る。しかも人事院勧告、こういうこ

と言ってるんですか。どうですか、人勧はやれと

言っておるんですか。 

○総務課長 

 本年度の人事院勧告では、55歳を超える職員に

ついての昇給をとめるですとか、高位の号給に昇

格したものの号給の増加額を削減するだとか、そ

ういったことは言われております。 

 ただ、退職金については、民間の退職金との差

が出たということで、政府のほうからは、その差

を埋めるべく、私どもは退職手当組合が３カ年か

けて減額をするということですが、国家公務員に

ついては１年半かけて減額をするということで、

我々は国家公務員の方々よりは足をおそく、倍に

はなってますが、同じような形を国家公務員が１

年半かけてやるのを３カ年かけてやるというよう

な形にはなります。 

○高橋委員 

 しかし、人勧はそこを言ってないというふうに

答弁してもらえばいいんですよ。 

 それで、285ページをちょっと見ていただきた

い。この285ページの職員手当の内容について記

された部分があるんですよね。ここに右から２つ

目に退職手当組合の負担金の額が前年度、今年度

の比較してあるんですね。この比較によると、本
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年度は前年度に比べて949万1,000円増と。これは

人員によって変わるんですが、退職手当の受給額

が減っているのに、なぜ掛金がふえるんですか。 

○総務課長 

 これについては、毎年、定年をお迎えになって

御卒業されていく職員もいますし、勧奨という形

で定年を待たずにやめていく方々も毎年、数名い

らっしゃいます。 

 そのような形の中で、勧奨の場合、自己都合の

退職に比べて上積みがありますものですから、そ

の分については、私どものほうが勧奨分の掛金を

増額をして支払う必要がございます。そういった

いろんな諸事情の中で、このような形になってい

るものだというふうに思います。 

○高橋委員 

 だってそんなことは毎年毎年あることでして、

勧奨退職、つまり、４月の頭に私はことしやめま

すよと言えば勧奨になるんでしょう。そんなこと

はきのう、きょう始まったことじゃない。毎年毎

年あるんですよ。だから、来年だけそういうこと

が多いということではありません。 

 給付が下がれば掛金が下がって初めて退職金を

下げよといってみえる人たちの本意が全うできる

んじゃないですか。もらう分を減らしといて、掛

金がふえとっては、何のための、ほんとに公務員

いじめということになるでしょう。 

 だから、退職勧奨というのは、きのう、きょう

始まったことではない。毎年毎年ある。多少でこ

ぼこはあるでしょうが。だから、掛金が下がるん

ですか、下がらないんですか。何でここで増額に

なるんですかね。皆さん、もらう分減るのに。 

○総務課長 

 再確認はしますけれども、それと職員の人数の

ほうもふえております。 

 このような関係から、掛金そのものは率は大き

く下がることはないもんですから、例えば職員の

人数が本年度413人から来年度の予算では419人と

人数もふえておるようなことがございます。 

○高橋委員 

 それは人数がふえればね、あたま数、給料の料

によって掛金率があるんですが、率は下がらない

んですか、これ。３カ年で16％ぐらい下がるとさ

っき説明していただきましたが、掛金は下がらな

いんですか。だったら地方自治体、全然歳出の削

減にならないじゃないですか。 

○山﨑委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後７時05分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後７時13分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○総務課長 

 失礼いたしました。 

 先ほど私が勧奨云々ということを申し上げまし

たけど、それちょっと私の勘違いでございました

ので、取り消しさせていただきます。 

 実は、委員御指摘の部分だと思います。当然、

退職金が下がれば掛金率が下がってしかるべきだ

という御指摘について、ある面もっともでござい

ます。 

 実は、退職手当組合のほうがこのような措置を

とるという形になったのは、御承知のとおり２月

の下旬の退職手当組合の議会の中で議決を受けま

した。ただし、私どもがこれは予算を編成してい

た時点では、まだその辺が確証がとれておりませ

んでした。そういった部分がございまして、当初

の予定の場合ですと、本年度までは掛け率のほう

が1000分の160という掛け率でございます、負担

金の。それが実は、平成25年度、新年度からは

1000分の170という形で掛け率が1000分の10、ポ

イントとしては上がるという予定でございました。 

 したがいまして、当初予算の編成の段階では、

その掛け率が上がるということで予算を組んだこ

とと、職員の数がふえたというこの２つの要因が

重なって本年度に比べて退手組合に対する負担金

のほうが増額になったというふうに訂正をさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○高橋委員 

 掛け率が上がるわけ。給付が下がって掛け率が
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上がる。上がるということで予算を組んだけども、

実際は上がりませんよということなんでしょう。

そこを言わなきゃ、あなた。自分の答弁が違うこ

とを言ってくるんだ。私は、あなたの答弁の違い

は聞きたくないんだわ。どういうことなんだとい

う結論が聞きたいわけですからね。 

○総務課長 

 退職手当が減らないという前提のもとで予算が

組んであったものですから、掛け率のほうが10ポ

イント上がるということで職員の人数もふえたと

いうことで負担金がふえておる。 

 ですけれども、現実は退職手当が下がるもので

すから掛け率は上がらないというふうに聞いてお

りますので、本年度と実行する際には、同じ掛け

率ということになるというふうに聞いております

ので、当初予算ではこのような形で平成24年度と

比べて負担金の額がふえるという形にはなってお

りますが、これほどは実際にはふえないというふ

うに思います。実際の予算の執行段階では、その

ような形になるというふうに思います。 

○高橋委員 

 給付は下がるが、掛金率は変わらないというこ

とですか、今の答弁では。３カ年でしっかりと下

げていくんですけど、３カ年とも掛金率は下がら

ないと、現状のままということですか。これは退

手組合が得するだけじゃないんですか。そんな理

不尽なことは許していいんですか。 

 林市長は退手組合の理事ではないと思うけど、

この理事の皆さん、何を審議しておったのかとい

うことになるじゃないですか。そこら辺はどうで

すか。 

○総務課長 

 私どもが今把握している範囲内では、負担率が

上がる予定だったのが、何遍も繰り返しになりま

すが、退職金のほうが下がるということで負担率

を上げる措置を凍結をして従前どおりというふう

に聞いております。 

 それ以降、また３カ年かけて退職手当のほうは

減るわけなんですが、その負担率のほうが来年度

については本年度同じという、上げる部分をやめ

るということですが、それ以降のことについての

情報を私、持ち合わせておりませんので、大変申

しわけございません。 

○高橋委員 

 1000分の160が1000分の170になると、だけども

それは間違っていたということなので、1000分の

10下がると、同じ人数がというふうに理解するん

ですが、給付については３カ年で下がる金額が極

めてリアルに報告をされておりながら、掛金率が

３カ年どうなるかということをセットで決めてい

ないんですか、退手組合というのは。 

 もちろん情報の時期と予算編成の時期ね、本を

つくるときの時期が違うから今の話は了解します。

しかし、２年、３年後は、平成25年度は掛金は上

がらないと、フラットだということもわかりまし

た。平成26年、平成27年、つまり３カ年で退職金

を減らしていくという流れの中で、２年目、３年

目というのは、当然、掛金がどうなるかというの

がセットで決まっていて当たり前だと私は思うん

ですが、これは決まってないのか、決まっていて

もたまたま今、総務課長が念頭にないのか、どち

らなんですか。 

○総務課長 

 今回の退手組合で改正された部分については、

給付の部分だけがそういうふうに調整率が３カ年

かけて下げるということは聞いておりますが、そ

の負担率の部分については、ちょっとふれられて

いないというふうに私は認識をしております。そ

の辺は退手組合の中で、今後議論されることにな

ろうかというふうには思います。 

○高橋委員 

 それは一度、総務課長ね、はっきりさせてくだ

さい。きょうじゃなくてもいいですから、２年目、

３年目の掛金率が決まっていないのか、決まって

いても御理解を得ていなかったのかとか、そこは

ちょっと確認されて後ほど紙を一枚くださればい

いんですが、そういう措置をとってください。 

 それで、私は、これは皆さんが頑張って仕事を

やってみえて、今、給料上げて景気を底から上げ

ていこうじゃないかというね、購買力を上げて景
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気回復していこうじゃないかと、その流れに乗っ

てという話なんですが、この話は、掛金率は下げ

へんし、給付だけ減らしていくと。もうかるのは

退手組合だけだと、こういうような議論でね、到

底納得できない。これは私たちは退職金がありま

せんけども、この職員のモチベーションに影響し

てくるんじゃないですか。一生懸命やっておって

も、俺たちはこんなに報われないのかと。公務員

を悪く言うと世間が拍手すると。市会議員はなお

さらだと、こういうような話になっておりまして、

これはモチベーションは下がる一方だということ

を皆さんは自覚しながら、しかし、職務上そうや

ってやってみえるので、これは少し私、掛金率の

問題を含めて、大変矛盾だと思うんですが、総務

部長、どうですか。 

○総務部長 

 私も個人的なことでいえば、職員が一生懸命、

今働いておりまして、最後の退職金をもらうとい

うときに、何で当面でいうと、私の時代から減る

というような形になりますので、それは率直な意

見だというふうに思っております。 

 でも、うちだけがというわけではございません

ので、国全体から県のほうもやっていることでご

ざいますので、それにつきましては、一緒の形と

いうような形で実施していきたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 ちょっと話を次に移したいと思います。 

 きょうも安心安全の諸施策について活発な議論

がありました。お伺いしたいのは、駐輪場の防犯

カメラの設置、これはふれあい広場につくるんだ

と。それから、民間の駐車場、マンション等の防

犯カメラの設置について、補助金を交付していこ

うじゃないかと。325万円。さらには、ごみの不

法投棄に移動式のカメラをつくって今回対応しよ

うじゃないかと、これはちょっと所管外なんです

が、このように防犯カメラが行政の手により、あ

るいは行政の補助システムによって、町なかにつ

いてくると、こういう事態になってきました。 

 私は、防犯カメラが犯罪抑止に一定の効果を持

つことを否定しません。しかし、別な言い方をす

れば、監視社会であり、プライバシーってどうな

っちゃうんですかと。歩くところ、歩くところ、

全部防犯カメラがついていて、私のプライバシー

が24時間監視されているんじゃないかと、こうい

う監視社会の重圧感を感じながら生きてみえる

方々もあると思うんですね。 

 私が申し上げたいのは、こうやってカメラを設

置されるのは抑止にはなると思うんですが、カメ

ラを設置する思想、考え方、それによるプライバ

シーの保護というのを、もっと高い見地で条例化

して、そこをしっかりと位どりした後に個々の施

策を進めるべきではないのかというのが私の意見

なんです。こんなカメラが出てきちゃって、俺の

ところもつける、あそこもつける、公民館にもつ

けさせてくれと、これはいいけども、監視社会を

どうやって制御するのか、あるいは出たデータを

どういう形でこれを保存し、なおかつプライバシ

ー侵害にならないように管理するのか、統一的な

思想的な処方が一方では明らかにならなかったら、

これは非常にまずい話だなと。こういうことを考

えられるのが安心安全課長の仕事じゃないですか。

ぱっぱつけるばかりがいいじゃない。元気ないい

ところはいいけども、こういうプライバシーをど

う守るかということで、もっとソフトランニング

で頭を使っていただきたいと思うんですが、どう

ですか。防犯カメラ設置条例、理念、目的、まち

づくり基本条例のものをつくれとは言いません。

防犯カメラ設置条例、どうやってプライバシーを

守るのか、プライバシー保護という立場と防犯抑

止という立場をどうやって調整していくのか、こ

このところのセオリーがはっきりしなかったら、

それは全然、地方自治体の仕事としては重要な欠

落部分ですよ。そういうふうに私、申し上げたい

ですが、いかがですか。 

○安心安全課長 

 今、委員がおっしゃられたように、体を使って、

頭を使ってないわけじゃないんですが、私の個人

的な感想でいくと、カメラが社会で流通する原因
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は、県警にもいろいろ御相談をしました。県警も

社会実験をされて、確かに何十％かはカメラを意

識するとか、嫌だ言われる方がみえます。それを

押してでもカメラがほしいと、最初の研究の成果

の報告書を読みますと、やっぱりつけた前も後も

嫌だという人はみえるんです。ただし、まちが平

和だとか、ある意味犯罪が減るという社会現象に

対しては、それを歓迎まではしないですけども、

やむを得ないと言われる意見の方は確実にふえて

いました。 

 個人情報のいろいろ壁が今もございまして、例

えば震災を受けたときにどうだとか、犯罪に遭っ

たときに、犯罪に遭われた方はどうなるんだとい

う話を考えますと、少なくとも犯罪を起こす被疑

者、そういう方を捕まえるそのものも大事だし、

つけたことによってまち全体が利益を得られる、

抑止力という言葉でもあるんですが、そういうこ

とでもあります。 

 一方、個人情報のその扱いですね、それを無制

限に広げるつもりは私も全然ございません。県下

でいいますと、愛知県が今、ガイドラインを作成

だという情報と豊田市が、この３月に防犯カメラ

を設置するために条例を制定するということが聞

こえております。まだちょっと手には入ってない

んですが、そこら辺を研究して、何らかの手だて

を示してから設置をしようかと考えております。 

○高橋委員 

 私は、防犯カメラの犯罪抑止力を否定している

んじゃないですよ。否定しているわけじゃないけ

ども、これをつけることによってプライバシーの

侵害になるおそれが拡大することはお互いに一致

できるでしょう、それは。監視社会だという意味

合いで窮屈さを感ずる人々も少なからずいらっし

ゃる。それは総体的にそういう人が少ないから、

そんなことはほかっておけばいいというわけでは

いきません。一人の人間は地球より重いわけです

から、仮にそれが少数派であったとしても、私は

単純な少数派だと思いませんが、少数派だとして

も犯罪抑止に有効なカメラをつけることによって

少なからぬ人々がそういう抑圧を感ずるとすれば、

その２つをどう調整するかというのが、これはま

さに行政の仕事ですよね。安心安全課長の仕事じ

ゃないですか。 

 最後、何とおっしゃったんですか。最後の答弁

が、ちょっとわからんかったんですよ。そういう

条例等を整備してから設置したいんだというふう

におっしゃったんですか。 

○安心安全課長 

 それを終わって、できてからというよりは、も

う既にプライバシーのどういうものがプライバシ

ーかというのは研究をしました。 

 例えば定点カメラを設置しまして、アパートだ

とかそういう中がのぞき込めるようなところはマ

スキングといいまして、見えないようにまずいた

します。自転車の盗難を防止するためと、道路へ

出て行くところを撮影するというふうに限定的に

設置したいと思っております。当然それに対する

運用は何らか要綱なりいろいろ研究して、まずそ

れを作成して、それと同時に施行していきたいと

考えてます。 

○高橋委員 

 それはあなたの雰囲気で、これはいいだろうと、

こいつはいかんわなというレベルの話をつくって

くれと言ってないんですよ。条例にしてほしい。

つまり、知立市の団体意思として、こういうカメ

ラの使い方はだめですよと。映像を保管するのに、

こういう保管の仕方はだめですよと、こういう点

ではプライバシーをしっかり守らないかん、理念

はこうだ、具体的なカメラの設置と、そのカメラ

の映ったものの処理、こうすべきだということを

安心安全課長の善悪の判断で決めてもらうのでは

なくて、あなたが発案されればいいんですよ。私

は、善悪の判断をこういうふうに思うけども、こ

れを条例化して知立市の団体意思として決定して、

これをもとにやっていきたいけどもどうですかと、

そういう条例をおつくりください。 

○安心安全課長 

 条例を直ちにつくるというつもりは今はないん

ですけれども、近隣を全部テレビカメラを設置す

るところを全てお聞きして回りました。たまたま
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条例というのは豊田市が今、作成されて来年度か

ら運用されるということで、そこら辺はもっと念

入りに研究させていただいて、それで御返事でき

ればと思っております。 

○高橋委員 

 豊田市は、すごいと思いませんか。まず条例を

つくろうというふうに発想されてくるところが私

はいいと思うんですね。犯罪抑止は当然だけども、

プライバシーの侵害にもならないのかと、前から

言われておる命題ですよ。これはどうやって、誰

が調整するのかと。安心安全課長要綱で書いて、

次の日はまた要綱改定で、これは間違っとったと、

こういうものじゃなくて、豊田市は条例でプライ

バシーと犯罪抑止をどうやって調整し、整合性を

持つのか、それが市民全体の合意になるような条

例を今つくろうとされておるわけでしょう。ここ

が難しいところなんですよ。 

 カメラをつけるのは業者にやってもらえばつく

んです。皆さんが考えないかんのは、そこじゃな

いですか。どうやったら犯罪社会の中でプライバ

シーを守りながら防犯カメラを設置して皆さんが

快適に、しかも安心して暮らしていただけるには

どうしたらいいのか。これは豊田市はすごいと思

いますね、私は。そのすごさを安心安全課長まね

してほしいわけですよ。そこから学んでほしいわ

けですよ、私は。そこを求めているんです。どう

ですか。 

○安心安全課長 

 おっしゃるところは、私もすごくよくわかって

おります。例えば豊田市は既に自転車置き場等に

カメラも設置されとる部分があるんです。やっぱ

り高橋委員が言われたように、社会的なニーズが

個人情報との兼ね合いで、かなり難しくなってき

たということで作成をされるというのが夏ぐらい

と新聞に載っておりましたが、ほかの近隣もカメ

ラは設置をされておるんですが、まだそこまでの

動きがないということで、研究をさせてください

というのは、そこの面で研究させてくださいと言

ったつもりです。 

○高橋委員 

 総務部長、今、安心安全課長の答弁、つくって

いくんですか、いかないんですか、条例は。 

○総務部長 

 今、安心安全課長が答弁をしておりましたけど、

うちのほうも駐輪場にカメラをこれから年次ごと

に１回つけていきたいというふうに思っておりま

す。 

 そこで豊田市が今回条例化をしたということで、

豊田市によりますと、対象者につきましては市か

ら委託を受けた指定管理者、自治会、商店会振興

組合、商工会、駅などというような形になってお

りますので、うちのほうも公共施設も含めて今年

度中に一度関係のするところも集めまして、ちょ

っと協議会みたいな内部の検討会を、それは条例

化に向けてというような形になりますと、条例を

するのかというような話になると思いますけど、

うちのほうといたしましては、とにかく中で一回

検討会を設けてみたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 私の意見と担当課長は一致すると、わかります

と。現に先進的な市町が出てきていますと。まだ

しかし、丸腰で、そういうことを検討していない

市もありますよと。だから、はざまに入ってしば

らくじっと左右見させてくれと、こういうような

話なんだわ、あなたのお話は。それは現状はそう

いう認識で結構なんですが、つくっていくんだと、

条例を。私とあなたは一致しとるんなら条例をつ

くっていきますと。これ難しいですよ、条例つく

るというのは。豊田市を学ばないかん。なかなか

知恵が要りますよ。その知恵を使うより走り回っ

てつけとったほうがええかもしれん。 

 しかし、それは業者にやっていただければいい

わけでして、安心安全課長が今一番やらないかん

のは、そういうことに心を砕いていただいて条例

化に向けてみずから決意をされて、そして、その

方向に向かって邁進すると。市議会に対しては条

例化の方向で頑張りますと。これが議論というも

んじゃないですか。安心安全課長がはっきりせん
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から総務部長もむにゅむにゅといって困っちゃっ

とるがね。どうですか。条例化の方向で足を踏み

出して検討するというふうに答弁できないんです

か。 

○安心安全課長 

 条例化の件につきましては、もちろんこの提案

をするときに視野に入っておりました。 

 ただ、どういうふうにつくっていいかが実のと

ころはわからなくて、豊田市のものが手に入れば

当然研究していって、それを上司に提案しようと

は思っておったんですが、それがまだ手に入って

ないので、そういう今、総務部長が答弁した程度

ぐらいしかお答えが僕もできなかったので、これ

から研究して、何とか前向きにやっていければと

思っております。 

○高橋委員 

 条例化に向けて何とか前向きに後ろ向かずに風

向きに沿ってずっと前へ向かっていくんだという

のは伝わりました。 

 総務部長、担当もそういう方向へシフトをして

いこうというのですから、ぜひ条例化に向けて総

務部長も一肌脱いでいただきたい。どうですか。 

○総務部長 

 これにつきましては、先ほどから言ってるよう

に、カメラをつけていくとこの条例化というのは

避けて通れないというようなところだというふう

に思いまして、特に近隣市、遠いような市がやっ

ているわけではございませんので、豊田市が条例

化したというような形になると思いますので、十

分、中で前向きに検討していきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 ぜひ、そういう方向で防犯カメラ設置について

の条例をきちっと調えていただきたいということ

をあわせて強く申し上げておきたいと思います。 

 交通安全について一点、お伺いいたします。 

 87ページですか、交通安全、008運転免許証の

自主返納事業であります。458万4,000円、内容に

ついて御説明ください。 

○安心安全課長 

 運転免許証自主返納支援事業でございますが、

この９月に交通安全条例を御審議いただきまして

改正させていただきました。そのときに、自転車

の事故、飲酒運転にあわせて高齢者という項目を

入れさせていただきました。条例を改正して何も

しないというのはおかしいということで、今回こ

の高齢者の事故というのは運転をすることによっ

て起きるということで、免許証を自主的に返納す

る支援事業を少し拡大しようかという考え方を持

ちまして、新規で、もちろん今までどおり大体毎

年返納60人ぐらいの返納がございますので、それ

の分として予定をしております。あとの半分は、

その促進をするということをまたさらに加速した

いということで、平成23年の４月以降に交付をさ

れた方は、さかのぼって２年が切れる前にもう２

年延伸で、新規の方についても２年後にまた更新

をして、４年はミニバスに乗車していただいて免

許証を返していただくという、より一層の促進効

果を狙って計上させていただきました。 

○高橋委員 

 平たくいうと、２年間のミニバス無料券を４年

間に延長すると、こういうことですね。 

○安心安全課長 

 そのとおりです。 

○高橋委員 

 それは先回もそういう話があって、何で４年で

済ませるんですかと、私、提案しました。もうち

ょっと延伸して、つまり返納者全体がミニバスに

無料で乗車できるようにされたらどうですかとい

うふうに申し上げたんですが、なぜ４年で切られ

たんでしょうか。 

○安心安全課長 

 ４年と言われますが、今の倍の期間を延ばしま

した。それと免許証を持っていない方もかなりの

数、これが免許証を持ってみえる方以上に多いと

いうことも考えまして４年とさせていただきまし

た。 

○高橋委員 

 免許証返納者のうち、65歳以上、75歳以上、そ
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れぞれ何人みえるんですか。パーセントはどうで

すか。出してないですか。 

○安心安全課長 

 平成21年10月１日より実施をさせていただいて

おりますので、総計でいきますと、この現在３月

８日現在統計をしましたので238名の方がみえま

す。 

 順番に言っていきますと、65歳から69歳までの

方が31名、70歳から74歳が79名、75歳から79歳が

47名、80歳から84歳が49名、85歳から89歳が26名、

90歳から94歳までが６名となっております。 

○高橋委員 

 私は、市長が、知立市のミニバスが近隣に比べ

て、極めて密度よく走っていると。バス停も多い

と。よそも走ってるけども知立市の小さなまちで

５コース走ってるようなところはないと。すばら

しいと、私は市長会で胸張ってやってますと、こ

ういう御趣旨の発言があって、みんながミニバス

に乗って、もっともっとまちに出てきていただき、

健康な生活を送っていただくと。免許証は返納し

たけども健康な生活を送っていただくと、ここに

政策の力点があるんじゃないのかなというふうに

思うんですよ。政策の力点ですよ、政策の根拠で

すよ。２を４にしたから一歩前進だと。それは数

字的にはそういうふうになるかもしれんが、この

政策、返納者をどうやって引き続きまちの中で元

気に頑張っていただけるのかという点では、その

視点から政策立案を検討されるべきではないのか

と。 

 そうなると、なぜ二、二が四なのかということ

がとんと検討がつきません。私は、ぐっと進んで

いただいて、返納者全体に、申請があればですよ、

申請がなければいいです。もう私、乗れないとい

う方は申請されませんから、申請があれば乗って

いただくというふうにされるべきではないですか。

どうですか。 

○安心安全課長 

 先回もそういう議論をさせていただきました。

それを例えば永久にとかいう自治体も確かにござ

います。それがそこの政治の考え方もあるので、

私どもとしては、安心安全課の交通安全のものと

しては、この今４年がいっぱいというところでご

ざいます。 

○高橋委員 

 それは、あなたの政策立案の根拠が正しくない

からそういう結論になるんですよ。 

 238人返納者のうち、ミニバスの無料券を申請

してみえるのは何人みえるんですか。 

○安心安全課長 

 私どもが把握しておる数字は、全てミニバスの

交付をしておる方です。 

○高橋委員 

 238人が交付者だと。だけど返納したけどもミ

ニバスの交付申請を受けてない方もあるわけでし

ょう。全員が交付申請されておるんですか、失礼

ですけど。 

○安心安全課長 

 そこまでの細かい資料を持ち合わせていません

ので、調べて御返事します。 

○高橋委員 

 だから、そこの資料もなしに、返納者の何％ぐ

らいがミニバスの無料券を申請してみえるかとい

うこのことは知らないとおっしゃるんですよ。何

でそこに関心がないのか、私にはわからんけども、

今の数字は申請してきた人だけの数字だと。これ

は、もうちょっとしっかり実態をつかんだ上で、

４年なら４年というのを導き出さないと、それは

行政当局の極めて短絡的な、議会で言われたから

ちょこっとだけ載せておきましたというようなレ

ベルの話ですよね。 

 担当がそれで右往左往してみえるんですが、75

歳以上の高齢者が5,324人おみえになります。こ

れは先日の保険健康部長の本会議の答弁です。こ

れはいつの時点かはっきりしませんが、そういう

答弁があった。私は、75歳を超えたら免許証返納

者もいいけども、ミニバスを無料にしてパス券を

お出しして、申請者にはですよ、そしてまちの中

へ出てきていただく。今バスが朝から晩まで満員

で立ち見席があるというならいざ知らず、まだ余

裕があるんですから、そういう施策をとられたら
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どうかというふうに思うんですが、どうでしょう

か。これは所管の部長がおりませんね。副市長、

どうですか。 

○清水副市長 

 この議論は、昨年の９月ですか、12月もありま

して、免許証自主返納者に２年を４年にしても、

これはそういった意識を持った方が自主返納され

るそれの一つのきっかけづくりの形としてあれば

いいんじゃないかなと、私もそういうふうには思

っていたわけです。 

 しかし、今回、２年を４年ということですので、

よりそういうことではミニバスでということで、

代替の交通手段が確保できれば返納しようという

ことになる方もふえるだろうという、そういう期

待もしております。 

 前回の議論の中でも私、まだこれ結論が出てな

いわけですけども、そういう自主返納のための無

料券の配付という交通安全上の考え方ですね、も

う一つは、大きく高齢者の社会参加、高齢者がも

っとどんどん外へ出ていろんな活動の場を広げて

いただけるというような高齢者の社会参加のため

の施策というですね、そういう考え方の中では、

今、御質問者がおっしゃった考え方、私、ありだ

と思うし、それはいい施策じゃないかなというふ

うに思います。 

 ただ、今、ミニバスの利用者の年齢構成を見ま

すと、非常に逆にそういう方たちたくさん乗って

おられて、ミニバスの重要な収入の一翼を担って

いただいている方なものですから、あるミニバス

の運営経費のことを考えていくと、非常にそこが

大きいなという私、そういう思いも前に資料見な

がら思ってまして、そこを大きな判断だというこ

とになります。ミニバスをですから、ほぼそうい

う収入を当てにせずに100％一般財源で運行して、

どんどん乗ってくださいという、そういう施策に

切りかえるのか、一定の利用者をふやしながら利

用料も上げながら、できるだけ市の負担を軽減と

いうか、今以上のふやさないような形で充実をさ

せていく方向を考えるか、その辺のミニバスの運

行、運営という考え方を一度整理させていただい

て、そういった高齢者施策との兼ね合いでどうだ

というところを、私は私なりに一度整理をしたい

なと。 

 そうすることの中で、結論として、今、質問者

がおっしゃるように、75歳以上の高齢者は全てミ

ニバスでどこにでも行っていただけるようなです

ね、そういう知立市にしようということであれば、

それはすばらしい施策だというふうに思いますけ

ども、先ほど言いました、そういう経済的な部分

をちょっと時間をいただいて、考えさせていただ

きたいなというふうに思います。 

○高橋委員 

 私は、高齢者の交通安全と高齢者が元気に社会

参加をして健康寿命を全うしていただくというの

はセットの話だと思うんですよ。だから、ある意

味で返納者だけがミニバスの無料券をもらうとい

うことについては、車のない方、もともと車を持

ってない人は、俺は足がないがやと、俺もほしい

と、こういう議論も生まれてくるでしょう。 

 たまたま取っかかりは交通安全の入り口からず

っと入っていったんですが、うちは４年でシャッ

トアウトだと、交通安全はそれ以上できないと、

こういうような話になってきますと、さっき言っ

た、あのバスがもともと何のために走るかといっ

たら、若い人たちを乗せるためではなくて、交通

手段を持たない、いわば高齢者や子供たちが社会

参加をして健康づくりをやって、そして、まちに

お金にお金も落ちるかもしれないし、そういう流

れの中で位置づけられたのがミニバスだというこ

とだと思うんですね。ここへきて定着もし、

4,000万円程度の運行経費、その4,000万円という

のは、もちろん料金収納を除くとそういう予算書

にあった、本会議でも議論にもあったあの数字に

なるんですが、私は、ここはひとつ方向性をね、

超高齢化社会がいよいよ到来するということも含

めて、健康寿命をほんとに全うしていただこうと

いうことをあわせて施策と方針を拡大して、75歳

以上の無料化にひとつ足を踏み出していただきた

いというふうに思うんですよ。 

 そのためには、75歳以上の方がどの程度乗車し
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てみえるのか。多分この資料はないと思うんです。

ありますか。どこでわかるんですか、そんなこと

は。75歳以上の方が何人乗っておるというのはわ

かるんですか。 

○清水副市長 

 ちょっと今、手元にありませんけども、まちづ

くり課が何歳の方がどういうふうに利用されてい

るかとか、利用者の年齢構成というんですかね、

ミニバスのアンケートで私、見た記憶がありまし

て、それを見たときに、さっき説明しましたよう

に、非常に当然のことながら高齢者の方がたくさ

ん乗られるんです。その方たち、１回100円払っ

て乗ってきていただいてまして、その方たちがミ

ニバスの使用料収入の大きなところを占めておっ

ていただくわけですので、それを75歳以上の人を

無料にして全員どんどん乗ってくださいという施

策にするということは、先ほど言いましたように、

ミニバスの運営の考え方を切りかえないといけな

いわけです。今は障がい者の方と小学生以下は子

供ですからね、それにプラスそういった方たちを

無料の対象者にしようということですから、相当

財政的なところの考え方もしっかりしていかない

と難しいと思いますので、そういった意味で、先

ほど少し時間をいただいて、その辺の整理をさせ

ていただく必要があるというふうに答弁させてい

ただきました。 

○高橋委員 

 それはアンケートの結果から大体の比率でこう

なるなんてことが類推できる、演繹的に出るとい

うふうに思うんですが、一々乗る人を大興の皆さ

んが年齢数えておるわけじゃ、年齢言って乗るわ

けじゃないですから、それはアンケート結果と利

用された人たちの演繹的に比率で割り出すとそう

いうことになるということだと思うんですね。 

 だから、その実態としては必ずしも明確じゃな

いと思うんですが、副市長、ぜひ切りかえていた

だく検討をしていただきたい。超高齢化社会、も

ともとミニバスはそういう人たちをスポットを当

てた施策ですから、その人たちが今1,000円で１

カ月に乗っていただく、さらにそれを今言った免

許証返納者にそのレベルに合わせて施策を展開し、

発想を変えていただくという方向で、ぜひ突っ込

んだ検討を始めてもらいたいと思うんですが、ど

うでしょうか。 

○清水副市長 

 今、現時点でどういう方向で結論をというとこ

ろまでは今、私も迷っておるというか、はっきり

申し上げられません。先ほど言いましたような、

いろんな条件を一度整理をさせていただくという

ところに今のところはとどめさせていただくこと

でお許しをいただきたいと思います。 

○高橋委員 

 ぜひ、そういう方向で検討を深めていただきま

すように強く申し上げておきたいと思います。 

 もうちょっと聞かせていただきたいんですが、

きょう、資料が出ました。平成24年度公共工事設

計労務単価比較表、これは佐藤議員の質問に基づ

く資料ですね、該当の業者はわからないようにＡ

社、Ｂ社ということも書いてないんです。 

 この表は何を意味しているかといいますと、一

番左に職種がありますね。この職種が列記してあ

りまして、左から２番目、１日当たりこの職種に

対して幾らの単価を構成するのか、幾らで働いて

もらうのかという、これは公共工事設計労務単価、

これは国の単価というふうに理解をいたしますが、

いいですね、それで。 

 それから、その次の物価積算資料４月１日当た

り微妙に数字が違うんですが、これはどういう数

字なんですか。左から３番目。 

○総務課長 

 これは建設調査会というところから発行されて

おります物価調査の物価本と我々は呼んでおりま

すが、それとか積算資料という市場調査をしてそ

れぞれの単価をまとめて公表している資料がござ

います。それを参考までに表記させていただきま

した。 

○高橋委員 

 だから、より流動的な側面を補足しているとい

うものが３番目ですね。そこから後ですよ。この

総合評価方式の落札入札に係る調査労務単価、知
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立市は平成24年度から総合評価で落札した場合に

限り、幾らで雇い入れているのかということは報

告を求めているというふうに理解をしております。

その報告の結果が左から４番目ですね。どういう

結果になっておるかというと、１日当たりＡ社か

らＤ社まであるとしましょう。一番低いところは

9,120円、一番高いところで１万4,000円でしたと。

したがって、これは軸は一番左の平成24年度公共

工事の設計労務単価が軸なんですが、これを分母

にして、１日当たりの9,120円から１万4,000円を

分子にして割り戻すと67％から102％だというん

ですよ。これを見ると極めて傾向が明瞭なんです

ね。 

 知立市のチェックシートはここまで、これ以上

は何もしないんですか。これは調査でこれが出て

くるようになりましたよね。これ以降はどうなる

んですか。 

○総務課長 

 総合評価の中で、それぞれ労務単価をお示しし

ていただいて、私どものほうとしては、最低賃金

には抵触しないようにということでお願いしてお

るものですから、その最低賃金と照らし合わせて、

それ以上であれば適正な労務を支払っているとい

うことで、そのチェックまでということで、今の

ところ、その最低賃金を下回るような事案は今の

ところ見られていないというのが現状でございま

す。 

○高橋委員 

 例えば普通作業員というのがあるでしょう。国

の単価が１万3,700円で67％が一番低いんですよ、

9,000円。9,000円は１日私たちが1,000円にせよ

と言っておるんだから、9,000円ははるかに高い

わね、最賃を。だから最賃を超えておるから何も

言いませんよというのが知立市の対応です。 

 これは、何を意味しとるかというと、これは今

の安倍総理がやろうとしておることなんですよ。

彼は本気になってやるつもりはないと思うんです

が、つまり、財政投資をすると。今度は補正予算

で出てくるんですが、すごいでしょう、今度。使

ってください。使ってくれた人は、なお平成25年

度もお金を積みますなんて、こんなこと初めてな

んですが、こうやって公共工事をやっていただく

わけですよ。これによって市中の地場が動く。こ

れによって景気を支えていこうというわけです。 

 ところが問題は、今まではどういう問題があっ

たかというと、親会社にはそれは入るけども、下

まで浸透しないという、途中でピンはねがある。

単価が乗っていかない。孫の孫で働く人は、極め

て劣悪な労働条件で働く。しかも派遣だというこ

とになると、そこへお金が回らない。ほんとに毛

細血管まで金が回って、初めて下支えし、購買力

がふえるわけですから、これは議論の余地はない

と思うんです。それをやろうというのが公契約条

例なんですよ。それを末端まで血液を届けようと

いうのが公契約条例なんです。 

 知立市は、ここまでは出していただくようにな

りました。これは西三河でも知立市だけだと思う

んですよ、ここまで出るのは。これは私、評価し

ています。もう一歩進めてほしいというのは我々

の声なんですよ。 

 どういうことかといいますと、野田市は条例が

あります、公契約条例。愛知県も調査費を今度計

上しましたね。野田市、そして新宿区、佐藤議員

がしょっちゅう言いますが、新宿区のチェックシ

ート、これは条例ではないがチェックシートを持

っています。野田市も新宿区もそうですが、ここ

からもう一つ手を伸ばすんです。どういう手を伸

ばすかといいますと、設計労務単価の８割を下回

るところについては８割まで単価を上げてくださ

いと、これをやるんですよ。だって設計金額、予

定価格には入ってるんだから、この労務単価が、

リンクの数によってね。これで全部設計して予定

価格入れておるんだから、それを受注した親会社

が、それにふさわしい労務単価を払うというのは、

先ほど言った血液が末端までずっと届いていく、

そのことを担保してしようというのが公契約条例

なんだから、知立市はここまで頑張ってもらっと

るけども、全てが最賃を生み出しているのでオー

ケーと、ここが違うんですね。 

 野田市と新宿チェックシートは、８割を下回っ
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てわけ。例えば普通作業員67％というのがありま

すね。その下の特殊作業58％、45というのがある

んですよ。ここは野田市や新宿区は８割まで上げ

てくださいと、労務賃を、こういう指導をすると

いうんですよ。その指導に沿って対応していただ

く。そうすると末端まで流れますよ。これが公契

約条例なんですね。私は、もう一つ前へ進めない

のかということを、きょう提案したいんです。具

体的なこのデータに。８割を満たないところにつ

いては、８割まで満たしてほしい。これは自治体

が市場原理に手を突っ込むということですよ。労

使関係に手を突っ込むということです。 

 この種のものの対応というのは、本会議でも問

題になりましたが、年金の掛金のシールさえ渡さ

ないと、こういう親会社がある。こういう話です

よ。だから、これをやるには条例なり、せめて新

宿区のチェックシートなり、法律、条例の後ろ盾

がないとなかなかそこまで手が突っ込めないとい

うのが実態だったと思うんですね。どうですか、

一度真剣まんけんに検討していただけませんか。 

○総務課長 

 委員おっしゃることは、私もよくわかるわけで、

そういったことが今後の社会の中で、どのように

見直されていくかということは非常に気にかかる

ところで、ただ、御存じのとおり、まだ県内では

そのような公契約条例に対して具体的な取り組み

をしているところは市町村ではない。また、愛知

県のほうが、ことし、ワーキンググループで中間

報告というような形での報告を出していただきま

した。来年については、調査費を計上して、県の

レベルで、もう一段階踏み込んだ検討をしていた

だけるというところがございますので、私として

は、その県の動向を見ながら、県のほうで検討す

る中身をもうちょっと知立市としては慎重に見き

わめて、その後のことは、またその中で考えてい

きたいなというふうには思います。 

○高橋委員 

 担当者は、私の意見については同意していただ

きました。それ、必要なんです。自由経済とはい

え、市場原理とはいえ、ここまで格差が開き、セ

ーフティネットの必要性や若い人たちの就業状態、

あるいはサラリーがここまで下がってきますと、

これはゆゆしき行為で、ほかっちゃおけないとい

うのが実態だと思うんですね。したがって、各市

で動きが始まる。知立市でもこういうふうになっ

ていただいた。 

 ここは本当は、市長が、そうだなと、総務部長、

やったらどうだと、検討したらどうだというとこ

ろなんですよ、出番としては。確かに県内で一つ

もやってない。総務課長に、あなたまとめなさい

と、原案をといったって、プレッシャーがあって

やれるのかしら。このときに羅針盤を示すのが、

私はトップの仕事だというふうに思うんですね。

こういう点でリーダーシップを発揮していただき

たいなというのが私の願いなんですが、どうなん

でしょうか。 

○清水副市長 

 まず、私のほうから、今、総務課長がお話をさ

せていただいたとおりでございまして、私どもの

ほうも、こういった形で調査票の提出を求めたと。

平成24年度から始めさせていただいたわけでござ

います。でありますので、今後もこのことは総合

評価落札方式、これを今すぐに拡大というのはな

かなか難しいわけですが、平成24年度並みには今

後も続けていきたいという中で、このことも引き

続きやっていきたい。 

 そういった中で、事業者の皆さんの意識も多少

変わってくるのではないかなという期待もしてお

る中で、愛知県がそういった取り組みがあるとい

うことでございますので、私どものほうも、そう

いったものを動向を見ながら知立市としての対応

を考えていきたいなというふうに思っております。 

○林市長 

 私からも申し上げます。 

 高橋委員のおっしゃること、もっともだなとい

うふうに思っております。景気対策というのは、

やはりともすると所得の格差を広げていく方向に

進みがちになってしまう、その中で、やはりきめ

細かな対応、それは中間所得層、また、低所得層

の方々の購買力を高めていただくことが市場の活
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性化、経済の活性化につながっていくと私は思っ

ております。 

 そうした手段の一つが公契約条例だよというこ

とをよくわかります。条例をつくるに当たっての

難しさ、また、つくった後の対応等々、私まだま

だ勉強不足であります。今、担当のほうも、また、

副市長のほうも前向きに考えていくところでござ

いますので、私としてもそうした視点で前向きに

考えていきたいと思っております。 

○高橋委員 

 ぜひ前向きにとらえていただいて、総務課長、

そういうことなんでね、担当としても、ひとつ起

案をしていくと。野田市の条例は、ちょっと研究

してもらってるかしら。 

○総務課長 

 野田市の条例は見ております。深く掘り下げて

読む込むところまではいってませんけれど、条例

そのものは拝見をさせていただいております。 

○高橋委員 

 読み込みましたというと、それじゃあ、次の一

歩進めてるんですがね。あまりよく読んでないと

いうところで、まずふたをしようという心理はわ

からんわけじゃないですが、読み込まなきゃいか

んですよ。読み込んでみえると思うんだよね。読

み込んでみえると思うけども、条件整備、環境整

備もあるでしょう。ありますが、先ほど言ったよ

うに、私の申し上げている点が理解し、同意でき

るということであれば、行政は、その方向で一歩

前へ出るというのが大前提ではないか。それが前

進であるし、行政のサービスを高めることになる

ということなので、ぜひ前向きに、より一層奮闘

していただきたいというふうに思います。 

 もう一枚資料が出ておりますが、それは平成25

年度就学援助予定者のＰＴＡ会費、クラブ活動費、

生徒会費の概要、学校教育課からのものですが、

この資料について御説明ください。 

○学校教育課長 

 これにつきましては、話題になりましたけども、

準要保護の就学援助ということでございます。 

 その中でも小学校につきまして、来年度の予算

の試算を立てるときに269人、各学校ＰＴＡ会費

等がさまざまです。ひとり家庭、あるいはふたり

家庭といいまして、兄弟でいる場合と違うわけで

すが、さすがに誰がどこの兄弟かというのはわか

らないものですから、その点考慮して、高いほう

で計算というか、皆さん、ひとり家庭ということ

で、ふたり家庭で２倍払うところというのはほと

んどないですから、２人目は大体半額とか安くな

っているところが多いですので、というところで

試算をしたところ、小学校のＰＴＡ会費は65万

4,000円。 

 中学校につきましては189名で試算して、ＰＴ

Ａ会費が45万3,600円、生徒会費を中学校は徴収

しております。これにつきましても、学校によっ

てさまざまですが、金額は、20万9,800円という

ことで合計が中学校につきましては66万3,400円

というふうに横になりまります。 

 縦につきましては、それぞれの項目ごとの小・

中の合計ということでございます。 

○山﨑委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後８時10分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後８時18分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 今、学校教育課長が御答弁になったのは、支給

はしてないけども実態としてこの程度かかってい

るという実態から出発して表にしていただいたと

いう理解でいいですね。 

 つまり、クラブ活動費は徴収していないと。徴

収していないものに就学援助の対象になりません。

小学校の生徒会費も徴収していない。中学校で徴

収しているのを保護対象、就学援助の対象者で当

てはめるとこの程度になるんだと、こういう意味

ですね。だから、これをあたま数で割り戻すと、

１人当たりが出るという理解でいいですか。 

○学校教育課長 

 生徒会費でいいますと、南中学校は1,000円で
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他の２校は1,200円ということになっていますの

で、ＰＴＡ会費も同様で学校によって違うもので

すから、一律に割ればということでなくて、この

試算についても今現在の各小・中学校の継続来年

度の見込みということで試算してますので、人数

で割れば出るということではございません。 

○高橋委員 

 平均が出るということですね。一律でそろえて

おれば、そのままずばりが出ると、こういうこと

ですね。 

 したがって、これは年のお金ということでいい

ですか。そういうことですと、131万7,400円あれ

ば、御提案申し上げている３項目、知立市でいう

と２項目ですが、これが支給できると、財源が

131万円だと、こういう理解でいいということで

すね。 

○学校教育課長 

 今年度の見通しでということですから、また来

年度は新規がふえるとこれよりも上がる可能性は

あるということです。 

○高橋委員 

 これは本会議でも述べさせていただいたんです

が、教育部長、平成25年度はこれを入れた予算に

なってませんよね。ぜひやってほしいというのが

我々の提案だし、要求だし、委員会でひとつ検討

させてくださる方向を出したいということをおっ

しゃったと思うんですが、どうですか、実施につ

いて。 

○教育部長 

 これにつきましては、このように試算をさせて

いただきました。ただ、これも予算が伴いますの

で、私の今としては、一応近隣の状況も確認をし

ながら考えていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○高橋委員 

 今度、市議会は４月に豊明市と交流事業やるん

ですが、豊明市は３つとも支弁しています。就学

援助の対象にして、ＰＴＡ、クラブ、生徒会費、

３つとも対象にしています。日進市はＰＴＡ会費

と生徒会費、クラブ活動がないかもしれませんね。

実態としてというように対応しています。 

 なかなかこれは西三河で進んでいないというこ

とを答弁されたんですが、これにはわけがありま

して、2005年に就学援助の補助金というのが隠れ

たんですね。これは一般財源化して地方交付税の

対象になってんですよ。きょうもあったように、

地方交付税３億円と。月が変わっても年が変わっ

ても３億円と。これ、ほんとに入ってるんですか

という話だけど、財政需要額８月に算定して決ま

ってくる。だからほんとに就学援助の金がいかほ

ど交付税に乗ってきておるかというのは、またわ

からん仕組みになりました。 

 だから各自治体は、従来2005年まではそれぞれ

に補助制度があったんで、これよくわかったんで

すよ。財源構成が予算書に書けたんですが、それ

がなくなったので、見えなくなってしまったので、

それ以降、具体的に就学援助の対象になった３項

目について、なかなか腰が上がっていないという

のが実態です。 

 これは議論したとおり、やっぱり義務教育の無

償、しかも所得の低い人、生活保護世帯であれば

文句なしに対象となるんですが、生活保護世帯で

も対象にならんわけでしょう、このきょうの資料

は。生活保護世帯でも対象にならんわけだわ、就

学援助で採用されていないから。これは、しかし、

いくら何でも問題ではないか。 

 生活保護世帯も、あるいは準要保護といいます

か、就学援助の対象になる要保護と準要保護につ

いて、せめて無償化してもらいたい、こういう提

案ですよね。これは当然のことじゃないかと。確

かに131万円かかりますが、これは３億円の交付

税の中で折り込み済みということになるわけです

よ。改めて部長の答弁聞きたい。どうですか、前

向きにやってください。 

○教育部長 

 私も2005年の３月、法改正があって補助から外

されたということで財政需要額に入れ込んでもら

えるということは聞いております。 

 ただ、実際、後から交付税として戻ってくると
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いうことになるのかと思うんですけども、今はこ

の場でこの130万円予算としてかかるものを、今

ここで例えば平成26年度からやりますとか、ちょ

っと答弁はできませんので、一度先ほども言いま

したけど、近隣との調整をとりまして、平成26年

度予算の要求時までに、どんな形になるかという

のを考えさせてもらいたいと思います。 

 以上です。 

○高橋委員 

 これはやっぱり生活困窮世帯の義務教育にかか

るお金なんですよね。私、ＰＴＡ会費を払わんと

いうわけにはいかんのでしょう。あるいは生徒会

費、嫌ですと言えないじゃないですか。これ、い

じめの対象になっちゃいますがね。 

 だから、そうではない環境をつくるために自治

体が心を砕くというのが義務教育無償の大原則だ

と思うんですね。それを全生徒にというわけじゃ

ない。生活困窮の人々にせめて、国が示したんだ

からね。国がやりなさいということを示しておる

んですよ。地方交付税でみますよと。地方交付税

はたまたま一般財源化されてるからね、名前がつ

いてないその恨みはあるけれども、国の基準とし

て明確になったんですよ。 

 これ、2013年度就学援助の支給内容と金額、要

求額。国が示している基準額はどうなっているか

といいますと、生徒会費については小学校で

4,440円、中学校で5,300円と。ＰＴＡ会費が小学

校で3,290円、中学校で4,070円と国が基準を示し

ておるんですよ。これが国の示す基準ですよとい

うふうになっているんですよ。 

 しかし、学校教育課長から御説明があったよう

に、払っている以上のものをお支払いする必要は

ないので、知立市の場合を実態を見るとこういう

ふうになっていると。だから国基準がここにある

けれども、それは知立市の実態で払っていただけ

ればいい。国がここまでガイドラインを示し、地

方交付税でその対応するといっているのに、なぜ

行政が動こうとしないのか、これは私、やっぱり

問題があるんじゃないかというふうに思うんです

ね。川合教育長、どうでしょう。 

○川合教育長 

 これまでもこの就学援助については、いろいろ

御意見なりいただいて、今回の本会議のほうでも

いただき、この辺で少しいろいろ論議をしました

けれども、子供たち誰もが学べる環境をつくりた

いという、それは多分、皆さん一致した考えだと

思いますけども、今現在では、すぐにこれをとい

うところがまだ結論までは至っていないというの

が現実です。 

○高橋委員 

 何でそういうふうになるんですか。財政当局が、

ちょっと待ってくれというのはあり得る話なんで

すが、教育現場の先生がそういうことをおっしゃ

ると、これは文科省がさっきガイドラインを示し

て、基準値を示してね、これが基準ですよといっ

とるわけですよ。やってくださいと。やれば措置

しますよと、地方交付税でと言っているのに、現

場の先生が、そういう姿勢ではちょっといかがな

ものでしょうか。申しわけないけど、率直に申し

上げて、家庭環境が非常に劣悪な人々に対して援

助していこうじゃないか。これはセーフティネッ

トとして憲法25条の側面、学校教育法の側面でき

ちっとこういうふうになっているのにもかかわら

ず、先生が、なぜ理解を示していただけないのか。

財政当局がちょっといろいろ言われるということ

はあるかもしれない。 

 しかし、先生方がこういうことでは、私、救わ

れないような気がしてしようがないんですが、ど

うでしょう。きょうにきょうとは申しませんが、

今、私の申し上げたことも十分そしゃくしていた

だき、義務教育の無償化と国のガイドライン、基

準も明確なので、ここをしっかりと踏まえて前向

きな方針を出していただきたい、教育委員会とし

て。どうでしょう、もう一遍、川合教育長、御答

弁お願いします。 

○川合教育長 

 こういう論議の中で、いつも近隣の市町ではと

いうようなことで、あるいは県下の他の地域では

ということもいろいろ参考にしながら、知立市で

はどうしていくのか。もちろん、本質的には先ほ
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どもお話が出ているように、全ての子供たちが家

庭の環境とか経済状況にかかわらず、元気に学校

に通える、胸を張って学校に通えるという状況を

つくりたいという思いはそうなんでありますけど

も、まだまだ調べてみますと、全県下でそういう

方向にやってるというのは、まだ少ないというこ

とでもあり、その辺がちょっと悩むところであり

ますが、今後の方向としては、そういうことを考

えて実施するようなこともしなきゃいかんのかな

ということを思います。 

○高橋委員 

 近隣を見て我が立ち位置を決めるという今、議

論ですよね。これをやりますと少人数学級で攻撃

されるんですよ。本会議でやられましたがね。反

対はしてないけども、何で知立市は突出するんだ

と。今の答弁をされるからそういうことになるん

ですよ。 

 教育長は一般質問で、あなたの教育方針を聞か

れて、なかなか立派な答弁をされたなと私は、あ

る意味では感心しました。ここへきて、どんとト

ーンが下がって近隣市町と、川合教育長でなくて

もいい答弁ですよ。この答弁繰り返されると、こ

の席でやられることはないかもしれませんが、少

人数学級、何で突出するんだと、こうやられます

がね。 

 ＰＴＡ会費の就学援助の対象と少人数学級の突

出部分をちゃらにされてはかないません、私も。

私は、申し上げたように、少人数学級については

高く評価しています。これは東京の都議会の発言

なんですが、東京都は来年４月から中学校１年生

で35人学級やるというんですよね、少人数学級。

中１ギャップという話が出ました。東京都でやる

というんですよ。もっともっとやったらどうだと

いうのが意見なんですよね。 

 例えば山梨県では、中学校の不登校者を４年間

で３割減らしたと、少人数学級で。これは具体的

な数字で山梨県では出とるそうですが、中学校の

不登校者が少人数学級で４年間で３割減らしたと。

なかなか少人数学級の成果を数式であらわせとい

うのがあらわれれば、とても説得力があるけども、

なかなかあらわれないからこそ教育なんですよね。

だからこうやって山梨県の例も引用しながら少人

数学級の必要性を説いて頑張っているんですが、

そういう意味でいうと、自信を持って、胸を張っ

て少人数学級をやっていただいてる。さらに私は

拡大してほしいということを申し上げました。 

 その教育長が、就学援助になったらがたっとト

ーンが下がって、他市を見てからやらせてくれと。

これは値打ちが下がりますよね。やっぱりそこに

は教育の論理なり教育方針、教育の機会均等に対

しる教育長の一貫した姿勢、そして、少人数で目

の行き届く教育を家庭のようにやっていきたいと

いう思い、これが一つになって初めて川合教育長

の教育論というのが生きるんじゃないですか。き

ょうの答弁でがた落ちですよ、あなたの評価は。

こういう言い方は大変申しわけないけども、私は、

率直にそういうふうに思います。どうですか。近

隣他市をながめてもらうのは結構です。大いにな

がめてもらうのは結構だけども、そういうことと

教育長の持っておられる機会均等論がそういう中

で、どう動き出していくのかというのが川合教育

長の存在価値ですから、私はちょっと役職の高い

方に大変失礼なことを申し上げているんですが、

これは率直ないっぱいの話ですよ。だから、そう

いう点も、ぜひそしゃくしていただいて、前向き

な検討と検証を進めていただきたい。もう一回、

答弁お願いします。 

○川合教育長 

 言われることが、ほんとに心にずきっときまし

た。一貫性という話で、一貫性に欠ける。自分は

教育長の立場で、言ってることやってることと、

きょうの答弁がずれてるじゃないかと言われると、

ほんとにちょっと冷や汗の流れる思いであります

が、この問題については、もう一度真剣に考えて

いきたいと、そういうふうに思います。 

○高橋委員 

 時間もどんどん進んでいますので、３つの新し

い分野の対処については、ぜひお願いしたいと思

います。 

 もう２つ、この就学援助で聞きたいんですが、
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１つは、本会議でも出ましたが、どういう方が就

学援助の対象になるのかという。知立市の場合は、

児童扶養手当の1.6倍ということをおっしゃって

いる。 

 ところが、児童扶養手当というのは、母子家庭

を前提にしておるんですよ。昔は母子家庭が就学

援助の主体だったかもしれない。今は必ずしもそ

うじゃありません。母子家庭も多いですよ。だか

ら児童扶養手当と比べるというのは、相当以前の

母子を中心に就学援助が構成されていたときには

その物差しでよかったかもしれない。今、この福

祉キャラバンで全県的な統計がありますが、児童

扶養手当の何倍なんていっておるのは知立市だけ

ですよ。あとは全部生活保護基準。つまり４人標

準世帯の所得が何倍か、1.幾つかといって決めて

みえるんですよ。そういうふうに切りかえてほし

いというのは中島議員の提案であったし、その基

準も公開してほしいというふうに提案させてもら

いました。これはどうでしょうか。 

○学校教育課長 

 今、委員のおっしゃるとおりなんですが、実は、

例えば母子家庭で母親、子供２人で３人家族です

ね。今言っている児童扶養手当の1.1倍は両親そ

ろって子供との３人家族というふうに母子家庭、

片親と考えずに４人家族だったら両親２人、子供

２人という場合も母親１人、子供３人という場合

も同じように考えております。 

○高橋委員 

 学校教育課長のおっしゃってることは、わかれ

へん。つまり、就学援助というのは、私のような

所得なら対象になるなんてことがぴんとわかると

ころにその基準の価値があるんですよ。例えば私

たちでも生活保護世帯、４人世帯もあるし、ひと

り世帯もあるし、母子家庭もあります。そうする

と大体このぐらいだと。生活保護水準というのは

わかりますでしょう、おおむね。それに1.1倍を

掛けるといいとかね、そういうふうになれば話が

わかりやすいし、ほんなら私も一遍申請してみよ

うかとなるが、児童扶養手当ということになると

読みかえ規定か何か知りませんが、今、学校教育

課長御説明の、大変話が複雑になって、それだけ

で頭が痛なっちゃうと、こんな制度は私、結構だ

と。制度から人々を遠ざける役割を果たしている

んじゃない、結果的に。だから、これを生活保護

基準に置きかえたほうがいいに決まっておるじゃ

ないですか。これは議論の余地のないところだと

思うんですが、どうですか。 

○学校教育課長 

 どうして児童扶養手当が知立市がやっているか

というのは調べましたが、わかりませんでした。 

 今の1.1倍というと、いろいろ難しいところが

あるのは、今いろいろ先ほど出ていたキャラバン

でも大体1.4倍をという話になりましたけども、

知立市でいうと、それよりも高い基準で出してる

方とか、さまざまな基準があって、今もらってい

る限度額と損をされる、損って変な言い方ですね。

基準が変わると物差しがあると、やはり基準額が

徐々に変わっていってしまうということがありま

すので、その辺を調整しなければいけないという

問題点が一個あります。 

 あと、家族の家族構成によってもさまざまです

ので、個々に基準額をみていかなければいけない

という点があります。 

○高橋委員 

 いろいろおっしゃってますけど、扶養手当の何

倍なんていうことでやってる自治体は知立市しか

ないんですよ。 

 これ、中島議員も見せましたけども、これが知

立市なんですよ。一番右がね。グラフが低いでし

ょう。これ、色分けしてあるのは５年間なんです

よ。グラフが低い。一番低いのは安城市なんです

が、刈谷市も低い。高浜市、豊橋市、名古屋市は

高いんですね。 

 あなたのおっしゃるように、生活保護基準より

も相当高いところだというなら、何でこういう傾

向になるんですか。知立市の人が貧困率が低くて

高額所得者が多いから、結果的に率は高くしてい

ても、ハードルを高くしていても就学援助の対象

にならないという論証があれば、私、納得します

が、一般的にそうでないとしたら、基準が高いの
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に、なぜこんなに低いんですか、他市に比べて。

これは疑問が残りますよね。 

○学校教育課長 

 実際、現場に年度末になりますとお金が払えて

なくてとか、給食の未納率について聞いたところ、

この３年間は減少にあるということでというふう

に就学援助にふさわしい人がもらっているかどう

かというのは、適切に支払われるとは思うんです

が、今のところ、学校現場ではゼロとはいいませ

んが、この３年間では減ってきてる。 

 あと、近年、受給率というのは非常に知立市は

ふえておりまして、今7.4％にはなってるという

ことは実態としてあります。 

○高橋委員 

 私の答弁にはなってないですね。これ、時間が

ないのでね、やりたいところなんですが、委員の

皆さんの顔色も私、見ながらやってね、だけども

受給率、2012年度で5.5％ですよ。2012年度で

5.9％、５％台ですよ。高浜市が10％台ですよね。

高浜市が貧困者がそろっておるとは思いません。 

 だから私は、何が言いたいかというと、わかり

やすい基準にしてほしいということですよ。それ

で救えない人々がいるということであれば、その

基準を見直すということがあってもいいように思

いますし、その人たちを救えるような基準で設定

したらどうなるのかということも含めて、これも

少しわかりやすい基準が求められるんじゃないか

というぐあいに思うんで、ぜひその方向で議論を

深めてもらいたいと思うんですが、どうですか。 

○学校教育課長 

 おっしゃられる意味もよくわかりますので、と

にかく、どういう方が受給される対象になるかと

いうところを今後わかりやすく検討していきたい

と思っております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 就学援助、もう一つ、最後ね。 

 これ、民生委員の証明の話なんですよ。知立市

はケース・バイ・ケースで民生委員の証明をお願

いしているということをおっしゃいました。知立

市の生活保護の対象者は下記のとおりというのは、

12項目でしたか、ありましたね。この一つ一つを

見ましても、必ずしも民生委員の意見を聞いたほ

うが的確かどうか疑わしい項目、12項目ざっと私、

見たんですが、必ずしも民生委員がつかんでいら

っしゃる項目というのは明確ではないというふう

に思いました。 

 ちょっと聞きたいのは、民生委員の証明が、か

つて就学援助に必要だったという法的な根拠があ

る時期があったんでしょうか。 

○学校教育課長 

 ちょっと手元に資料ありませんが、でき始めの

ころはありました。民生委員の仕事といってはい

いのかどうかわからないですが、民生委員に協力

を得て就学援助を進めるようにという通知文は文

科省から出ておりました。今は出ておりません。 

○高橋委員 

 かつてはあったが、今はないと。ないというよ

りも廃止されました。 

 つまり、この民生委員の証明を求める。これは

民生委員も困ると思いますよ。突然、私こういう

ふうだで証明してくださいと言われたってね、民

生委員はその仕事をしておるわけじゃないですか

ら困っちゃいますがね。書いていいのか悪いのか。

民生委員そのものも悩んでしまう。それは、かつ

て名残があったので、その余韻が残っていると。

だけども、今その法的根拠はなくなったというふ

うに理解をいたします。 

 本会議でも示されましたが、春日井市の就学援

助のお知らせというのがあるんです。知立市を同

じような対象者が載っておるです。それで、最後

に申請書があるんです。知立市には申請書の欄に

民生委員がサインする欄が設けてありますよね。

全員が民生委員の証明を持って来なくてもいいと、

こういうケースの場合には民生委員がいるんです

よというふうに限定的な民生委員の押印を求める

欄があります。しかし、春日井市にはないんです

よ、民生委員の証明を求める欄がね。それは名残

を断ち切って、春日井市も12項目あるんですが、

どの項目をとりましても民生委員が的確に判断で
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きると思われる項目はないと。これは民生委員に

聞けばいいという項目はないので、もう割愛され

たというふうに理解をしております。知立市の申

込書から民生委員の証明欄を割愛していただきた

いんですが、どうですか。 

○学校教育課長 

 今、委員がお話ありましたように、申請書で、

例えば生活保護は提出したまたは廃止の原本コピ

ーというものについての書類があるものについて

は民生委員の印鑑は要りませんが、保護者の職業

が不安定で生活状態が悪い、あるいは経済的な理

由により欠席日数が多い等々の申請書というもの

がない場合について、民生委員の所見ということ

をいただいております。 

 ただ、どのような家庭かというところがやっぱ

り地域で家族、家庭を支えるという意味もありま

すので、民生委員とその家庭が何らかの交流を持

つこと、かかわりを持つことが大事だと。そこに

印鑑が必要かどうかというのは、また別ですがと

いうふうには思っております。 

○高橋委員 

 もう一回言ってくださいよ。民生委員の判がほ

しい事案というのは、事項というのは、どういう

ときにほしいんですか。 

○学校教育課長 

 やはり家庭的にいろいろお悩みのある方が相談

がしやすいとか、そういう窓口にも民生委員が一

個の手になるというものもありますしということ

でございます。 

○高橋委員 

 そうでなくて、こういうケースが民生委員が判

が要るんだと、サインが要るんだと。どういう場

合か、もう一遍おっしゃってください。 

○学校教育課長 

 １つ、保護者の職業が不安定で生活状態が悪い。

あと、学校納付金が滞りがちである。被服状態等

が悪い、または学用品、通学用品等に不自由して

いるなどで、保護者の生活状態が極めて悪い。経

済的な理由により欠席が多いという場合です。 

○高橋委員 

 それ、民生委員がわかるんですか。その実態と

いうのは的確にわかるんですか。私、わからない

と思いますよ。 

○学校教育課長 

 実際のところは、どんなような生活をしている

かというのを民生委員が見る機会、情報を得られ

るかどうかというのは難しいところもあるかもし

れませんが、現在でも実際にその実態を正確につ

かんでいるかというと、つかめられない場合もあ

ります。ですが、将来的に家族を支えるという意

味では、民生委員とのかかわりをつくっておいた

ほうがいいかなとは思いますが。 

○高橋委員 

 学校教育課長、民生委員の任務をほんとに明確

に持ってほしいんですよ。そんなことはできない

ですよ、民生委員。 

 それはね、小集落で、いや応といえば全部わか

るころの民生委員の仕事なんですよ。今、マンシ

ョンに入ってきて、お父さんが雇用が不安定なの

かどうなのか、民生委員なんかわかりませんよ。

絶対にわかりません。あるいは学校の学用品がい

いのか悪いのか、それは先生のほうがよほどわか

りますよ。何できょうは、朝御飯食べてこなかっ

たのと。お父さんがいないんだわと。あるいはお

父さん仕事に行かずにつくってくれなんだと。こ

れは民生委員がわからなくても学校は、そのもの

ずばりがみえるかどうかはともかくとして、民生

委員の証明を求めれば、そのことが補足できるな

んていう話ではない。むしろ学校のほうがよくわ

かるんです。それは集落が固定化して、昔の大字、

小字、そういうレベルのときには民生委員という

のは、区長でいいんですが、そこは補足できたか

もしれない。だから昔は民生委員が必要だったん

ですよ。今、なぜ必要でなくなったか。捕捉でき

ないから必要なくなった。学校教育課長にもかか

わらず、何で民生委員にそうこだわってみえるん

ですか。 

○学校教育課長 

 ちょっと最後のほうの質問がわかりませんでし

たが、実際のところは民生委員お困りのときは学
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校へ来て先生に生活状況を聞いて判断していると

ころですが、学校の先生が、今度、親御さんとと

いう、学校の先生は子供を一番に見るところです

ので、生活状況については民生委員にこんな様子

だというふうに学校の先生は伝えて、民生委員が

判断されているというのが今の現実です。 

○高橋委員 

 それは判断できないんじゃないですかというこ

とを言っておるんです。これは形式主義ですよ、

それは。民生委員が判を押しておるから、いいと。

だけど民生委員はわからないと。 

 問題は、御本人が申請をしてくる行為に動機が

あるわけですから、これは申請しなかったら就学

援助受けられませんから。あるいは誘って、どう

ですか、受けたらどうですか。制度を知らないか

ら、こういう制度ですよといってＰＲすることも

ありますが、基本的にはそういうことを含めて御

本人の申請ですから、御本人の申請で書類に書い

てあることが、そこを目を通し、子供たちは学校

に来ているから最低限補足できる範囲で、著しく

異なっておればいけませんけども、そうでなけれ

ば認定していくということじゃないですか。そこ

へ民生委員が入り込むことによって正確に捕捉で

きるなんて保障はどこにもない。むしろ制度を複

雑にし、申請しにくくしている要因にすらなって

いるんじゃないですか。そういうことを申し上げ

たいんです。だから民生委員の今、法的根拠はな

くなった。その立法趣旨をいま一度明確にされて

れば、おのずと回答は明らかだと思うんですが、

いかがですか。 

○学校教育課長 

 一応、今学校では滞っている家族や家庭には学

校の先生から、こういう制度がありますというふ

うに申請を、申請というか、こういう制度を説明

をして受けております。 

 ですから、民生委員を切る切らないというとこ

ろは、もうちょっと研究したほうがいいかなと思

っています。 

○高橋委員 

 これは議論が尽くされていまして、今、春日井

市が一つの例として申し上げたんですが、春日井

市は不十分だと。民生委員がもう関与していない

ですよ、春日井市は。民生委員の証明の欄もない。

これはちょっと行き過ぎだと、そういう見解にな

るということですか。それは春日井市は春日井市

でやられればいいけども、あえてその心象を聞く

ならば、春日井市はちょっと行き過ぎだと、こう

いうことなんですか。民生委員の法的根拠がなく

なったでしょう。何でなくなったのかということ

を掘り下げてもらえば、おのずと結論が出るんじ

ゃないかということを申し上げておる。 

○学校教育課長 

 春日井市がうまくいってるかどうかというのは

わかりませんが、きっと適切には運用されている

と思うんですが、ここのところを切る切らないと

いうのは前向きに考えさせていただきたいと思っ

てます。 

○高橋委員 

 わかりました。前向きに、ひとつ考えてくださ

い。 

 民生委員というのは、所管が違いますが、いろ

んな仕事をやってみえます。その仕事の絡みでそ

ういう家庭にケースワーカー的に入られることも

あるかもしれないけども、今、申し上げているよ

うなことを求められるというのは、しょせん難し

い話。民生委員の任務を超えた話だと思うんです

ね。 

 だから、学校のその申請とそこに書かれている

申請の中身と学校の子供の態度、そこから見えて

くる親の実態、家庭訪問などを通じて総合的に判

断をされれば補足できる話だと。それ以上厳密な

補足が必要になるケースではないというふうに申

し上げておきたい。ぜひ、その方向で御検証をし

ていただき、前向きに検討していただきたい。 

 最後の問題にさせていただきます。 

 35ページ、教育使用料の一番下、保健体育使用

料、行政財産目的使用48万5,000円、この内容に

ついて御説明ください。 

○生涯学習スポーツ課長 

 48万5,000円でございます。まずは福祉体育館
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の喫茶店使用料、ちりふの部分です。それと、体

育館、昭和グランド、体育館の第４駐車場にあり

ます電柱、支柱の中部電力からの使用料でござい

ます。 

○高橋委員 

 48万5,000円ですね、合計。平成24年度は54万

6,000円、当初予算で計上されていますが、なぜ

減額になったんでしょうか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 平成24年度におきましては、昭和グランド及び

テニスコート、それと福祉体育館の自動販売機の

目的外使用が入っておりまして、今回、行政財産

貸付収入のほうに移行した関係で減額になってお

ります。 

○高橋委員 

 歳入の項目を変えたということですか。どこへ

もってきたんですか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 51ページ、15款、上から２つ目にあります建物

貸付収入の中でございます。 

○高橋委員 

 自販機の設置が建物貸付収入ということはどう

いうことですか。 

○山﨑委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後８時59分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後９時01分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○生涯学習スポーツ課長 

 失礼しました。 

 今、申し上げた中での建物貸付収入の行政財産

貸付収入でございます。 

○高橋委員 

 先ほどの答弁は正しかったということですね。

51ページの財産貸付収入の中の上から２行目、建

物貸付収入155万5,000円の中に入っているんです。

どういう建物を借りておるんですか。建物ですか、

あれ。床を借りておるだけじゃないですか。建物

なんか借りてないですよ。 

○生涯学習スポーツ課長 

 今回、自動販売機の貸し付けにつき行政財産貸

付という中で移行をしたわけでございます。これ、

新しく細節を設けて行ったわけですが、財政のほ

うと話をする中でこの中へということでさせてい

ただきましたので、内容的には土地、建物の中に

ある土地に対して貸し付けをするという考えでこ

のようになったのかなというように思いますが。 

○高橋委員 

 上なのか下なのか、どっちですか。土地貸付収

入なのか、建物貸付収入なのか、どちらなんです

か。 

○生涯学習スポーツ課長 

 建物貸付収入の155万5,000円の中でございます。 

○高橋委員 

 建物なんか借りてないじゃないですか。自販機

を置かしていただいているということが建物を借

りてるということですか。建物を借りてるの、そ

れは。いいかげんなことを言ってはいかんですよ。

それは地下の食堂のところも、全部建物の貸付収

入に入っておるんですか。これは所管が違います

けども、１階のフロアはどうですか。 

○総務課長 

 １階の手をつなぐ育成会ですか、あれは目的外

収入で、この建物貸付収入155万5,000円のうちの

150万円は総務のほうで計上しておりまして、地

下１階の自動販売機、これが17万7,000円で、あ

と132万3,000円が１階のフロアの広告つきの庁舎

案内が132万3,000円ということで私どものほうで

計上しております。 

○高橋委員 

 １階自販機の手をつなぐ育成会、親の会のもの

は目的外使用だという答弁でしたね、今。それは

同じことじゃないですか。みんな目的外使用じゃ

ないの。行政財産目的外使用料、つまり使用料で

徴収するのが当たり前じゃないですか。 

 もう一度確認しますが、１階の手をつなぐ育成

会のあの自販機は、33ページ、総務使用料、一番

頭、行政財産目的外使用19万円の中に入ってると、
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こういう理解でいいですね。 

○総務課長 

 そのとおりでございます。あと、地下１階の自

動販売機ですとか、１階の広告については平成23

年に財産管理規則を改定しまして、行政財産を普

通財産の例により貸し付けることができると。い

わゆる目的外使用ではなくて不動産賃貸というこ

とで貸し付けることができるということになりま

して、総務課のほうでは、その中で地下１階の業

者がかわられたときに、当時地下１階の以前の食

堂の運営者が設置していたものが食堂が退去した

ことによってなくなったと。その後、この規定で

新たに貸し付けるという形で、目的外使用料は貸

し付けのほうが収入額が上がりますものですから、

内容を見直して地下１階の自動販売機については

貸し付ける。あと、１階のフロアの広告関係のも

のについても目的外使用ではなくて建物の貸し付

けという形で運用をさせていただいております。 

○高橋委員 

 したがって、保健体育使用料の行政財産の目的

外使用料も従来はここで自販機を受けていたけど

も、これをやめて建物の貸し付けに回したんだと。

つまり、高い料金が取れると、こういうふうにし

たということですか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 以前にも出た話かと思いますが、昨年の７月に

自動販売機の設置に関する行政財産の貸し付けに

関する要領というのが市全体の中でつくりまして、

それにのっとって今回の処置をさせていただいた

ものです。 

○高橋委員 

 福祉体育館と昭和グランドは、どういう対応を

されておるんですか、今回は。 

○生涯学習スポーツ課長 

 体育館におきましては、４台既設の先ほど申し

上げました喫茶ちりふ、そちらのほうが設置して

おりまして、そちらに既得権と申しますか、従来

の使用の中で継続をします。 

 それと、昭和グランド、昭和テニスコートです

が、昭和グランドにおきましては、具体名を言い

ますとキリンビバレッジという会社でありました

ので、そこは入札を行います。それと、昭和テニ

スコートにおいては、実名ですがかとうという、

うどん屋ですが、そちらのほうの設置ということ

でありまして、福祉体育館の自販機と同様、既得

権の中で引き続き随契というような形で置くこと

といたします。 

○高橋委員 

 随契はいいですよ。幾ら徴収するんですか。平

成24年度と平成25年度の徴収額の違いを言ってく

ださい。 

○生涯学習スポーツ課長 

 平成24年度、入札の部分におきましては来週入

札ということでしておりますので、まだ確定では

ございません。平成24年度、喫茶ちりふの部分で

ございますが、ちりふが置いてる自販機でござい

ますが、年間５万7,910円でございました。その

ものにつきまして、売り上げ等を調べさせていた

だく中で、売り上げ収入金額に対する率20％とい

たしまして10万2,916円、これは昨年１年間、一

昨年の11月から昨年の10月の１年間の売り上げ本

数でいたしましたので、実績に応じて変わってき

ますが、その例を申し上げるのが今の金額です。

10万2,916円、これは今言った実績に基づくもの

でございます。 

 また、昭和テニスコートにおきましては、年間

使用料、平成24年度1,146円、これが今同様でご

ざいまして、売り上げの収入金額に対して20％の

３万2,638円、これも同様な実績を数字を当ては

めておりますので、実績に応じる形になりますが。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 市役所１階のフロアにあるのは、手をつなぐ育

成会、福祉団体なので、従来の目的外使用料、こ

れは固定資産の評価の10分の何がしでしたね。ち

ょっと今、数字忘れましたけども、非常に低廉な

金額で使っていただいていると。 

 ところが、福祉体育館にせよ、昭和テニスコー

トにせよ、福祉団体でないんじゃないかと。だか

ら売り上げの20％を出せという話ですよ、ここね。



- 104 - 

売り上げの20％というのは、これは純利益の何％

になるのか御承知ですか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 純利益と申しますと、実際の収入金額から電気

料が主だと思いますが、そういったものを引いた

金額が純利益になろうかと思いますが、金額をと

いうことでしょうか。 

○高橋委員 

 純利益の何％になるかということです。 

○山﨑委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後９時13分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後９時14分 

○山﨑委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 一生懸命計算してみえるんですが、私、当事者

から聞いたんですが、純利益の半分ぐらいは取ら

れますと、今度の使用料でね。使用料というか、

財産の貸し付けでという御意見でした。 

 場所を貸しとるから、それは使用料ただという

わけにはまいらんけども、それが嫌なら入札にか

けますというわけだわ。入札にかけたら、負けま

すからね。こういうあこぎなやり方がほんとに庁

舎の適正な管理ということになるでしょうか。そ

こで細々と商いをしてみえる人も知立市民ですし、

営々とやってきてもらっているわけなので、だか

ら入札にかけずに継続なんだと。継続でやるかわ

りに、先ほど紹介されたような金額を出しなはれ

と。どうしてもいかにゃ入札にかけますよと、こ

ういう話なんだわ。 

 私は、これいかがなものかと、この対応は。１

階は手をつなぐ育成会なので、福祉団体なので従

来の目的外使用料で結構ですと。もちろん福祉団

体は大いに保護してあげないかんし、目的外使用

料でいいじゃないですか。何でここから利益を上

げることが行政の目的になるんでしょうか。私は、

心から怒りを持って告発したい、そういう対応に

ついては。科目を変えてまでですよ、形態は一緒

でしょうが、フロアの床に自販機が乗っていると、

この形態は従前も施行後も一緒。であるにもかか

わらず、財産の貸し付けなるのと目的外使用料に

なるのとは違うんだと。貸し付けにすれば銭が取

れるんだと。だから科目を変えて今度は取りにい

くんだと。これは、前にも指摘しましたけども、

こんなあこぎなやり方を私は行政がやるべきでは

ない。その方が、もうこれで私は事業が続けられ

ませんと、交代してほしいと言われたときに、じ

ゃあ、ひとつ考えましょうということで入札、そ

の他で対応されるのことがあってもよろしいかと

思うんですが、あまりにもあこぎではないかとい

うことを強く申し上げて思うんです。教育部長、

どうでしょうか。 

○教育部長 

 ただ、今までの自動販売機の目的外使用料とい

う形が変わってきたということが示された中で、

まずは原則入札だということがございます。しか

し、入札でもなくても今までの関係の中で、相手

方との話し合いの中で、いわゆる純利益がどれぐ

らいあるのかということを出していただいて、そ

の中でお互いの話し合いの中で決められていった

と思うんですけども、ただ、今回のこの当初予算

には純利益が出てくるのがおそかったものですか

ら反映はされておりません、この額は。 

 その考え方自体は、私にどうだと言われてもち

ょっとそういう方針というものがございますので、

ただ、今までのつき合いの中で、譲ったところは、

入札ではなくてお互いの話し合いの中での随契と

いう形にとらさせていただきました。 

○高橋委員 

 これは競争入札したら、それはメーカーが直接

持ってくるに決まっていますがね。前も聞きまし

た。地下はどこですかと。何とか言いましたよね。

中京コカコーラボトリングとかね。メーカーがダ

イレクトに持ってきますよ。仲介や何かじゃあ、

とてもじゃないが太刀打ちできないですよ。地元

業者排除ということなんですよ、結果は。 

 総合入札も地元業者を何とか育成できないのか

ということで議論があり、官工事の地元発注を高
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めていこうじゃないかと、そういうことですよ。

清涼飲料の置き場は官工事とは言いませんけども、

しかし、それでも地元の人が商いをして、それな

りに貢献をしながらやっていると。ここを一気に

入札にして直営店に請け負わせて高い利益を上げ

たいと、これはどうでしょうかね。私は、この思

想にはついていけませんし、この考え方について

は、断固受けるわけにはまいらんということを強

く申し上げておきたいと思います。 

 時間がありませんから、最後の最後、もう一つ

だけ。275ページのほうです。 

 005屋外施設運営事業費で、多目的広場という

のがうたってあるんですよ。下から10行目ぐらい

に。多目的広場というのは、北林運動公園のこと

ですか。違うんですか。それから、仮設トイレの

借り上げ、あわせて御説明ください。 

○生涯学習スポーツ課長 

 多目的広場管理委託料、いわゆる北林運動広場

の管理委託業務でございます。１カ月１万5,000

円の１年分12カ月、18万円でございます。 

 あと、仮設トイレ借り上げ料、57万9,600円、

これは２基追加をしましたので、それと合わせて

４基、１万1,500円の12カ月、消費税を加えたも

のでございます。 

○高橋委員 

 多目的広場というのは、条例で北林運動公園と

すると決めたんじゃないですか、この間。あなた

方が提案されて。なぜ北林だという議論もありま

したよね。 

 あなた方、条例で提案して正式に議決されて出

てきた予算書に多目的広場と書くんですか。これ

はケアレスミスといいますか、条例でわざわざ北

林運動公園って決めといて、翌年の予算書は多目

的広場と。これは１万5,000円、どこに委託され

るんですか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 もう既に平成24年度の中で南スポーツ文化クラ

ブのほうに委託をいたしました。それで平成25年

度においては１年分ということで計上させていた

だいております。 

○高橋委員 

 仮設トイレは南側の駐車場のところに４つ設け

るということですか。北側に２つありますよね。

北側の２つに加えて南側に仮設を２つつくると、

こういう意味が正解だと思うんですが、それでい

いのかどうか。多目的広場はちょっと変えてくだ

さいよ、これ。 

○生涯学習スポーツ課長 

 多目的広場の表現は不適切でございました。北

林運動広場とすべきであったと反省いたします。 

 あと、仮設トイレの件でございますが、既に設

置がしてございまして、２個ということで駐車場

に２個、従来のところ２個というふうでございま

す。計４個でございます。駐車場というのが、い

わゆる北と南に２個ずつ、そういうふうでござい

ます。 

○山﨑委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第32号について、挙手により採決します。 

 議案第32号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第32号 平成

25年度知立市一般会計予算の件は、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 
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 議案第35号 平成25年度知立市土地取得特別会

計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第35号について、挙手により採決します。 

 議案第35号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第35号 平成

25年度知立市土地取得特別会計予算の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第39号 平成24年度知立市一般会計補正予

算（第６号）の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○久田委員 

 一点だけ。 

 歳入歳出で５億6,6175万円を補正するのであっ

て、地域の元気臨時交付金というふうに理解して

おるんですが、地方負担分というのは３億2,890

万円というふうで理解してよろしいですか。 

○企画政策課長 

 今、委員のおっしゃられた３億2,890万円の件

でございますね。こちらは起債の予定額というこ

とで、今回、国庫補助とはまた別に起債で借り入

れる分ということになっております。 

○久田委員 

 そうすると、起債で借りる分だけど、この国庫

支出金というのは市財の７掛けとか８掛けがこの

国庫支出金になっておるわけですか。 

○企画政策課長 

 この起債の分と一般財源の分を合わせた合計値、

そこに７割から９割という現金が平成25年度に臨

時交付金として入ってくる見込みとなっておりま

す。 

○久田委員 

 国庫支出金が２億3,656万6,000円あって、この

市債の６掛け、７掛けが来年入ってくるのですか。 

○企画政策課長 

 委員のおっしゃるとおり、国庫補助金として２

億3,656万6,000円入った後、先ほど申し上げまし

た起債予定額と一般財源を足したものに７割から

９割の金額の分が元気臨時交付金として入ってく

るというふうになっております。 

○高橋委員 

 当初予算前倒ししますので、その分を当初予算

から抜くという作業と、今、議論がありましたよ

うに、３億2,000万円に対する平成25年度分の交

付金、これが７割、８割、９割と３種類あるんで

すが、この当初予算の補正は最終日だというふう

に議運で承っているんですが、この交付のパーセ

ントも最終日までに固まるという理解でいいです

か。 

 もう一つは、最終日にまた議論すればいいわけ

ですけども、これは歳入は固まるわけですが、歳

出もそれぞれ枝分かれされるのか、財調かどこか

で一括で受けてよしとされるのか、それはどうい

う方法を今、検討されているんでしょうか。 

○企画政策課長 

 まず、臨時交付金の件につきましては、まだ額

が決定しておりませんので、この当初予算の１号

補正の中には入ってまいりません。歳出の分を今

回該当の事業のものを当初予算のほうから除くと

いった、歳出から除くといった補正予算のほうを

提出を考えております。 

○高橋委員 

 つまり、前倒し分、ナンバー12まで。これを足
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しますと３億8,900万円になるんですが、この分

を平成25年度の当初予算から除かないといけない

ので、これを除くという当初予算が出るというこ

とですか。そうすると、財源構成も含めてやらん

とまずいですね。除くということは、歳入を小さ

くするということでしょうか。そうしないと除け

ないでしょう。どうなるんですか、それは。 

○企画政策課長 

 おっしゃるとおりです。歳入のほうにつきまし

ては、財調のほうで調整いたします。 

 以上です。 

○高橋委員 

 つまり、財調を３億8,900万円繰り入れを減じ

て、この該当の、学校関係が多いですが、この部

分の歳出を全部ゼロにすると、こういう差し引き

ゼロの３億8,000万円差し引きゼロの当初予算が

出ると、交付金については計上しないと、こうい

うことですね。 

○企画政策課長 

 おっしゃるとおりでございます。 

○高橋委員 

 わかりました。 

○山﨑委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第39号について、挙手により採決します。 

 議案第39号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○山﨑委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第39号 平成

24年度知立市一般会計補正予算（第６号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、本委員会付託された案件の審査は全て

終了いたしました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては正副委員長に御一任いただきたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○山﨑委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

 以上で、企画文教委員会を閉会いたします。お

疲れさまでした。 

午後９時31分閉会 

――――――――――――――――――――――― 

ここに経過を記載して、その相違ないことを証す

るためにここに署名する。 
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